
２０１８年３月

一般社団法人　新潟県労働者福祉協議会

あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫

調査・研究 報告書



発 行 者　 一般社団法人　新潟県労働者福祉協議会
〒950-0965　 新潟市中央区新光町６－２

TEL  0 2 5－2 8 1－0 8 9 0　FAX  0 2 5－2 8 1－0 8 9 1

ＨＰ：http://www.niigataken-rofukukyo.com/

公益社団法人　新潟県自治研究センター
〒950-0965　 新潟市中央区新光町６－７

TEL  0 2 5－2 8 1－8 0 6 0 　FAX  0 2 5－2 8 1－8 0 6 2

ＨＰ：http://www.niigata-jichi.or.jp/

〒950-0134　新潟市江南区曙町３－５－５

株式会社　新　潟　印　刷

TEL  0 2 5－3 8 3－3 9 0 0　FAX  0 2 5－3 8 3－3 9 0 9

印　　刷

受託調査
研究機関

《ソーシャル・セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫
〔 調査･研究報告 〕

勤労者の健康・医療をめぐる現状と課題
　― わが国の法体系に基づく産業保健の仕組みをふまえて ―

　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　人間生活学部健康栄養学科　教授　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　邊　直　仁

１．実態調査の概要と目的
２．実態調査の様式
３．実態調査の集約と分析
　　　　№１．全体集約（グラフ）
　　　　№２．民間企業と公務・公共職場の比較集約
　　　　№３．就労者数別の比較集約
　　　　№４．業種別の比較集約
　　　　№５．内勤・外勤者各80％以上職場の比較集約

長時間労働からの解放に向けて
　― 問われる「働き方」と労働安全衛生の現状 ―
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　新潟県自治研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事・研究主幹　桝　口　敏　行

労働安全衛生法制定過程における論点と今日的な課題について
　― 特に第68回国会の論争を中心にして ―

　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　新潟県自治研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究主幹　齋　藤　喜　和

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査から
　― 回答から見える職場と課題 ―

　　　　　　　　　　　　　　　　　全日本自治団体労働組合　中央本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合労働局長　森　本　正　宏

………………………………………………………… 7

……………………………………………………………… 37
………………………………………… 66

…………………………………………………………… 74
………………………………………………………………… 85

………………………………………… 99

………………………………………………………………… 111

…………………………… 121

……………………………………… 133

《 目　次 》

Ⅰ．総括論文

Ⅲ．テーマ別報告

Ⅳ．労働組合からの論評

Ⅱ．「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査　集約と分析



− 1 −

　日頃からの、新潟県労働者福祉協議会（労福協）へのご支援とご協力に感謝申し上げます。
　当労福協では、新潟県の助成を受けて、労働、生活、福祉などをテーマ素材として、単年度
の調査・研究事業を行っています。この度、2017年度の調査研究の報告がまとまりましたので、
関係各位にご報告申し上げます。
　ぜひともご一読いただき、皆様のご活動の参考の資に供していただければ幸いです。

　労福協では、「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」の実現に向けて、労働団体や福
祉事業団体、ＮＰＯ団体、自治体などと連携し多種・多様な活動を行っています。その活動の
一環として新潟県からの助成を受けて、県内外の地域状況や社会の動向を踏まえた勤労者の生
活全般の課題について様々な切り口や視点から調査・研究事業を行っており、広範な皆様から
本事業を高く評価いただきながら進めているところです。

　本年度の調査･研究は、勤労者の「ソーシャル･セーフティ･ネット」を大テーマとして「少
子化社会」「介護」「教育」に続く№Ⅳとして「勤労者の健康と医療」の課題をテーマとして
進めてまいりました。
　「働き方改革」が、本年一月召集の通常国会で関連法案が審議されるなど、政治的にも労働
者運動としても大きな課題となっています。勤労者が健康で安心して働くことのできる環境づ
くりは重要な課題ですが、産業構造の変化の中で就労環境も変りつつあります。
　長時間労働や成果主義的な雇用など、働く者にとって健康を守れるかが問われている課題で
あると考えます。
　また、勤労者の労災防止や職場復帰についても様々な問題があり、勤労者の健康を守る労働
安全衛生についてその実効性が問われ、課題としていただきました。
　本調査・研究は、新潟の地でシンクタンクとして活動されている、「公益社団法人　新潟県
自治研究センター」にお願いをいたしました。
　また、調査・研究にあたり労福協会員団体の皆様からもご協力をいただきました。
　ご協力、ご尽力いただきました皆様に、厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層のご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　2018年３月

一般社団法人　新潟県労働者福祉協議会　　　
理事長　齋　藤　敏　明　　　
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当センターへの日頃からのご厚情とご協力に感謝いたします。
当センターでは、定款により委託研究事業及び自主研究事業を行っており、まとめられた報

告書は皆様から様々な活動にご活用いただいております。
本報告書は、この数年「ソーシャル・セーフティ・ネットを考える」を大テーマとしてすす

めているところですが、そのシリーズとして「勤労者の健康と医療」をテーマにまとめたもの
です。

日本の労働法制は、労動基準法をはじめ、多くの法律によって構成され、資本主義社会にお
ける「労働者の生存権」にもとづいた法体系として価値あるものとなっています。

法は、その時折の要請によって改正が行われていますが、時には事象が先行し法改正が後追
いになることも多々あります。

「労働」の実態は、その時代の経済状況や産業構造と極めて密接な関係にあり、その変化は
「労働のあり方」や「労働者の生活」に影響をおよぼすものとなっています。

バブル崩壊以降の日本経済もグローバル化や多様化の中で産業構造の転換が求められ、労
働・働き方にもその変化に対応できる仕組みが必要とされています。

しかし、企業サイドの一方的な「変化」は許されるものではないでしょう。
近年、36協定違反や残業代未払いなど、労働問題をめぐる訴訟・審判事件は増加傾向にあり

ます。また、過労死や過労自殺あるいはメンタルな問題などの事例も目立つものとなっていま
す。

勤労者が、どのような時代にあっても「健康で働く」ことを求めることは当然であり、「労
働者の生存権」の本質と言えるでしょう。

本調査・研究の課題は、多様な視点からの考察が必要なことから、「健康の視点」と「医療
の視点」に大別し報告をまとめることといたしました。

今次報告書は、№１として「職場の労働安全衛生の現状と課題」「働き方改革」「長時間労
働」を中心に、当センターで実施した「勤労者と職場の安全対策にかかる実態調査」を加えた
内容としてまとめたところです。

次年度は、№２として「勤労者の労働災害」「勤労者医療の現状と課題」「職場復帰の課
題」等をまとめる予定です。

本報告にあたり、労働組合をはじめ関係各位のご協力に改めて御礼申し上げ、本報告書が今
後の勤労者の健康と安全を確保する活動に資することを願い、発刊するものです。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫
〔 調査･研究報告書の発刊にあたり 〕

公益社団法人　新潟県自治研究センター　　
理事長（日弁連副会長）　和　田　光　弘
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健康で生活することを、望まぬ者はいない。
特に、勤労者にとっては罹患や怪我は、家族を含めた生活に大きな影響を与えることとなる。
本調査・研究は、勤労者の健康と医療に視点を置き、「勤労者」の健康に係わる現状と課題

を整理し、安心して働くことのできる労働環境づくりと労働による災害に対する医療の課題に
ついて考察するものである。

＊日本における労働災害の歩みと近年の課題
日本の職場における勤労者の医療とは、当初それぞれの職場での作業等に関連した業務上の

疾病（じん肺、振動障害、有害化学物質等の中毒症など）による「労働災害」への対策からで
あった。労働災害への医療提供は、「医療費の負担」への対応としての労働者災害補償保険法
等に基づき行われてきた。

また、並行して労働安全衛生法などによって、職場での危険除去や勤労者の健康管理が進め
られてきている。それぞれ「治療」と「予防」のための制度として、運用されてきたのである。

近年では、従来のいわゆる「労働災害」は減少しているものの、心疾患、脳血管疾患、糖尿
病、ストレス性疾患、長時間労働など就労環境の変化が発症の一因とされる勤労者の健康自体
が注目されてきている。

勤労者の就労環境はＩＴ化や合理化などにより大きく変化する中で、長時間労働が社会的問
題となっているように不規則な生活習慣や精神的負担の増大が誘因となり、極めて不幸な事件
も続いている。さらに、勤労者の高年齢化に伴う働き続けるための健康管理は新たな時代的対
応が迫られている。

また、勤労者にとっては「職場復帰」が重要な課題であるが、その一因とされる職場（環
境）と医療（治療）との連携が必ずしも十分とは言えず、療養後の就労断念に追い込まれる状
況は決して少なくない。例えば、近年増加するメンタルヘルス不調対策は、その予防から職場
復帰に至るまでの一貫した継続的な対策の充実が求められているのである。

働く者の健康は、個人の価値だけではなく、極めて重要な社会資本でもある。
少子化の進展により労働力人口の減少が続き、今後も見込まれている日本において、雇用の

安定と労働力維持への対策は喫緊の課題となっている。
政府は、「働き方改革」を重要政策として具体的な推進を図ることとしている。また厚労省

においても、政策医療として勤労者医療を推進することとし、「予防対策」と「職場復帰」の
ための職場（環境・予防）と医療（就労中の医療や復帰）の連携システムの構築と実践を進め
はじめたところである。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫

≪２０１７年度及び２０１８年度≫
〔 調査･研究企画にあたり 〕
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＊産業構造と労働者意識の転換
これらの課題の考察には、現代の日本における構造的背景や労働者の意識変化も考慮する必

要がある。
上述の課題は、使用者である企業・業界ひいてはあらゆる産業・経済界にとっても、また働

く者にとっても、継続した永年の課題であるが、振り返れば、その時代背景や経済状況などに
よりその時折の課題や事件が発生し、対応が迫られ改善に向けた努力も積み重ねられてきた。

つまり、就労・業務の変化は、産業構造の変化により影響され続けてきたのである。
今日、経済・産業のグローバル化と高度化により、主産業への依存度が移行し労働者の産業

移動がすすんでいる。
また、それに伴い日本の従来型といわれる終身雇用や年功序列といった雇用環境や競争を避

け全体の成長を目指す経済構造は、その転換が余儀なくされた。
日本における多くの分野・産業において、国際的な競争力の衰弱が問題視され競争力強化や

生産性の向上など、産業構造の再編や社会制度の見直しがすすめられている。
このような変化の一方で、日本では人口減少と高齢化社会の到来による就労人口の減少と高

齢化は激しさを増し続けている。
産業構造の転換は、能力主義・成果主義を労働者に求め、これまでに経験のない様々な課題

を引き起こすこととなっている。
また、労働者も意識や価値観の多様化から自己実現の要求が高まり、「仕事優先」の時代か

らの転換を求める時代を迎えているのである。

調査・研究にあたっては、上述した社会・経済の背景を踏まえる中で、政府が進める「働き
方改革」の本質や問題、職場での労働安全衛生の現状と課題、勤労者の疾病状況と勤労者医療
の充実度、職場復帰への医療体制の現状と課題、メンタルヘルス不調対策等々について、歴史
的経過や将来のあるべき姿も含め考察することとする。

本調査・研究は、全体テーマを「勤労者の健康と医療」としながらも、下記の内容により二
年度にわたりまとめることとしている。

調査・研究の報告としては、
　　１ 、2017年度≪Ⅰ≫は、「健康と安全の確保」を中心テーマとし、労働安全衛生法に係

わる現状と「働き方改革」の問題と対応に視点を置きまとめる。

　　２ 、2018年度≪Ⅱ≫は、「労働による健康障害への対応」を中心テーマとし、労働者医
療の体制と課題、労働者の職場復帰への問題と対応に視点を置きまとめる。

以上の内容で単年度ごとにまとめ、報告を行うこととする。
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はじめに

勤労者の健康をकるための対策、すなわͪ

産業保健においては、ݹくはいわゆる職業病

の予防や不衛生でඇ健康的な労働環境のੋ正

が主体であったものから、過労死や生活習慣

病対策、メンタルヘルス対策へと大きくয点

が変化してきた。それに伴い、わが国の産業

保健対策も法制度の整උが進み、ண実に成果

を上げてきた。近年では長時間の時間֎労働

が要因となった自殺例の報ಓがあいつ͗、安

ഒ内ֳがすすめている働き方改革においても

長時間労働の改善に重点が置かれており、時

間֎労働の制ݶが労働基準法改正のဲ上にొ

る予定となっている。しかし、ਅに勤労者の

健康をकるためには、国が制度を整උして事

業者がܗを整えるだけではなく、事業者には

そこにࠢをೖれるための意識改革が必要であ

り、労働者も自らの問題としてਅにऔり組

Ή必要がある。また整උされた制度の対象か

らこぼれམͪる労働者に対して、どのように

対ॲすべきか、という課題も残る。

本ߘدでは、産業保健の目的に立ͪ返り、

産業保健の歴史を踏まえ、新潟県自治研究セ

ンターが県内労働組合を対象に行ったΞン

έート調査の݁果もࢀ考にしつつ、わが国に

おける産業保健関連法制度をめぐる現状と課

題についてࡶ感を述べたい。

１．産業保健の目的

国際労働ػ関（*-0）およびੈ界保健ػ関

（8)0）では、産業保健の目的を図１のよ

うにද現している。なお図の（　　）内の記

述はච者による。「業務上疾病」とは職業上

の業務によって引き起こされる疾病のことで

あり、一ൠ的には「職業病」とݺばれるもの

とಉ義である。また「作業環境管理」「作業

管理」「健康管理」とは、労働衛生のࡾ管理

とݺばれ（図２）、職場に勤務する労働者の

労務管理において、業務上疾病の予防等の

観点から特に重要視されている。すなわͪ、

勤労者の健康・医療をΊ͙る現ঢ়と՝
ʕ�Θ͕ࠃの๏ମܥにۀ࢈ͮ͘جอ健のΈを;·えͯ�ʕ

新潟県立大学　人間生活学෦健康ӫ養学Պ
त　田　ᬑ　　ਔ　ڭ
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*-0�8)0による産業保健の目的とは、働く

場の環境をదにし（作業環境管理）、働き

方にもを加える（作業管理）ことで業務

上疾病等を予防し、労働者の健康状態に応じ

て労働者をద正置（健康管理）することで

労働者の健康状態のѱ化を防ࢭすることを

もって、労働者の健康を࠷高度に維持・増進

さͤようとするものである。このように産業

保健は、労働者にとっては自らの健康を維

持・増進さͤるために、事業者にとっては労

働者の労働能力を維持するために重要な意ຯ

を持ͪ、྆者のར益にかなうものである。

産業保健の発展に伴い、特に先進ॾ国にお

いては職業業務が直接のݪ因となる業務上疾

病は大きく減少した。その一方で、必ずしも

労働がݪ因とはいえないが、その発症・進展

に少なからず関わりを持つ疾病の存ࡏがೝ識

されるようになった。これが8)0によって

1�76年に定義された「作業関連疾患」であり

（図̏）、8)0は代ද的な作業関連疾患と

して図̐にࣔした̑疾患܈をあげている。余

ஊながら「疾病」と「疾患」は一ൠ用ޠであ

る「病ؾ」をදす医学用ޠであり、特に۠別

ͤず用いられることも多いが、「疾病」は

個々の病ؾのことをイメーδさͤるのに対し

て、「疾患」はಉじような特を持つ病ؾの

グルーϓ（疾患܈）の存ࡏも定して用いる

ことが多い。図̐のいずれも職業の有ແにか

かわらず見られる疾患でᶄʙᶆは生活習慣病

とも位置づけられるが、ᶃʙᶅは職業上のス

トレス、ᶆは職場のۭؾ環境、ᶇは作業の姿

等が関与するՄ能性がある。なお業務作業

中のΪッΫリࠊのように໌確に作業がݪ因の

場合には災害性ࠊ௧と位置づけ、࠲業従事者

等に多い作業関連疾患としてのࠊ௧とは۠別

される。作業関連疾患にはその発症にどのఔ

度職業が関与するのか判断がしく（図̑）、

労働災害（労災）補償関係の訴訟等ではٞ

の的となる場合が多い。いずれにͤよ、その

ような作業との関連の有ແ・ఔ度に関わらず

労働者の健康が維持されることは労働者・事

業者のみならず国ຽ全体のར益にかなうも

のであり、8)0は「労働の場におけるヘル

ス・ϓロϞーシϣンઐ委һ会報告（1�88

年）」において、作業関連疾患や一ൠ疾患の

�����������
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図3．勤労と疾病（疾患）の関係による疾病の分類

図4．代表的な作業関連疾患群

図5．疾病（疾患）に対する職業要因の関与の大きさ
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予防を見ਾえた職場でのऔ組も重要であると

指ఠした（図̒）。

２．産業保健の歴史

特有の職業への従事に基づく健康障害につ

いてはݹくから記が残っている。༸にお

いてはݩلલ370年頃にώϙΫϥテスがۚଐ

精࿉従事者のԖᙤ௧を記し、ݩلલ１ੈل

頃のローマ時代においてはԖ職人のԖ中毒が

記されている。わが国においてはಸྑ時

代に౦大ࣉ大のۚメッΩ作業によるਫۜ

中毒が発生した記がある。Պ学จとし

ては、16ੈلにドイπの&MMFOCPHがۚଐৠؾ

（フϡーム）の有害性、スイスの࿉ۚज़ࢣ

1BSBDFMTVTが߭ࢁ労働者における߭肺病等

の߭ࢁ病について報告し、17ੈلલには໌

のጯが産業ٕज़書の「ఱ։物」におい

て産業関連のώૉ中毒やܽࢎについて記述し

ている。我が国では17ੈل後に益ాݰᚠが

୮をۚࢵに（Ԏ毒）ؾの病ࢣのۚઠࢁۚࠤ

ༀしたとの記がある。

以上のように、主にۚଐ加ٕज़者や߭ࢁ

ٕज़者における健康障害についてࢄ発的な記

は残るが、いわゆる職業病について初めて

体系的にまとめたのは産業医学のといわ

れるイタリΞの3BNB[[JOJであり、1700年に

「職人の病ؾ」を刊行して�4छྨの職業病を

列記した。その病因として「作業」および

「作業環境」をあげたが、この考え方は現ࡏ

まで続いている。

労働者の健康維持に対して政府等が制度と

してऔり組Ή近代的な産業保健は、18ੈل終

わり頃のイΪリスにをする。当時、イΪリ

スではԎಥ除に子どもが使されていた。

いԎಥのۭ間内でഗをམとすためには身体ڱ

のখさい子どもが合であったからであ

る。ӳ国の1FSDJWBM 1PUUは༮খظࣇからԎಥ

除に関わっているԎಥ除人にӄ೯がんが

多発することを177�年に報告した。いわゆる

職業がんの発見である。これに対応し、178�

年にはӳ国で「Ԏಥ除とそのెఋの改ྑऔ

క法」が制定され、̔ࡀ以下のԎಥ除人ె

ఋをࢭېした。次いで社会問題となったのは、

産業革໋下でٸに֦大した場労働者の労

働問題である。1800年頃には3PCFSU 0XFOが

場主として۰改善にりग़すだけではな

く、その後の労働組合活動にも影響する様々

な活動を行った。一方、政府ଆの制度として

は年少者の労働時間を１日12時間に制ݶする

が1802年に制定され、「場法」初の࠷

する「ࢭېಐ労働をࣇ以下のࡀ場での̕

場法」が181�年に制定された。1833年に

は新たな「場法」が制定され、全ての場

において̕ࡀ以下ࣇಐ労働のࢭېと未成年労

働の制ݶを定め、場への立ͪೖりݕ査権を

もつ場ಜの໋等が規定された。場

法はその後の改正によってࣇಐ労働や්人労

働の制ݶが強化され、18��年には現ࡏの産業

医につながる医学ಜのઃ置が定められた。

環境衛生、安全、労働者の補、ؾ場内の換

償に関する法規もこの頃までに制定され、ま

た߭ࢁ労働者を保ޢする「߭ࢁ・法」も
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���������������������
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図6．作業関連疾患や一般疾患の予防も
見据えた取り組みへ
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1842年に制定されるなど、現ࡏの産業保健制

度の֨ࠎは΄ぼ1�ੈلのイΪリスでܗ作られ

たと考えてྑい。労働問題への国際的なऔり

組みの重要性はૣくから3PCFSU 0XFOが主ு

していたが、産業革໋の国際的ながりに伴

い1�ੈل終൫にはԤถ各国の政府にもその重

要性がೝ識されるようになった。ୈ一次大ઓ

後にはロシΞ革໋の影響で革໋的ؾ運がま

ることへの危ዧが、ύリߨ会ٞでక݁され

た1�1�年のϰΣルサイϢにおいて、国際

労働ػ関（*-0）のઃ置につながったとされ

る。

໌治維新後のわが国においても໌治̔

（187�）年には「人死ইख当規則」に

よって公ই補償制度がまず規定され、໌治38

（1�0�）年には߭業業務の察を規定した

「߭業法」が、໌治44（1�11）年には、場

の労働件の改善や්ঁ子の保ޢ、ਂ業務

のഇࢭ、業務上負ই疾病ැॿ、医ࢣの衛生

ಜなどを規定する「場法」が制定された。

の労働基準法、労働災害補償保ࡏ場法は現

険法（労災保険法）、労働安全衛生法などに

もつながるものであり、その制定は日本の労

働法制史上࠷重要なग़来事に位置づけられる。

ୈ二次大ઓ後の日本では連合国࠷高ྩ࢘

૯ྩ࢘෦（()2）の影響下で国内体制の大

改革が行われ、労働法制においてもত22

（1�47）年には「労働基準法」、「労災保険

法」が制定されて労働件や労災補償制度が

大きく改善されることとなった。職場におけ

る労働者の安全と健康の確保については労働

基準法に基づいて労働安全衛生規則が定めら

れていたが、ত47（1�72）年には労働基準

法からಠ立して「労働安全衛生法」が制定さ

れ、現ࡏの労働法制の֨ࠎができた。直後か

ら労災による死者数が大きく減少、続いて

業̐日以上の負ই者を含Ή死ই者数も減少ٳ

し（図̓）、業務上疾病者数もٸに減少す

るに至った（図̔）。

一方、わが国におけるઓ後の衛生状態や医

療環境の改善は国ຽの長ण化につながり（図

̕）、産業の場においても中高齢労働者が増

加してきた。日本人の死ݪ因も脳血管疾
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図7．労働災害による死傷者数の推移（休業4日以上）
厚生労働省：「労働災害発生状況」より作図
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図8．業務上疾病者数の推移（休業4日以上）
厚生労働省：「業務上疾病発生状況等調査」より作図

図9. 平均寿命の推移
厚生労働省：「簡易生命表」「完全生命表」より作図
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患、ѱ性新生物（がん）、心疾患など、加齢

に伴って発症者が増加する疾患܈、いわゆる

成人病が上位をめるようになるなど（図

10）、わが国の疾病構造も大きく変化し、高

度成長ظもظとなるত�0年代には過労に

よる脳血管疾患・心疾患の発症やಥ然死（過

労死等）が社会的問題になるようになった。

労働安全衛生法においても当初より「事業者

は、労働者の健康の保持増進を図るため、体

ҭ活動、レΫリΤーシϣンそのଞの活動につ

いてのศٓを供与する等必要なા置をߨず

るように努めなければならない（چ・ୈ70

）」との健康保持増進ા置に関する努力義

務規定がઃけられている。このような背景を

もとに、中高齢労働者の体力下に伴う事ނ

の防ࢭや成人病の予防を主な目的として、事

業場における積極的な健康づくりにも目が向

けられるようになった。ত�4（1�7�）年に

は中高齢者を対象とした事業場における健康

づくり運動が「シルバー

ヘルスϓϥン」（4)1）

として࢝まったが（図

11）、8)0より「労働

の場におけるヘルス・ϓ

ロϞーシϣンઐ委һ会

報告（1�88年）」が報告

されたのとظを一にして

ত63年（1�88年）に労

働安全衛生法が改正され、

厚生労働大ਉは労働者の

健康の保持増進のための

指を公දすることが規

定された（ୈ70の２）。

これに基づいて「事業場

における労働者の健康保

持増進のための指」（5)1指）が公ද

され、その指に基づいて事業場が行う健康

づくりのऔり組みが「トータル・ヘルス・

ϓロϞーシϣン・ϓϥン」（5)1）である。

4)1は中高齢者を対象としていたのに対して、

5)1では事業者は全労働者を対象として産

業医等による健康ଌ定と健康づくりに関する

全ൠ的な指ಋを行い、必要に応じて運動指ಋ、

保健指ಋ、メンタルヘルスέΞ、ӫ養指ಋを

�������������

�����������SHP�S54�S63�
��
	���
������
����� �

�����������������
�THP�S63��
���	���
��������� �
����������

�����������������
������������������

図10. 死亡者の原因別内訳の推移
厚生労働省：「人口動態統計」より作図

図11．SHPからTHPへ
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行う（図12）。しかしত63年の改正におい

ても事業場における健康保持増進ા置は努力

義務のままであったことから（現・ୈ70）、

事業場における5)1のऔ組がくී及して

いるとは言いいようである。

ত63年の安全衛生法改正により、労働者

の健康保持増進に関連して加えて特චすべき

事は、事業場における健康ڭҭ等に関する

จが加わったことである（ୈ6�　事業者は、

労働者に対する健康ڭҭ及び健康૬ஊそのଞ

労働者の健康の保持増進を図るため必要なા

置を継続的かつܭը的にߨずるように努めな

ければならない）。これにより、健康に課題

のある労働者に対し、業務上疾病以֎の一ൠ

的な疾病等についても、健康断の݁果等に

基づいて健康ڭҭや医療ػ関ड指

ಋなどを行う法的なࠜڌが定まった。

しかしやはり努力義務規定であるこ

とから、そのऔり組みには事業場に

よって大きくԹ度ࠩがあるのは൱め

ない。一方、ত63年の改正によっ

て、後述する事業場の安全衛生管理

体制が確立したことは、労働者の健

康を維持・増進さͤるऔり組みをす

すめる上で重要な意ຯを持つものと

なった。

健康課題を持つ労働者に対する事業場での

健康ڭҭ等が努力義務となっていることから、

労働安全衛生法の組の中では、健康に課題

があっても健康ڭҭ等をडけることがない労

働者が多く残されることとなった。これをΧ

バーすることとなったのが、ฏ成20年から࢝

まった特定健康査・特定保健指ಋ（特定健

等）である。特定健等は、日本の人口の

高齢化に伴う医療費のٸな増加を制する

ことを主な目的として、高齢者の医療の確保

に関する法律（ฏ成20年、人保健法から改

শ・施行）に基づいて医療保険者が行う事業

である。国ຽ皆保険制度のもと職場の労働者

は全һが医療保険に加ೖしていることから、

労働者は事業者が行う定ظ健康断と医療保

険者が行う特定健康査（以下、྆者をซͤ

て、健という）の྆者の対象となり、事業

者が健康ڭҭ等を行わなくても全労働者に対

して医療ػ関डקを含Ή保健指ಋを行い

ಘる法制度上の体制が整ったことになる。健

はݪ則として事業者と保険者がڞಉで実施

するが、健や保健指ಋの実施主体が二重に

なったことによる課題も生じており、これに

ついては後述する。
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図12. 事業場におけるTHP活動の流れ

図13．自殺者数の年次推移（警察庁調べ）
厚生労働・警察庁「平成28年中における自殺の状況」より転載 
出典：http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H28/H28_jisatunojoukyou_01.pdf
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わが国における近年の労働者の医療・健康

課題にとって特記すべき事はメンタルヘルス

問題のࡏݦ化である。バブル崩壊に伴うฏ成

一ܻ年代の景ؾ後ୀのなか、ฏ成̕年までは

２ສ人ʙ２ສ̑ઍ人強の間で推移していた自

殺者数が、ฏ成10年には̏ສ人以上にٸ増し

た（図13）。その要因についてはॾઆあるが、

厚生労働省の研究൝（ฏ成16年 自殺の実態

に基づく予防対策の推進に関する研究、分担

研究ɿౡ正「自殺増加の社会的要因につい

てのݕ౼」）では、ฏ成10年がマイφス成長

となった年であること、全ࣦ業が̐�を

えたこと、職業を持つ中高年உ性の自殺者

の増加が大きなׂ合をめていたことなどか

ら、景ؾ後ୀہ໘の中での経済的要因やݫし

い勤務環境が影響したと推察している。これ

らは確かに自殺企図のݪ因になりಘるが、自

殺企図者が実際に自殺に踏みる背景にはう

つ病を中心としたメンタルヘルス問題がӅれ

ている場合も多いと考えられており、メンタ

ルヘルス対策の充実が国をڍげての大きな課

題となった。産業保健分野においても厚生労

働省がฏ成18年に「労働者の心の健康の保持

増進のための指」（メンタルヘルス指）

を策定し、事業場においてメンタルヘルスέ

Ξのऔり組みが重点的に進められることと

なった。これらの対策が成果をڍげたのか、

景ؾや雇用状況の改善とも૬まって、ฏ成22

年以降自殺者数は減少し、ฏ成27年にはฏ成

̕年以લのレϕルまで復してなお減少を続け

ている。職場でのメンタルヘルス対策をさら

に充実さͤるため、労働安全衛生法の改正に

より、ฏ成27年12݄から労働者�0人以上の事

業場ではストレスνΣッΫの実施と事後ા置

が義務化され、現ࡏに至る。

３ ．産業保健制度の概要および衛生管理

体制の現状と課題

（１）産業保健を取り巻く法制度の枠組

わが国の産業保健関連分野は、大きく分け

て労働安全衛生、作業関連疾患・一ൠ疾患の

予防と対策、労働者の権རの保ޢ、労働災害

補償のڅに分けることができ、それぞれ主

に対象とする法律がある（図14）。労働安全

衛生は労働災害の予防対策であり、先に図２

でࣔした労働衛生のࡾ管理や労働衛生ڭҭが

事業者の義務と規定されている。

産業関連疾患・一ൠ疾患の予防と対策では、

労働安全衛生法において労働者の健康の保持

増進として位置づけられ、5)1や健康ڭҭ

が事業者の努力義務として規定されている΄

か、メンタルヘルス対策のうͪ、લ述のよう

にストレスνΣッΫの実施と事後ા置は労働

者�0人以上の事業場では義務化された。また

高齢者の医療の確保に関する法律では、特に

ංຬ関連の健康問題への対策に重点が置かれ、

メタϘリッΫ・シンドロームおよびその予උ

を特定するための特定健審査（特定健܈

）および健後の事後指ಋが医療保険者に

よって行われる。
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労働者の権རの保ޢとしては、労働時間、

年少者の雇用制ݶ、産්の就業制ݶ等の労

働件等や、労災に対する補償義務などを規

定し、労災保険法では事業者の労災補償義務

を担保するために事業者が保険に加ೖするこ

とを義務とし、労災をೝ定された労働者が保

険からڅがडけられるしくみを労災保険と

して定めている。

（２）事業場の労働安全衛生管理体制

事業場の労働安全衛生管理体制の֓要を図

1�にࣔした。このうͪ、産業保健に関わる

Ωーύーソンは衛生管理者と産業医であり、

労働者との調整を含Ή衛生管理に関する審ٞ

組৫が衛生委һ会である。いずれも労働者が

�0人以上の事業場にબ・ઃ置義務がある。

各々のׂ等の֓要は図16ʙ18に記した。特

記すべきことは、衛生委һ会では委һ長以֎

の委һの数以上は労働組合等からの推નに

よる労働者の代දがબされること、および、

会ٞの度、そのٞ事֓要が、ࣔܝ、จ書、

または、ి࣓的方法によって労働者にपさ

ͤることが定められていることである。すな

わͪ労働組合等も事業場の衛生管理体制には

自らの問題としてと関心を持たなければ

ならないということである。なお労働者10人

以上�0人未ຬの事業場では衛生管理者の代わ

りに安全衛生推進者または衛生推進者がબ

され、労働者�0人未ຬの事業場では産業医を

બする代わりにҬ産業保健センター（௨

শ、さんΆセンター）がར用できる。

今ճのΞンέート調査では労働組合を対象

として各事業場での安全衛生管理体制につい

て調査している。そのू݁ܭ果の要点をද１

ʙ̏にࣔした。なおこの݁果は事業場での労

働安全衛生管理体制に関する労働組合におけ

るೝ度をࣔしているものであり、事業場の
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図15．労働安全衛生法に基づく事業場の労働安全衛生管理体制

図16. 衛生管理者の職務

図17．産業医の職務

図18．衛生委員会の概要
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実態そのものをදしているものではないこと

にཹ意する必要がある。

安全衛生担当者のબ状況では、衛生管理

者は、そのબ義務がある労働者�0人以上の

事業場であっても「બあり」とճされた

のは78�にとどまる（ද１）。૯ׅ安全衛生

管理者がબされている事業場では衛生管理

者もબされているものとしてूܭに加えて

も84�と、産業医のબೝ状況（労働者�0

人以上事業場の���）よりい。衛生管理者

は少なくとも１໊は事業場にબされ、かつ、

ຖि職場८視をしているはずであり、産業医

より労働者には身近な存ࡏである。にもかか

わらずೝ度がいのは、実際にબ状況が

ѱいのか、事業場でのप努力にܽけるのか、

あるいは、労働者に関心がないことのදれな

のかもしれない。

衛生委һ会についてもಉ様の課題がೝめら

れる（ද２）。すなわͪ、ઃ置義務がある

労働者�0人以上の事業場のうͪ、̕�が「な

し」とճし、ແճを含めると14�に及Ϳ。

また衛生委һ会はຖ݄１ճ以上の会ٞが必要

とされているが、衛生委һ会「あり」とճ

された事業場においても、22�1�では年間։

、数が12ճ未ຬであった。ൺֱ対象として࠵

安全委һ会をઃ置する必要がある業छの事業

場における、安全委һ会のઃ置・։࠵状況を

に含めた業छのうͪܭू。した（ද̏）ܭू

全ての事業場でઃ置が必要となるのは労働者

数100人以上の事業場であり、�0ʙ��人の事
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業場にはઃ置が必要ではない場合も含まれて

いるにも関わらず、�0人以上の事業場でのઃ

置ೝ度が�1�4�と高かった。またຖ݄１ճ

以上։࠵が必要なのは衛生委һ会ಉ様だが、

։࠵ճ数12ճ未ຬであったのは8�6�と、衛生

委һ会の場合の分以下である。安全委һ会

必要業छでは安全対策が日々の業務の中で意

識されているのに対して、衛生対策は目に見

えづらく、安全対策よりも労働者にとって自

らの問題としてଊえにくいのかもしれない。

なお「安全衛生委һ会の位置づけ」につい

て、ද２のᶃʙᶆは労働安全衛生法による衛

生委һ会のٞ事߲に含まれるが（図1�）、

衛生委һ会ありの事業場の労働組合において

も正しくೝ識されているとは言いいようで

ある。特にᶄ審ٞ調整ػ

能については労働者�0人

以上の事業場においても

�0�にຬたなく、ᶅ労働

者ௌऔも数にとどま

る。衛生委һ会は労働組

合等の代දがࢀ加して事

業者ଆと直接意見をަ換

できるو重な場であるこ

とにؑみ、衛生委һ会を

より活用できるよう、労

働者ଆもೝ識を改める必要があるとࢥわれる。

なおද２のᶇᶈは衛生委һ会の意見具申や産

業医のק告をडけて事業者が行うべきものだ

が、そこには事業者ଆと労働者ଆの協ٞに

よってಘられる衛生委һ会の判断が大きな影

響力を持つことをೝ識する必要がある。

４．労働者の健康課題の現状と課題

ฏ成28年の業務上疾病者の内༁では災害性

௧以֎を加えると、負ࠊ、多であり࠷௧がࠊ

ইに起因する疾病が̐分の̏以上をめる

（図20）。ত63年とൺֱすると発生૯数は

�000人減少しているが、負ইに起因する

疾病のׂ合は΄ぼಉじである。負ই以֎では

じん肺及び合ซ症が数・ׂ合ともに大きく減

少しているのが目立つが、これは安全衛生対

策のޮ果の΄か、産業構造の変化も影響した

ものとࢥわれる。なお、ত63年にはूܭさ

れていない「過重な業務による脳血管疾患・

心ଁ疾患等」「強い心理的負ՙを伴う業務に

よる精神障害」がฏ成28年にはूܭされてい

る。これは脳血管疾患・心ଁ疾患等について

はฏ成13年に、精神障害についてはฏ成23年

に、それぞれの労災ೝ定基準が作成されたこ
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図19．衛生委員会の付議事項（労働安全衛生法第22条）

図20．業務上疾病者数の内訳（休業4日以上）
厚生労働省：「業務上疾病発生状況等調査」より作図
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とによる。なお、図20ではฏ成28年の各発生

数は6�件および41件だが、これは図21および

22でࣔした労災ೝ定件数よりかなり少ない。

この不一கは、図20の「業務上疾病発生状況

等調査」は事業者から各年中に報告された発

生件数をもとにूܭしているのに対して、図

21、22では、各年の労災ೝ定件数をもとにू

していることによる。労災ೝ定では労働者ܭ

個人からの労災申請によるೝ定数も含まれる

が、申請からೝ定までには時間がかるため事

業者による報告時には業務上疾病としてೝ定

されていない場合が多い。このような事例が

事業者からの報告には含まれないことが、労

災ೝ定数より૬当少なくなっている主な理༝

である。図̓の労働災害による死ই者数の基

となっている「労働災害発生状況」について

もಉ様の事情があることから、「労働災害発

生状況」や「業務上疾病発生状況等調査」に

基づく労災発生件数や業務上疾病者数は労災

ೝ定件数にൺべて過খධ価になっていること

に注意が必要である。

余ஊではあるが、脳血管疾患・心ଁ疾患等

の労災ೝ定基準作成のࠜ１ڌ）には、ච者が

研究・ࣥචに関わったจ̏編２�̐）も用いら

れている。当時、過重労働者におけるٸ死が、

いわゆる「過労死」として社会問題となって

おり、そのݪ因疾患として脳血管疾患・心ଁ

疾患が重要視されたことをडけて労災ೝ定基

準が作成された。ೝ定基準の໌確化をडけて

ฏ成14年には労災ೝ定数がٸ増したが、ೝ定

件数や死件数はฏ成1�ʙ20年以降、ঃ々に

減少している（図21）。これには過重労働対

策の一環として行われてきた長時間労働のੋ

正や長時間労働者に対する໘接の実施が一෦

与したՄ能性がある。図23のとおり就業時د

間がि60時間以上の従業者のׂ合はண実に減

少しており、ฏ成32年の目ඪ値である̑�を

ୡ成しつつある。なおि60時間以上の労働は、

ि40時間以上の労働を時間֎労働として݄換

すると、いわゆる過労死ϥインとされる時ࢉ

間֎労働݄80時間以上に૬当する。

一方、精神疾患の労災ೝ定数は長時間労働

者の減少にも関わらず減少していない（図

22）。これはฏ成23年にೝ定基準が定められ

てから24年にೝ定件数が増加したこと、職業
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図21．脳血管疾患・心臓疾患の労災補償状況
厚生労働省：「過労死等の労災補償状況」より作図

図22．精神疾患の労災補償状況
厚生労働省：「過労死等の労災補償状況」より作図

図23. 雇用者のうち週間就業時間が60時間以上の
　　  従業者の割合 総務省：「労働力調査」より作図
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上のストレスと精神障害の関連について社会

的なೝがまり、特にうつ病などについて

はあり;れた障害であることがくೝされ

るようになった݁果、精神障害であることを

公にすることに対する心理的バリΞがく

なったこと、その݁果として労災の請求件数

が増加を続けていることがあげられる。

なお自殺も精神障害の労災ೝ定対象となっ

ている。ද̐はܯ察省調べによる自殺のݪ因

別内༁である。自殺૯ܭでは勤務問題はୈ̑

位だが、ඃ雇用人・勤め人ではୈ２位に位置

しており、勤労者では特に職業上の要因が自

殺ݪ因として重要であることをࣔしている。

自殺者૯数の減少に伴って勤務問題による自

殺者数も減少しているが（図24）、ඃ雇用

人・勤め人自殺者にめる勤務問題ׂ合は

2��とԣばいであり、職場でのऔり組みが૬

変わらず重要であることをࣔしている。メン

タルヘルス対策にऔり組んでいる事業場のׂ

合はฏ成14年以後ٸ増してฏ成2�年には̒

ׂにୡしたが、強い不安、み、ストレスが

ある労働者のׂ合は減少傾向を見ͤていない

（図2�）。厚生労働省の࠷新の調査݁果では、

労働者の強い不安、み、ストレスの内容で
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図24．被雇用人・勤め人の自殺者数年次推移
警察庁統計資料より作図

図25．メンタルヘルス対策とストレスの状況
厚生労働省：「労働安全衛生に関する調査」より作図

図26．強い不安、悩み、ストレスの内容（1人3つまで）
厚生労働省：「労働安全衛生に関する調査」より作図
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は「仕事の質・ྔ」が࠷も多く、「仕事のࣦ

ഊ、の発生等」が次いで多い（図26）。

このような労働者のストレス等を減らすのに

はݶ界があり、ストレス等があることをલ提

として、ストレス等がメンタル不調に至った

のஈ֊で、職場においてサϙートする体ظૣ

制をいかに構築するか考える必要がありそう

である。なおメンタルヘルス対策にऔり組ん

でいる事業場のׂ合自体もฏ成2�年以降৳び

んでいることも課題である。ฏ成18年に公

ࣔされた「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指」では、事業場が心の健康づくりܭ

ըを作成し、セルフέΞ、ϥインによるέΞ、

事業場内産業保健スタッフ等によるέΞ、事

業場֎資ݯによるέΞの̐つのέΞによるメ

ンタルヘルス対策にऔり組Ήことを求めてい

る（図27）。このメンタルヘルス対策も衛生

委һ会の調査審ٞ事߲であり、衛生委һ会の

重要性をここでもೝ識する必要がある。なお

ฏ成27年に改正された指では、メンタル不

調発生後の対応（二次予防、ࡾ次予防）につ

いて加චされており、労働者にストレス等が

あることをલ提としたऔり組みの必要性を従

来以上に強調したものとなっている。新たに

労働者�0人以上の事業場で義務化さ

れたストレスνΣッΫやその事後ા

置がޮ果をڍげることもظされて

いる。

以上のように国では長時間労働の

ੋ正や職場でのメンタルヘルス対策

にऔり組んできた一方で、労働者に

過ࠅな労働を強いる「ブϥッΫ企

業」の問題や、過重労働に伴うメン

タル不調がݪ因とされる自殺の報ಓ

が૬次͗、社会的な問題となってい

る。先に図23でࣔしたとおり、長時間労働従

業者のׂ合は減少してきているものの、労使

の合意があれば過ࠅな長時間労働もՄ能とす

る法的組みが残っていることが、そのࠜݯ

的な問題として考えられている。そこでฏ成

2�年݄̏には経団連と連合との間で時間֎労

働の上ݶ規制等に関する労使合意をಘるに至

り、厚生労働省の労働政策審ٞ会では、時間

֎労働の上ݶ規制をݪ則「݄4�時間、年360

時間」（ٳ日労働分は含まない）とし、一時

的なൟظの上ݶを、ٳ日労働を含み単݄で

100時間未ຬとすることを基本とする労働基

準法の改正がٞݐされた（図28）。政府は今

年一݄からの௨ৗ国会で、この労働基準法改
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図27．労働者の心の健康の保持増進のための指針による４つのケア
（平成18年公示、平成27年改正）

厚生労働省・独立行政法人労働者健康福祉機構編： 
「職場における心の健康づくり～労働者の心の健康の保持増進のための指針～」より転載

出典：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153869.html
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正も含Ή「働き方改革関連法Ҋ」を提ग़する

とされている。しかしこの法Ҋには、高ऩೖ

のઐ職を労働時間規制対象から֎すいわゆ

る「高度ϓロフΣッシϣφル制度」なども含

まれており、これについてはࢍ൱྆がある

ことから、成り行きを見कりたい。

５ ．勤労者の医療・健康をめぐる課題に

ついての雑感

（１） 健診は勤労者の健康改善や早期医療に

有効に機能しているか？

勤労者の健は、طに述べたように、労働

安全衛生法に基づく健康断と、高齢者の医

療の確保に関する法律に基づく特定健康査

との二重構造、学ڭߍ職һについては学ߍ安

全保健法に基づく健康断とのࡾ重構造に

なっており、実施主体が事業者と医療保険者

に別れていることが事をෳࡶにしている。

事業者が実施する健康断のୈ一の目的は、

図２でࣔした労働衛生のࡾ管理のうͪの「健

康管理」である。多くの人がޡղしていると

われるが、ここでの健康管理の主な目的はࢥ

労働者の健康をྑに保つための保健指ಋに

݁びつけることではなく、労働者の健康状態

に応じた職務置を行う労務管理である。基

本的に全ての勤労者がडの対象となる一ൠ

定ظ健康断では過数のड者にԿらかの

ॴ見が指ఠされるが（図2�）。これらの有ॴ

見者に対する健康ڭҭ等は労働安全衛生法で

は努力義務になっているため、健݁果のจ

書による௨と؆単なίメントにとどってい

るところが多いのではないか。またडק

値となった場合にその݁果は労使方にえ

られるが、医療ػ関をडするかどうかは基

本的には労働者本人の判断になる。重度な健

康問題については産業医からडがקされ

ることはありಘるものの、事業者ଆが積極的

に医療डをקめるかどうかについては事業

場によってԹ度ࠩが大きい。ストレスνΣッ

Ϋの݁果については高度な個人情報になるた

め本人がಉ意しないか͗り事業者にえられ

ない仕組みとなっており、就業上のા置につ

いては本人が求めないݶり行われない（図

30）。

一方、特定健の݁果に基づく特定保健

指ಋ等の保健指ಋは医療保険者に務があ

る。勤労者の特定健は一ൠ定ظ健とڞಉ

で職場において行われるため、保健指ಋも職

場において勤務時間内に行えるのが望まし

い。しかしそのためには事業者にಉ意をಘる
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必要がある。大企業では企業単位で健康保険

組合がઃ置され、事業者と保険者が重なって

いるため職場における勤務時間内での保健指

ಋは行いやすい。ච者もएい頃、特定健が

まるより૬当લの時代に、企業の保険者࢝

が各の事業場で行う保健指ಋに携わった経

験がある。一方、中খ企業では保険者は全国

健康保健協会であり、事業者とは運Ӧ主体が

ҟなるため、保険者と事業者の連携がしい

場合がある。ච者はಉ協会新潟県ࢧ෦のސ問

医ࢣを務めている関係から、ಉ協会の保健担

当者から様々なみや課題をௌくػ会がある

が、事業者によっては職場での保健指ಋにಉ

意がಘられない場合も多いとฉく。実際、厚

生労働省がूܭしたඃ用者医療保険の強制ඃ

保険者（ʹඃ用者本人）の特定保健指ಋ実施

状況では、特定保健指ಋの対象者に対する終

ྃ者のׂ合が全国健康保健協会において࠷も

い（ද̑）。また強く医療ػ関डをקめ

たい労働者がいても、個人情報保ޢの観点か

ら、本人のಉ意がないݶり保険者が

事業者に対してडקを働きかけ

ることができないなどの事情もある

ようである。また、本人に強くड

を働きかけても、なかなか本人のड

には݁びつかない事例も多い。ス

トレスνΣッΫに至っては、そもそも本人の

にも݁ק望がなければ、保健指ಋやडر

びつかない。

健やストレスνΣッΫがड行動に݁び

つかない事例が、なͥ多くೝめられるのであ

ろう。以下推ଌだが、ೖӃや定ظ的なडで

仕事をٳΉ必要が生じるかもしれないことや、

就業上のા置に対する不安を感じている場合

に、దなड行動が્害されるのではない

だろうか。就業上のા置として、ऩೖが少な

い෦ॺや望まない職छへ置転換されること

は十分ありಘる。極な例ではあるが、視

֮障害を持つ大ڭһが事務職に置転換

されたことが訴訟によってແޮにされた事例

が報ಓされている（図31）。この事例では労

働者が障害者であったため障害者ࠩ別ղফ法

によって事業者による合理的な慮が義務づ

けられており、極な置転換が報ಓでとり

あげられたが、一ൠ疾患での置転換であっ

たらここまでදࠫଡにはならなかったՄ能性

がある。またドϥイバーなどが健康上の問題

や内ༀの副作用等を理༝として医ࢣから

運転業務をېじられた場合には職をࣦうՄ能

性もある。経済的な余༟がない事業場では健

康上の理༝でのղ雇もありಘないことではな

い。図32は法律でࢭېされているղ雇理༝で

ある。ここには健康上の理༝でのղ雇は業務

上のই病の場合以֎には含まれていない。た

とえ業務上のই病であっても、療養するظ間
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図31．無効とされた配置転換の事例
朝日新聞デジタル：2017年3月29日の記事より引用
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の後30日を過͗ればղ雇Մ能となる。ݹい

だが、医療ػ関に医ࢣとして勤めていた際に、

患者にೖӃをקめたが「ΫϏになるかもしれ

ないから」となかなかಉ意がಘられなかった

ことがある。ストレスνΣッΫ後の事後ા置

については医ࢣによる໘接指ಋの݁果を理༝

として労働者に対して不ར益なા置を行うこ

とはࢭېされているが、これを直接の理༝と

ͤずに不ར益なા置が行われる危ዧを労働者

はࣺてきれないかもしれない。健やストレ

スνΣッΫを勤労者のదな健康・医療行動

に݁びつけるためには、労働者がదな医療

をडけて健康状態のѱ化を防ぐことが事業者

にとってもメリットになることを事業者がೝ

識すること、および、健康上の理༝によって

安қに労働者に不རなા置をとらないという

態度を事業者が໌確にすることが、まず求め

られるのではないか。そのためには労働者の

代දが委һとなっている衛生委һ会のׂは

大きい。

（２） 産業保健の法制度体系から取り残され

る勤労者の問題

衛生委һ会のઃ置や産業医のબが必要と

なるのは労働者�0人以上の事業場である。す

なわͪ、労働者が�0人未ຬの中খ企業ではい

ずれもઃ置・બする義務を負わない。ま

た、たとえ大企業であっても、一事業場の労

働者数が�0人未ຬであれば、その事業場には

ઃ置・બしなくてྑい。労働者10人未ຬの

事業場では安全衛生推進者・衛生推進者さえ

もબする義務はない。例えばҿ৯産業の

νΣーンళなどは、法人としての規は大き

くても一ళฮの労働者数が少なければ衛生委

һ会も産業医も、場合によっては安全衛生推

進者も必要ないことになる。一時ظ、ਂӦ

業があるҿ৯ళνΣーンのブϥッΫͿりが

んに報ಓされたが、このような事情も背景に

あるՄ能性がある。σύート等のখ規テφ

ントళһなどもಉ様である。খ規事業場を

๊える大企業では、খ規事業場だからと

いって์っておくのではなく、ෳ数の事業場

をแׅする産業保健システムの構築が求めら

れるし、また、その構築を求めるような法制

度上の改革も必要とࢥわれる。それでもऔり

残されるのは労働者数が少ない中খ企業であ

り、そこに働く労働者の健康をޢり、必要な

医療が必要な時にडけられ、かつ、職も維持

されるようにするためにはどのような仕組み

が必要か、さらに考えていく必要がある。

（３） 高度専門職や医師の労働時間問題に関

する雑感

高度ઐ職や医ࢣの労働時間問題について

ҭ職にあるとڭࡏ感を述べたい。ච者は現ࡶ

ともに研究職にもある。その観点から、いわ

ゆる高度ϓロフΣッシϣφル制度については

容ೝする立場にあるかもしれない。そもそも

ච者の労働時間には૬当の自༝度がある。ڭ

һとしてのत業と、大学の職にあるものと
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図32. 法律で禁止されている解雇理由
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しての管理運Ӧ業務以֎に行っている活動に、

労働と労働以֎の۠別をつけることがඇৗに

しい。今現ࡏ行っている本ࣥච活動も、

Ҭݙߩが務に含まれる新潟県立大学のڭһ

としては、労働時間に含まれるのかもしれな

い。また本ࣥߘචのために行った識と情報

の整理は、本学で担当しているत業内容の充

実や本学衛生委һ会委һとしての職務に大き

く立つものとなった。少なくとも勤務時間

中に本ߘのようなߘݪをࣥචすることについ

ての制ݶはない。かといって、自で行って

いるࣥච時間が労働時間としてࢉೖされるこ

とはない。高度ϓロフΣッシϣφル制度が時

間֎労働の上ݶ規制等の例֎として成立しな

ければ、これらの時間について労働時間か൱

か໌確にする必要が生じるであろう。一方で、

高度ϓロフΣッシϣφル制度がいわゆる「残

業代θロ法Ҋ」とのඇをཋびていることに

ついても、ᰐける෦分があることは൱めない。

法制度をいかに整えても、それをѱ用するൈ

けಓは必ずどこかに存ࡏする。やはり法制度

にࠢをೖれるために求められるのは、ୈ一に

は事業者のྙ理であり、労働者としては衛生

委һ会の活用などによって自らの健康をޢれ

る職場を作り上げていくという意識ではない

だろうか。

医ࢣの労働時間問題についてはさらにෳ

は高度ϓロࢣな問題をはらんでいる。医ࡶ

フΣッシϣφル制度の対象には含まれず、図

28でࣔしたようにద用まで༛予ظ間はあるも

のの、時間֎労働の上ݶ規制等の対象職छに

含まれている。一方で、医ࢣ法ୈ1�は「

療に従事する医ࢣは、察治療の求めがあっ

た場合には、正当な事༝がなければ、これを

෦のࢢんではならない」と定めている。ڋ

大病Ӄならい͟しらず、医療ػ関が少ない

Ҭのখ規な中֩病Ӄにおいて、時間֎労働

の上ݶ過が療をڋΉ正当な理༝に含まれ

るとはࢥえない。災害等によるൟ状態にお

いてはなおさらである。そもそも医ࢣにおい

ても労働時間とそれ以֎の時間を໌確に۠別

するのはしい。療ٕज़を高めるための࿅

習やΧルテをར用した症例のݕ౼、療情報

をར用した研究活動などは、医ࢣが自らの能

力を高めるために行う「研ᮎ」であって労

働時間にはあてはまらないとの考え方がある。

新潟ࢢຽ病Ӄの研म医の自殺が労災とೝ定さ

れて年、ஸ度本ࣥߘච中に新潟日報で関連

した特ू記事がࡌܝされていた。12݄21日の

記事では「研ᮎ」がとりあげられており、医

として必ਢのものࢣଆからは自己研ᮎは医ࢣ

であって労働時間に組み込Ήのはなじまない

との主ࢫの意見が述べられていた。一方、研

म医のごҨ族の弁࢜ޢは、例えばखज़を指ࣔ

された場合にはखज़のલの࿅習やษ強も含め

て指ࣔされたと考えるのがଥ当であり、労働

にೝめないのはおかしいとίメントしている。

ฏ成2�（2017）年݄̐の日本医事新報には

医ࢣの働き方に関する調査݁果が一෦報告さ

れているが、研究や自己研ᮎなど療֎業

務を含めた労働時間は、ৗ勤勤務医のஉ性

27�7�、ঁ性17�3�がि60時間以上となってい

る̑）。ここには当直やӃ֎ػ（Φンίー

ル）の߆ଋ時間は含まれていない。一方、ಸ

ྑ県立ಸྑ病Ӄの産Պ医が提訴した当直業務

の時間֎ׂ増ۚを८るࡋ判において、ฏ成

2�（2013）年に࠷高ࡋは、当直中に分สや

療行ҝが少なからず行われていたことから

「当直も時間֎労働とೝめる」との一、二審

判決をࢧ持し、判例として確定した。すなわ
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ͪৗ態的に療行ҝが発生するような当直に

おいては、療に従事していないػ時間に

ついても時間֎労働に֘当することになった。

Φンίールについては「病Ӄの指ࣔではな

い」として時間֎勤務には含めないとされた

が、ٯに໌確に病Ӄの指ࣔがあった場合には

時間֎勤務に含ΉՄ能性が残ったことになる。

すなわͪこのような場合には当直と、場合に

よってはΦンίールも、時間֎労働の上ݶ規

制等に含まれることになる。ٸ患等へのػ

や対応によって過重な精神的・身体的負担が

当直・Φンίール医にかかってくるٸ性ظ病

Ӄに関していえばଥ当な判決であろう。一方、

多くの病Ӄでは間ٳ日勤務を労働基準法に

基づいて時間֎労働から除֎できる「॓日

直」の許Մを労働基準ہからಘているとࢥわ

れる。先の判例の病Ӄでもこの許Մをಘてい

たが、それがଥ当ではなかったということに

なった。今後、ಉ様に「॓日直」の許Մが見

直される病Ӄが生じた場合、勤務医の時間֎

労働の上ݶ過をճ避するためには医ࢣを増

やす必要が生じるՄ能性があるが、ただでさ

え方の医ࢣ不がਂࠁな中、医ࢣを確保で

きずに療にࢧ障を来す医療ػ関もग़てくる

Մ能性がある。医ࢣの働き方改革とҬ医療

の確保をఱടにかけ、どのようなղ決策を見

いだすことができるか、ݕ౼するために残さ

れた時間はい。

いずれにͤよ、高度ઐ職も医ࢣも、Ծに

労働時間がᐆດであることを自ら容ೝするの

であれば、自らの健康にも十分ؾをること

が務となることもೝ識すべきであり、事業

者ଆも֘当労働者の健康には一ൠの労働者以

上に目をる必要がある。

おわりに

今ճ行われたΞンέート調査をػܖとして、

産業保健をめぐる課題についてࡶ感を述べ

た。国は産業保健に関する制度の整උや改革

を進めてきており、ண実に成果をڍげてきた

ことはධ価すべきであろう。にもかかわらず

勤労者の健康問題について次々と新たな課題

がුかび上がるのはԿނであろう。ひとつに

は、ղ決すべき数多の課題のうͪ、社会的に

注目された１つの課題にղ決の目ॲが立つと、

ଞに残されている課題に目が向けられるとい

う、いわゆる生き残りޮ果のଆ໘はあるとࢥ

う。生き残っている課題が次々に見つかって

くるということは、勤労者の健康問題がղ決

されるには長いಓのりが残っているというこ

とであろう。そのなかで、事業者、労働者と

もに、産業保健に関する制度にࠢをೖれる努

力や意識改革が求められるとࢥう。労働者が

ΫϏをڪれて医者にかかれないなどというの

はもってのଞであり、事業者は健康問題を来

して医療が必要になった労働者の職も確保す

るのだという意ࢤを໌確にදして、労働者が

安心して医療ػ関をडできるようなงғؾ

をৢ成することが望まれる。一方労働者ଆも、

労働者の健康をޢる環境は国や事業者から与

えられるのをつのではなく、自らの問題と

してऔり組み作り上げていくものだという意

識を持つ必要がある。そのためには、衛生委

һ会など、労働者が関わることができるシス

テムがあることを十分にೝ識して活用する必

要がある。一方、産業保健の法制度上の組

みから֎れる中খ企業やখ規事業場の労働

者の健康をޢり、必要な医療をडけるػ会を

いかに保障していくのかについては、さらに

考えていく必要がある。
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࣮態調査の概要と目的

　　ˎ調査ظ間ɿ2017年݄̔̕日ʙ2�日

　　ˎ調査対象ɿ一ൠ社団法人 新潟県労働者ࢱ協ٞ会　加ໍ労働組合（事業ॴ）

　　ˎ 対象நग़ɿ 上記対象よりҬ、規、業छをצҊし182労働組合（事業ॴ）をநग़（༣ૹ

による依པ）

　　ˎճçç数ɿ12�労働組合（事業ॴ）

　　ˎճççɿ68�68ˋ

　「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査は、調査・研究のテーマである勤労者の健康

と医療についてそれぞれの職場の実態をѲすることを目的とし、実施したものである。

　その視点として、産業保健のڌりどころとなっている労働安全衛生法による制度の理ղや実施

実態を中心に行った。

　対象とした労働組合（事業ॴ）数は、決して多いとは言えないが、県内の人口に応じたҬ、

就労者数、業छを新潟県労働者ࢱ協ٞ会に加ໍする労働組合（事業ॴ）の中からநग़し、調査

要請を行った。

　調査要請のநग़にあたっては、就労者数について重視することとし、労働安全衛生法による具

体的な制度整උ（安全衛生管理組৫の基準など）のもととなっている、一事業ॴ100人以上を中

心にׂ̑、ಉ�0人以上100人未ຬをׂ̏、�0人未ຬを２ׂとした。

　対象とした事業ॴは、労働組合組৫が݁成され基本的には産業別単一労働組合（全国単産）に

加ໍし、一単産を除いては連合（日本労働組合૯連合会）に加ໍしている。

　業छとのかかわりもあることから、事業ॴநग़数の違いはあるが新潟県内にॴࡏする全ての単

産をཏしநग़を行った。

　நग़した単組（事業ॴ）は、公務・公ڞ関係では県・ࢢொଜ職場33事業ॴ、学ߍ職場が20ߍと

なった。ຽ間事業ॴからのճは�3事業ॴとなり、そのଞとして̔事業ॴからのճをいただい

た。

　調査依པ対象は、労働組合が݁成され就労者の大が組合һとして組৫されており、日ৗ的な

労働組合の活動があると考えられる事業ॴを基本的にબんでおり、中খや未組৫職場にൺべ労働

安全に対する意識やೝ識が高い職場であると考えられる。

　実態調査のूについては、全体ू及びʲ１ʳ職場・労働組合の基本情報をもとに、ᶃ運Ӧ

۠分、ᶄ業छ、ᶅ勤務状況、ᶆ職場の内֎勤の状況、ᶇ就労者数、ᶈ就労者のஉঁൺ、それぞ

れの۠分によるूを行った。

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪͷूͱੳ
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　また、報告จの資ྉとして、いくつかのΫロスूを行ったところである。

　実態調査のσータはかなりの内容・ྔとなるため、本報告書ではࡌܝ容ྔを考慮し、全体ू

の全ઃ問のճ状況と各۠分によるճのूൺֱのൈਮをհすることとした。

　なお、ଞのू及びଞのΫロスूܭ内容は、ి子σータとして保管・提供することとし、必要

に応じてΫロスूܭがՄ能な"--ロσータもి子σータとして提供をՄ能とした。

ใࠂॻにܝ載する࣮態調査（アンケʔト）のू内容

　　№１ɽ全体ू（グϥフ）ɿ事業ॴ数ʲ12�ʳ

　　№２ɽຽ間企業と公務・公ڞ職場のൺֱूɿ事業ॴ数ʲ�3ɿ64ʳ（ൈਮ）

　　№̏ɽ就労者数別のൺֱूɿ事業ॴ数ʲ2�ɿ28ɿ72ʳ（ൈਮ）

　　№̐ɽ業छ別のൺֱूɿ事業ॴ数ʲ12�ʳ（ൈਮ）

　　№̑ɽ内勤・֎勤者各80ˋ以上職場のൺֱूʲ81ɿ14ʳ（ൈਮ）

　　

　報告書では、上記のू内容について、それぞれのσータհのલจに数値をもと

にした分ੳの内容等をࡌܝすることとし、主ுや提言については各จの中で理ղを

ਂめていただきたい。

　

。後となりますが、本調査にご協力いただいた皆様に、感謝申し上げます࠷　
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調査の目的
ˎ 本調査は、県内企業	労働組合
における職場安全対策や働くことに起因する健康課題の状況等

についてΞンέート調査を行い、「勤労者医療と職場安全対策」の現状と課題をѲするとと
もに、ಘられた݁果を基に、勤労者の生活向上に資することを目的として、仕事と健康ŋ安全
に関する提言を行うためのものです。

調査概要
ˎ調査対象は、連合新潟に加ໍする主な労働組合です。
ˎΞンέート用ࢴの方法
　　˕連合新潟を௨して、新潟県自治研究センターから対象の各単産・単組への༣ૹ。
ˎ 皆様からいただきましたごճは、ू・分ੳを行い、実ޮ策等への提言を含め、「あしたへ 

ʕ医療のセーフティー・ネット ʰ勤労者医療の現実と将来へのステッϓʱに関する調査ŋ研究
報告書」（Ծশ）として、公දすることとしています（2018年2݄発刊予定）。

ˎごճについては、目的以֎での活用はいたしまͤん。
ˎ本調査・研究は、一ൠ社団法人 新潟県労働者ࢱ協ٞ会からの調査・研究ड託事業として、
　　公ӹࣾஂ法人 新ׁݝ自ڀݚ࣏ηンタʔ が実施するものです。　
ˎझࢫをご理ղいただき、Կଔご協力をお願い申し上げます。

調査ॻ類内容
ᶃ Ξンέート用ࢴ（全̑ϖーδ）
ᶄ ճ用෧（返ૹ用ɿख不要）
　　ˎ返ૹ用෧は、Ξンέートをಉ෧しごവください。

͝ճいたͩくに͋たり
１ɼ（ෳ数ճ）のඪ記のある質問以֎は、一つをબんでください。
２ɼご返ૹいただくもの・・・本Ξンέート用ࢴ　及び　ࢀ考となる資ྉ等です。
̏ɼご記ೖいただいた用ࢴ等は、
　　返ૹ用（ख不要）෧で �����݄��までにごവ・ご提ग़してください。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》

「県内企業（労働組合）における
　『勤労者医療と職場安全対策の現状』に関する調査」
　　　　　　　　　　　　　　へのご協力のお願い

Ұൠࣾஂ๏ਓɹ৽ׁݝ労働者ٞڠࢱձ
ެӹࣾஂ๏ਓɹ৽ׁڀݚ࣏ࣗݝηϯλʔ

調査についてのお問合ͤઌ　（問合ͤ時間：平日9：00～16：00）
　公益社団法人　新潟県自治研究センター
　　　新潟ࢢ中ԝ۠新ޫொ6−7　　ిɿ02��281�8060　　担当ɿຟ口・ࡈ౻・ฏ間
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ʬɹઃɹɹʭ

ʲ̍ʳ৬ɾ࿑ಇ߹のجຊ報

１）୯産・労働組合໊
　　　単産໊ɿ　　　　　　　　　　　　　　労働組合໊ɿ　　　　　　　　　　　　

２）業छ・勤務状況なͲ
　　21）ӡӦ۠分
　　　˘ᶃຽ間企業　　　˘ᶄ公務・公ڞ団体　　　˘ᶅそれ以֎

　　22）業छ　（ෳ数ճ）
　　　˘ᶃྛਫ産　　˘ᶄ造　　˘ᶅӦ業ŋൢച　　˘ᶆݐઃ
　　　˘ᶇిؾŋΨスŋਫ等の供څ　　˘ᶈ運༌ŋ༣ศ　　˘ᶉ॓ധŋҿ৯　　˘ᶊަ௨サーϏス
　　　˘ᶋＩＴŋ情報௨৴　　　　　ç˘ᶌۚ༥ŋ保険　　˘ᶍڭҭ　　　　ç˘ᶎ保ҭ
　　　˘ᶏ医療　　˘ᶐհޢŋࢱ関連　　˘ᶑ国ŋ自治体行政　　˘ᶒそのଞ

職場のओな勤務状況はͲのようになͬていますか？　（ෳ数ճ）و（23　　
　　　˘ᶃ変則的な勤務　　˘ᶄ߆ଋ時間の長い勤務　　˘ᶅग़ுの多い勤務
　　　˘ᶆަ代制勤務・ਂ勤務　　˘ᶇ危険物をѻう業務
　　　˘ᶈػց（自動ं）等をૢ作する業務　　˘ᶉ時間֎勤務が߃ৗ化している業務
　　　˘ᶊそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職場の内外勤の状況و（24　　
　　　˘ᶃ主に内勤となっている人のׂ合・・・（　　　ˋఔ度）
　　　˘ᶄ主に֎勤となっている人のׂ合・・・（　　　ˋఔ度）

　　25）就労者数（ෳ数職場の場合は1事業所の人数）
　　　˘ᶃ�0人未ຬ　　　˘ᶄ�0ʙ��人　　　˘ᶅ100人以上

　　26）就労者のஉঁ比率

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる
࣮態調査アンケʔト

構成ׂ合
உ　性 　　　　ˋఔ度
ঁ　性 　　　　ˋఔ度
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ʲ̎ʳ࿑ಇ҆શӴੜཧମ੍のঢ়گ

　ˎ 労働安全衛生法に基づく体制は、事業場の業छ・規によͬて以Լのબ・ઃ置がٛ務付け
られていますɻ

　　　統ׅ安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者
　　　安全委員会・衛生委員会

　　21）上記の۠分や内容を就労者全体で、理解ŋঝされていますか？
　　　˘ᶃ十分理ղŋঝされている
　　　˘ᶄおおΉね理ղŋঝされている
　　　˘ᶅ数の者は、理ղŋঝしている
　　　˘ᶆ΄とんどの者は、理ղŋঝしていない
　　　˘ᶇ全く理ղ・ঝされていない

職場でのબ状況はいかがですか？（બされている全てをおえくͩさい）و（22　　
　　　˘ᶃ౷ׅ安全衛生管理者　　˘ᶄ安全管理者   
　　　˘ᶅ衛生管理者　　　　　　˘ᶆ安全衛生推進һ

　　23）職場では、労働者のҙ見өするためのԼ記委員会がઃ置されていますか？
　　　˘ᶃ安全委һ会（一定業छでৗ時100人以上・特定業छは�0人以上）
　　　˘ᶄ衛生委һ会（全ての業छで�0人以上）
　　　˘ᶅわからない

　　24）લ問23）でおえの委員会の։࠵状況はいかがですか？
　　　　（対期間2016年1月～12月）
　　　˘ᶃ定ظ的に։࠵されている（年　　　ճ）
　　　˘ᶄ不定ظだが、։࠵されている（年　　　ճ）
　　　˘ᶅ問題が起きたときに։࠵されている（年　　　ճ）
　　　˘ᶆ΄とんど（年3ճ以下）։࠵されていない
　　　˘ᶇわからない

？えですかߟ職場における安全衛生委員会のੑ֨ŋҐ置づけはͲのようなものとおو（25　　
　　　　（ෳ数ճ）
　　　˘ᶃ安全衛生活動のνΣッΫػ能（日ৗ的な職場環境の点ݕなどを行う）
　　　˘ᶄ審ٞ調整ػ能（労使でग़された課題についての調整を行う）
　　　˘ᶅ労働者の意見ௌऔの場（労使方による実態の意見ௌऔなどを行う）
　　　˘ᶆ調査ػ能（問題点や改善点などの調査を行う）
　　　˘ᶇ意ࢥ決定ػ能（事業者への意見や改善の決定を行う）
　　　˘ᶈ実行ػ能（必要な改善の実施とそのѲなどを行う）
　　　˘ᶉそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　26）委員会ではҙ見や要は出されていますか？　
　　　　 また、ͦれらの課題解ܾの取組みは行われていますか？
　　　˘ᶃ意見ŋ要望は反өされ、課題ղ決のݕ౼を行い実現している
　　　˘ᶄ意見や要望はग़されるが、「ݕ౼する」で終わることが多い　　
　　　˘ᶅ報告が中心でٞは少ない
　　　˘ᶆ問題意識がബく、ࣜܗ的な։࠵となっている

　　27）委員会の։࠵に͋たり、職場でのҙ見ަ換や議が行われていますか？
　　　˘ᶃ日ৗ的に会ٞを։࠵している
　　　˘ᶄ委һ会։࠵લに、意見や要望をฉくػ会をઃけている
　　　˘ᶅ意見や要望などは、いつでも委һに申しग़る状況にある　　
　　　˘ᶆ特に行っていない

　　28）現و、ࡏ委員会で課題となͬている事ҊをબΜでくͩさいɻ（ෳ数ճ）
　　　˘ᶃ個々の職場環境の課題（র໌・ྫྷஆなど）　　˘ᶄ長時間勤務の問題　　
　　　˘ᶅメンタルヘルス問題　　　　˘ᶆ「働き方改革」について
　　　˘ᶇ労働災害・事ނへの対ॲ　　˘ᶈঁ性労働者の保ޢや課題
　　　˘ᶉそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　29）産業医のબと関係はͲのようになͬていますか？
　　　˘ᶃ産業医はબされ、いつでも連བྷがऔれる
　　　˘ᶄ産業医はબされているが、日ৗ的なつながりはない
　　　˘ᶅ産業医はબされているが、ಉじ事業ॴの職һである（医療職場など）
　　　˘ᶆ産業医がબされているか、୭なのか分からない
　　　˘ᶇ産業医はબされていない・・・（210は、ճ必要なし）

　　210）産業医と委員会の関係はͲのようになͬていますか？
　　　˘ᶃ産業医は委һ会にग़੮し、ॿ言等を行っている
　　　˘ᶄ産業医は、要請があった場合のみग़੮することとなっている
　　　˘ᶅ産業医は、委һ会にग़੮していない
　　　˘ᶆそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ʲ̏ʳ࿑ಇࡂのঢ়گ
？職場での労働に関わる健康問題のૌえはいかがですかو（21　　
　　　˘ᶃ増えているように強く感じている（訴えが多い）
　　　˘ᶄ以લとあまり変化はない
　　　˘ᶅ以લより減少している
　　　˘ᶆѲされていない
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　　22）労働災害ೝ定のਃ状況はいかがですか？ 
　　　˘ᶃೝ定請求に際し、特に問題はなく申請されている
　　　˘ᶄೝ定請求に際し、事業者からの߅が感じられしいことがある
　　　˘ᶅわずらわしさなどから、本人が請求しないέースがある
　　　˘ᶆѲされていない

　　23）労働災害ೝ定の݅数状況はいかがですか？
　　　˘ᶃ増えている
　　　˘ᶄ以લとあまり変化はない
　　　˘ᶅ以લより減少している
　　　˘ᶆѲされていない

　　24）労働災害防止の法律等の९कやڠ力の状況（事業者・管理者・ಉ྅etD.）
　　　˘ᶃ全て問題はなく、必要な防ࢭ対策が行われている
　　　˘ᶄ防ࢭ対策を決めても、実施に問題を๊えることが多い
　　　˘ᶅ事業者・管理者の協力がಘづらい
　　　˘ᶆಉ྅や職場内での理ղが不し、十分な成果があげられていない

？えますかߟ後の労働災害防止にΉけて、Ͳのような課題がॏ要かつඞ要とࠓ（25　　
　　　　 ͋てはまる項目を全てબΜでくͩさいɻ（ෳ数ճ）
　　　˘ᶃメンタルヘルスへの対策
　　　˘ᶄ長時間労働への対策
　　　˘ᶅ労働密度増大への対策
　　　˘ᶆ勤務ŋ作業環境の改善
　　　˘ᶇঁ性の就労環境の対策
　　　˘ᶈ高齢者の就労環境の対策
　　　˘ᶉそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ʲ̐ʳ࿑ಇ߹ͱͯ͠のऔりΈͱ৬のঢ়گに͍ͭͯ

　　21） 労働安全に関するपやܒ発にΉけた取組みの状況で、͋てはまる項目を全てબΜで
くͩさいɻ（ෳ数ճ）

　　　˘ᶃ労働安全に関わる学習会を行っている
　　　˘ᶄ労働ଆ委һとの定ظ的な意見ަ換の場をઃ定している
　　　˘ᶅ産業医との意見ަ換を行い、ॿ言をಘるようにしている
　　　˘ᶆ組合һに対し、૬ஊの૭口をઃ置している
　　　˘ᶇ安全衛生委һ会の։࠵報告を行っている
　　　˘ᶈ問題Ѳのため、Ξンέートなどの調査を行っている
　　　˘ᶉ特に行っていない
　　　˘ᶊそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　22）健康や職場ڥなͲについて、組合員からの૬ஊ等の状況はいかがですか？
　　 ᾜ）過２ڈ年間の૬ஊ࣮について
　　　˘ᶃ૬ஊ実がある
　　　˘ᶄ૬ஊ実はない

　　 ᾝ）૬ஊ૭口の状況について
　　　˘ᶃ組合һへの૬ஊ૭口のपは、十分に行われている
　　　˘ᶄ組合һへの૬ஊ૭口のपは、十分とはいえない
　　　˘ᶅ΄とんどの組合һは૬ஊ૭口があることをらない
　　　˘ᶆ全くपされていない

　　23）現ࡏ、労働組合として労働安全衛生に関わる۩体的な要ٻを行ͬていますか？
　　　˘ᶃ現時点では、要求するものはない
　　　˘ᶄ要求課題があり、要求している
　　　˘ᶅ要求課題はあるが、要求していない

　　24）職場での安全ŋ保健のڥや対策で࣮ࢪされている項目を全てબΜでくͩさいɻ
　　　　（ෳ数ճ）
　　　˘ᶃ健康管理ࣨのઃ置　　　˘ᶄ療施ઃのઃ置　　˘ᶅ運動施ઃ（体ҭؗ等）のઃ置
　　　˘ᶆࣨܜٳのઃ置　　　　　˘ᶇ残業制ݶ　　　　　˘ᶈ年ٳऔಘ推　　
　　　˘ᶉメンタルヘルスڭҭ　　˘ᶊ労働安全衛生に関する社内報や健康関連子等の
　　　˘ᶋ喫Ԏ対策　　　　　　　˘ᶌ保健対策　　　　　˘ᶍ職場८視（安全ύトロール）
　　　˘ᶎ職場ਗ਼管理　　　　　
　　　˘ᶏそのଞ
　　　　具体的にお書きくださいɿ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に関する͝ҙ見等が͋（安全衛生委員会なͲ・ڥ健康・職場）後に、調査項目や労働安全࠷　
りましたら、ͥͻお聞かͤくͩさいɻ

　͝ճいたͩき、͋りがとう͟͝いましたɻ　
ˎ なお、و組合でߟࢀとなります資料等が͋りましたら、ಉ෧いたͩけますようおئいਃし上͛
ますɻ
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本実態調査先のநग़にあたっては、労働者ࢱ協ٞ会及び連合新潟とも૬ஊのうえで依པをし

たが、182労働組合への依པに対して68�68ˋのճ状況であった。

ճ状況では、自治労（県職労）、ి力૯連、全ߓ、ࢴύ連合、ࢲమ૯連、全国Ψス、全労

ۚ、+3連合、労災労連、政労連は100�のճであった。

全体ूによる特的な勤務状況（１�2̏）として、それぞれの事業ॴの特として「ग़ு

が多い」12�、「ަ代制・ਂ勤務」36�などがあるが、業छにかかわらず「時間֎勤務が߃ৗ

化している」�0�4ˋ、「߆ଋ時間が長い」27�2�など、働く時間が一日の就労時間（̔時間）を

える勤務状況がみられる。

労働安全衛生管理体制の就労者の理ղ・प度（2２�１）では、28�8ˋの職場で「΄とんどの

ものは、理ղ・ঝしていない」とのճであった。

また、各छのબ状況は全体としては法的なા置義務がकられているが、努力義務の必要性を

考慮すると࠷ݶの対応であると考えられる。衛生委һ会などのઃ置で、「わからない」3�2�の

ճがあることは少ないとはいえ、委һ会を௨した対応の有ແも含め考えられない状況である。

委һ会の։࠵状況（２�2̐）では、義務けされていない職場は未記ࡌのճとなってい

ることから、΄とんどの職場では։࠵されている。しかし、։࠵ճ数は年に̒ճ以下が18職場

18��ˋとなっている。また։࠵状況が「わからない」２職場のճは、委һのબ考自体にも問題

があると言わ͟るをಘない。

委һ会の状況（２�2̒）は、「報告が中心でٞは少ない」36�0�、「問題意識がബく、ࣜܗ

的な։࠵となっている」40�0�とのճであり、「意見や要望はग़されるが、ʰݕ౼するʱで終

わることが多い」8�8�を加えるとճのׂ̕をえている状況である。そのことは、։࠵લの職

場対応（２�2̓）で、「意見や要望などは、いつでも委һに申しग़る状況にある」36�0�、「特

に行っていない」40�0ˋとճ者が一கしていることからも、日ৗ的な産業保健に対しても、委

һ会の։࠵にあたっても、対応のさとػ会を活かす意識のさをࣔしている。

委һ会の課題（２�2̔）では、これまで一ൠ的に行われてきている「個々の職場の環境の課

題」48�8�、「労働災害・事ނへの対応」44�0�は、未記ࡌճを除けば΄ぼ数で行われている

が、決して高いׂ合とは言えないであろう。

近年問題とされている「長時間勤務の問題」4��6�、「メンタルヘルス問題」46�4�は未記ࡌճ

を除けば数の職場で委һ会の課題となっている。政府が提এする「働き方改革」14�4�は、

具体性にしいことから課題としてऔり上げる職場が少ないことがわかる。しかし、「働き方」

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪͷߟ

ᶺ１　全体ू
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は長時間勤務やメンタルヘルスの課題とも大きくかかわることから、委һ会でのٞは不Մܽと

いえるのではないだろうか。

産業医のબ（２�2̕）と関係（２�210）については、現ࡏの医ࢣ不問題や産業医のׂ

の໌確さがܽけることなどから、十分にׂを果たしているとは言えないճとなっている。労

働安全衛生法では、産業医の委һ会への委һとしてのࢀ加を義務けているが、その対応はׂ̏

ఔ度となっている。

就労者の健康と労働災害の状況のѲでは、就労者の健康問題（̏�2１）ではճ未記ࡌと

Ѳされていないを除けば、「増えているように強く感じている」26�0ˋと高く、「以લより減

少している」��4ˋとൺべ、全体的には職場では様々な健康問題を๊える就労者が֦大している

とೝ識すべきであろう。

労働災害のೝ定（̏�2２）では、特に問題なく申請されていると考えられる。しかし、एׯ

ではあるが、請求しないέースがあることは見過ごしてはならない。それにもまして問題である

ことは、ೝ定の件数状況（̏�2̏）にもみられるように、「Ѳされていない」とのճが多

いことである。また、近年問題が֦大している「過労死」や「メンタル問題」は、その要因が労

働災害に֘当するか൱かのূ໌がしいことや雇用者が問われることとなるため、労災ೝ定

をڋΉέースが多い。そのようなέースが増加している状況に応じた対応やೝ識を、労使ともに

。有する必要があるであろうڞ

産業保健や労働安全への就労者に対するपやܒ発（̐�2１）については、ճのׂ̓の

職場でԿらかの対応がとられている。学習会の։࠵や委һ会の։࠵報告などは、就労者の意識高

༲に有ޮと考えられ、ճ数や内容のが求められる対応である。

「組合һに対し、૬ஊ૭口をઃ置している」27�2ˋは、労働組合の対応として極めて問題では

ないだろうか。組合һとその家族の安全や安心をकることは労働件の改善と直接かかわる問題

であり、組合һとの接点である૭口のઃ置は当然の使໋であろう。また、૭口のઃ置にかかわら

ず૬ஊに応ずる対応が求められるが、૬ஊ実や૭口状況（̐�2２�ᾜ・ᾝ）は、組合һに安心

を与える対応が不十分であると言わ͟るをಘない。ճのׂ̓の職場では、「पが不十分」

であることをೝ識しており、組合һにとっては「པりになる存ࡏ」となっていないことがݒ念さ

れる。

労働安全衛生にかかわる要求課題の有ແ（̐�2̏）の現状は、ׂ̒える職場で課題がある

とճしている。また、現状の具体的対策（̐�2̐）では、Կらかの対策が施されている状況

がղる。ࣨܜٳのઃ置や安全ύトロールの実施などは、ճ数が多い。しかし、残業制ݶや年ٳ

औಘྭなどの労働ܰ減やメンタルヘルスڭҭへの対策がճのׂ̑にୡͤず、ද໘的な対策に

とどまっていると推ଌされる。
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ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪ
ʲᶺ̍�શମूʳ

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q1）運営区分

運営形態 回答数 回答比率

①民間企業 53 42.4%

②公務・公共団体 64 51.2%

③それ以外 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）業種　【複数回答】

業　　種 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0%

②製造 20 14.1%

③営業・販売 8 5.6%

④建設 4 2.8%

⑤電気・ガス・水等の供給 7 4.9%

⑥運輸・郵便 9 6.3%

⑦宿泊・飲食 0 0.0%

⑧交通サービス 4 2.8%

⑨ＩＴ・情報通信 4 2.8%

⑩金融・保険 4 2.8%

⑪教育 21 14.8%

⑫保育 1 0.7%

⑬医療 11 7.7%

⑭介護・福祉関連 9 6.3%

⑮国・自治体行政 31 21.8%

⑯その他 9 6.3%

記載（業種）数 142 100.0%

回答職場数 125 113.6%
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

主な勤務状況 回答数 回答比率

①変則的な勤務 28 22.4%

②拘束時間の長い勤務 34 27.2%

③出張の多い勤務 15 12.0%

④交代制勤務・深夜勤務 45 36.0%

⑤危険物を扱う業務 17 13.6%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 30 24.0%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 63 50.4%

⑧その他 20 16.0%

記載（職場）数 116 92.8%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）職場の内外勤の状況

内勤と外勤の割り合い 回答数 回答比率 80％以上の職場

①内勤： 0～20％  ＊外勤：80～100％ 14 11.2% 内勤 81

②内勤：21～40％  ＊外勤：60～79％ 3 2.4% 外勤 14

③内勤：41～60％  ＊外勤：40～59％ 9 7.2%

④内勤：61～80％  ＊外勤：20～39％ 16 12.8%

⑤内勤：81～100％ ＊外勤： 0～19％ 78 62.4%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q5）就労者数（複数職場の場合は１事業所の人数）？

就業者数 回答数 回答比率

①５０人未満 25 20.0%

②５０人～９９人 28 22.4%

③１００人以上 72 57.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q6）就労者の男女比率？

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 80％以上の職場

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 9 7.2% 男性 43

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 20 16.0% 女性 9

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 24 19.2%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 29 23.2%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 35 28.0%

未記載（職場）数 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、
      理解・承知されていますか？

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 12 9.6%

②おおむね理解・承知されている 55 44.0%

③約半数の者は、理解・承知している 22 17.6%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 36 28.8%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）貴職場での選任状況はいかがですか？　【複数回答】
      （選任されている全てをお答えください）

選任状況 回答数 回答比率

①統括安全衛生管理者 64 51.2%

②安全管理者 72 57.6%

③衛生管理者 90 72.0%

④安全衛生推進員 31 24.8%

記載（職場）数 116 92.8%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%



− 47 −

Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

各種委員会の設置状況 回答数 回答比率

①安全委員会
　（一定業種で常時100人以上、特定業種は50人以上）

65 52.0%

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

98 78.4%

③わからない 4 3.2%

未記載（職場）数 13 10.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

委員会の開催状況 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 93 74.4%

②不定期だが、開催されている 10 8.0%

③問題が起きたときに開催されている 3 2.4%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

6 4.8%

⑤わからない 2 1.6%

未記載（職場）数 11 8.8%

回答職場数 125 100.0%
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　Ｑ4－2）開催回数／年

開　催　数 回答数 回答比率

０回 0 0.0%

１回 2 1.6%

２回 1 0.8%

３回 4 3.2%

４回 7 5.6%

５回 1 0.8%

６回 3 2.4%

７回 0 0.0%

８回 2 1.6%

９回 0 0.0%

１０回 3 2.4%

１１回 0 0.0%

１２回 79 63.2%

１３回 0 0.0%

未記載（職場）数 22 17.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q5)貴職場における安全衛生委員会の性格･位置づけはどのようなものとお考えですか？
      【複数回答】

安全衛生委員会等の性格・位置づけ 回答数 回答比率

①安全衛生活動のチェック機能
　（日常的な職場環境の点検などを行う）

103 82.4%

②審議調整機能
　（労使で出された課題についての調整を行う）

44 35.2%

③労働者の意見聴取の場
　（労使双方による実態の意見聴取などを行う）

61 48.8%

④調査機能
　（問題点や改善点などの調査を行う）

73 58.4%

⑤意思決定機能
　（事業者への意見や改善の決定を行う）

41 32.8%

⑥実行機能
　（必要な改善の実施とその把握などを行う）

57 45.6%

⑦その他 3 2.4%

未記載（職場）数 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の検討を行い実現
している

9 7.2%

② 意見や要望は出されるが、「検討する」で終わること
が多い

11 8.8%

③報告が中心で議論は少ない 45 36.0%

④問題意識が薄く、形式的な開催となっている 50 40.0%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

委員会開催に向けた職場の意見集約等の状況 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 9 7.2%

②委員会開催前に、意見や要望を聞く機会を設けている 11 8.8%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に申し出る状況に
ある

45 36.0%

④特に行っていない 50 40.0%

未記載（職場）数 10 8.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。
      【複数回答】 

課題となっている事案 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

61 48.8%

②長時間勤務の問題 57 45.6%

③メンタルヘルス問題 58 46.4%

④「働き方改革」について 18 14.4%

⑤労働災害・事故への対処 55 44.0%

⑥女性労働者の保護や課題 8 6.4%

⑦その他 7 5.6%

記載（職場）数 114 91.2%

未記載（職場）数 11 8.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

産業医の選任と関係 回答数 回答比率

①産業医は選任され、いつでも連絡が取れる 69 55.2%

②産業医は選任されているが、日常的なつながりはない 29 23.2%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業所の職員である
（医療職場など）

6 4.8%

④産業医が選任されているか、誰なのか分からない 8 6.4%

⑤産業医は選任されていない 7 5.6%

未記載（職場）数 6 4.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っている 41 32.8%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席することと
なっている

27 21.6%

③産業医は、委員会に出席していない 38 30.4%

④その他 5 4.0%

未記載（職場）数 14 11.2%

回答職場数 125 100.0%
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

健康問題の状況 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

24 19.2%

②以前とあまり変化はない 76 60.8%

③以前より減少している 5 4.0%

④把握されていない 19 15.2%

未記載（職場）数 14 11.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率

①認定請求に際し、特に問題はなく申請されている 78 62.4%

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感じられ難し
いことがある

9 7.2%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しないケースが
ある

6 4.8%

④把握されていない 27 21.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

労働災害の認定状況 回答数 回答比率

①増えている 14 11.2%

②以前とあまり変化はない 59 47.2%

③以前より減少している 15 12.0%

④把握されていない 32 25.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率

①全て問題はなく、必要な防止対策が行われている 59 47.2%

②防止対策を決めても、実施に問題を抱えることが多い 29 23.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 5 4.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な成果があげ
られていない

26 20.8%

未記載（職場）数 6 4.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 91 72.8%

②長時間労働への対策 82 65.6%

③労働密度増大への対策 49 39.2%

④勤務･作業環境の改善 70 56.0%

⑤女性の就労環境の対策 17 13.6%

⑥高齢者の就労環境の対策 26 20.8%

⑦その他 6 4.8%

記載（職場）数 121 96.8%

未記載（職場）数 4 3.2%

回答職場数 125 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1）労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 15 12.0%

②労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 38 30.4%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 15 12.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 34 27.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 42 33.6%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 22 17.6%

⑦特に行っていない 32 25.6%

⑧その他 8 6.4%

記載（職場）数 122 97.6%

未記載（職場）数 3 2.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

相談の状況 回答数 回答比率

①相談実績がある 63 50.4%

②相談実績はない 57 45.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%



− 63 −

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

相談窓口の状況 回答数 回答比率

①組合員への相談窓口の周知は、十分に行われている 40 32.0%

②組合員への相談窓口の周知は、十分とはいえない 55 44.0%

③ほとんどの組合員は相談窓口があることを知らない 18 14.4%

④全く周知されていない 5 4.0%

未記載（職場）数 7 5.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

具体的要求の有無 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 44 35.2%

②要求課題があり、要求している 67 53.6%

③要求課題はあるが、要求していない 11 8.8%

未記載（職場）数 3 2.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

実施している対策 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 20 16.0%

②診療施設の設置 11 8.8%

③運動施設（体育館等）の設置 10 8.0%

④休憩室の設置 84 67.2%

⑤残業制限 48 38.4%

⑥年休取得推奨 61 48.8%

⑦メンタルヘルス教育 56 44.8%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊子等の配布 32 25.6%

⑨喫煙対策 56 44.8%

⑩保健対策 21 16.8%

⑪職場巡視（安全パトロール） 79 63.2%

⑫職場清掃管理 45 36.0%

⑬その他 1 0.8%

記載（職場）数 118 94.4%

未記載（職場）数 7 5.6%

回答職場数 125 100.0%



− 66 −

ճ職場数では、ຽ間�3、公務・公64ڞとなり、公務・公ڞ職場が11職場・8�8�多くなり、全

体のू状況に反өされている。ຽ間企業では、ෳ数業छの事業ॴが14事業ॴあり、ूでは重

ෳして業छに反өしている。（１�2２）

また、公務・公ڞ職場には、高ߍ10ߍ、খ中学ߍ10ߍが含まれており、特にখ中学ߍは就労者

数が�0人にຬたない職場が多いことを考慮しておく必要がある。

労働安全衛生法の理ղ・प度（２�2１）では、公務・公ڞ職場の理ղ・प度がいこと

がղる。その要因としては、危険度の少ない内勤職場が多いことが考えられるが、पを果

たさない姿やແ関心な労働者が多いことも推ଌされる。

委һ会の։࠵状況（２�2̐�ᾜ・ᾝ）でも、݄１ճの։ݪ࠵則がຽ間ではׂ̕に対し公務・公

。ではׂ̓にୡしていない状況であるڞ

委һ会での課題（２�2̔）では、このൺֱに大きな違いがみられる。֎勤や作業の業छが含

まれるຽ間では、「労働災害・事ނへの対ॲ」62�3ˋと多く、内勤者の多い公務・公ڞ職場で

は、「長時間勤務問題」�4�7ˋ、「メンタルヘルス問題」����ˋと際立って多くճされてい

る。業務内容の違いによると考えられるが、それぞれの環境に応じた重点的な対策の必要性があ

ると考えられる。

産業医との関係（２�2̕）では、労働災害の危険度が高いことからຽ間ではつながりが強い

ことがղる。公務・公ڞでは、「いつでも連བྷがऔれる」43�8ˋとのճであるが、必ずしも

「つながりが強い」こととはࢥえず、「日ৗ的なつながりはない」26�6ˋや「୭なのかわからな

い」��4ˋなどのճは、産業医の存ࡏ価値がೝ識されていないものとなっている。また、病Ӄ

職場における就労者である医ࢣが産業医とされていることは、資֨があるとは言え労安法で定

する公正・公ฏな立場や٬観性の確保との観点からも不దと考えられる。産業医は、委һ会の

委һとしてࢀ加することが職務とされているが、委һ会との関係（２�210）のճでは、その

職務を果たしている産業医は̏ʙׂ̐ఔ度となっている。

健康問題（̏�2１）のೝ識は公務・公ڞ職場で「増えているように強く感じている」2��0ˋ、

「以લより減少している」1�6ˋのճとなり、ຽ間にൺべ多くの問題を๊えていることがࣔさ

れている。

職場対策（̐�2̐）では、ຽ間にൺべ各߲目で上ճるものが少なく、公務・公ڞ職場におけ

る対策のれがࣔされたճであった。

全ൠ的に、公務・公ڞ職場はຽ間企業にൺべ対策やೝ識が弱いと考えられる。

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪͷߟ

ᶺ２　ຽ間ا業と公務・公ڞ職場の比較ू
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ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪ
ʲᶺ̎�ຽؒا業とެɾެڞ৬のൺֱूʳ

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0% 0 0.0%

②製造 19 28.4% 0 0.0%

③営業・販売 7 10.4% 0 0.0%

④建設 4 6.0% 0 0.0%

⑤電気・ガス・水等の供給 5 7.5% 2 3.1%

⑥運輸・郵便 9 13.4% 0 0.0%

⑦宿泊・飲食 0 0.0% 0 0.0%

⑧交通サービス 4 6.0% 0 0.0%

⑨,7・情報通信 4 6.0% 0 0.0%

⑩金融・保険 3 4.5% 0 0.0%

⑪教育 1 1.5% 19 29.2%

⑫保育 1 1.5% 0 0.0%

⑬医療 1 1.5% 9 13.8%

⑭介護・福祉関連 3 4.5% 3 4.6%

⑮国・自治体行政 0 0.0% 31 47.7%

⑯その他 6 9.0% 1 1.5%

記載（業種）数 67 100.0% 65 100.0%

回答職場数 53 126.4% 64 101.6%

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 10 18.9% 1 1.6%

②おおむね理解・承知されている 32 60.4% 22 34.4%

③約半数の者は、理解・承知している 4 7.5% 18 28.1%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 7 13.2% 23 35.9%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 47 88.7% 44 68.8%

②不定期だが、開催されている 0 0.0% 8 12.5%

③問題が起きたときに開催されている 2 3.8% 1 1.6%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

1 1.9% 5 7.8%

⑤わからない 1 1.9% 1 1.6%

未記載（職場）数 2 3.8% 5 7.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

　Ｑ4－2）開催回数／年

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0% 0 0.0%

１回 0 0.0% 1 1.6%

２回 1 1.9% 0 0.0%

３回 0 0.0% 4 6.3%

４回 0 0.0% 7 10.9%

５回 0 0.0% 0 0.0%

６回 1 1.9% 2 3.1%

７回 0 0.0% 0 0.0%

８回 0 0.0% 2 3.1%

９回 0 0.0% 0 0.0%

１０回 0 0.0% 3 4.7%

１１回 0 0.0% 0 0.0%

１２回 45 84.9% 32 50.0%

１３回 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 11.3% 12 18.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

26 49.1% 34 53.1%

②長時間勤務の問題 19 35.8% 35 54.7%

③メンタルヘルス問題 17 32.1% 38 59.4%

④「働き方改革」について 12 22.6% 6 9.4%

⑤労働災害・事故への対処 33 62.3% 21 32.8%

⑥女性労働者の保護や課題 3 5.7% 5 7.8%

⑦その他 2 3.8% 4 6.3%

記載（職場）数 49 92.5% 60 93.8%

未記載（職場）数 4 7.5% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①産業医は選任され、いつでも連絡が取れる 38 71.7% 28 43.8%

② 産業医は選任されているが、日常的なつな
がりはない

10 18.9% 17 26.6%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業所
の職員である（医療職場など）

1 1.9% 5 7.8%

④ 産業医が選任されているか、誰なのか分
からない

1 1.9% 6 9.4%

⑤産業医は選任されていない 2 3.8% 4 6.3%

未記載（職場）数 1 1.9% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っ
ている

15 28.3% 25 39.1%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席す
ることとなっている

9 17.0% 18 28.1%

③産業医は、委員会に出席していない 24 45.3% 11 17.2%

④その他 2 3.8% 2 3.1%

未記載（職場）数 3 5.7% 8 12.5%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

5 9.4% 16 25.0%

②以前とあまり変化はない 37 69.8% 37 57.8%

③以前より減少している 4 7.5% 1 1.6%

④把握されていない 7 13.2% 10 15.6%

未記載（職場）数 3 5.7% 8 12.5%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申請さ
れている

43 81.1% 31 48.4%

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感
じられ難しいことがある

2 3.8% 7 10.9%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しな
いケースがある

3 5.7% 2 3.1%

④把握されていない 4 7.5% 21 32.8%

未記載（職場）数 1 1.9% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 4 7.5% 10 15.6%

②以前とあまり変化はない 31 58.5% 25 39.1%

③以前より減少している 12 22.6% 3 4.7%

④把握されていない 5 9.4% 24 37.5%

未記載（職場）数 1 1.9% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が行わ
れている

34 64.2% 24 37.5%

② 防止対策を決めても、実施に問題を抱え
ることが多い

11 20.8% 16 25.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 1 1.9% 3 4.7%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な
成果があげられていない

6 11.3% 17 26.6%

未記載（職場）数 1 1.9% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 34 64.2% 51 79.7%

②長時間労働への対策 28 52.8% 50 78.1%

③労働密度増大への対策 17 32.1% 31 48.4%

④勤務･作業環境の改善 26 49.1% 39 60.9%

⑤女性の就労環境の対策 4 7.5% 13 20.3%

⑥高齢者の就労環境の対策 17 32.1% 8 12.5%

⑦その他 2 3.8% 3 4.7%

記載（職場）数 50 94.3% 64 100.0%

未記載（職場）数 3 5.7% 0 0.0%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1） 労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を全て選ん
でください。　【複数回答】 

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 6 11.3% 8 12.5%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場
を設定している

27 50.9% 9 14.1%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得る
ようにしている

6 11.3% 8 12.5%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 22 41.5% 11 17.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 24 45.3% 16 25.0%

⑥ 問題把握のため、アンケートなどの調査
を行っている

4 7.5% 16 25.0%

⑦特に行っていない 8 15.1% 20 31.3%

⑧その他 4 7.5% 4 6.3%

記載（職場）数 53 100.0% 62 96.9%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 33 62.3% 28 43.8%

②相談実績はない 18 34.0% 33 51.6%

未記載（職場）数 2 3.8% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分に行
われている

25 47.2% 13 20.3%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分とは
いえない

18 34.0% 34 53.1%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があること
を知らない

4 7.5% 13 20.3%

④全く周知されていない 2 3.8% 1 1.6%

未記載（職場）数 4 7.5% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 23 43.4% 19 29.7%

②要求課題があり、要求している 24 45.3% 38 59.4%

③要求課題はあるが、要求していない 5 9.4% 5 7.8%

未記載（職場）数 1 1.9% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

Ẹ間業 බ務・බඹᅋ体

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 13 24.5% 7 10.9%

②診療施設の設置 5 9.4% 6 9.4%

③運動施設（体育館等）の設置 4 7.5% 5 7.8%

④休憩室の設置 36 67.9% 43 67.2%

⑤残業制限 27 50.9% 20 31.3%

⑥年休取得推奨 27 50.9% 29 45.3%

⑦メンタルヘルス教育 22 41.5% 33 51.6%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊
子等の配布

19 35.8% 12 18.8%

⑨喫煙対策 29 54.7% 23 35.9%

⑩保健対策 8 15.1% 13 20.3%

⑪職場巡視（安全パトロール） 40 75.5% 35 54.7%

⑫職場清掃管理 24 45.3% 18 28.1%

⑬その他 1 1.9% 0 0.0%

記載（職場）数 51 96.2% 59 92.2%

未記載（職場）数 2 3.8% 5 7.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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就労者数を̏ஈ֊に分けൺֱूした。

�0人未ຬの公務・公ڞ団体には学ߍ職場の12ߍが含まれている。造、医療、国・自治体行政

では、100人以上の職場が多い調査となった。

労働安全衛生法の理ղ・प度（２�2１）では、就労者の多い事業ॴで理ղ・प度が高い

事業ॴがみられ、Կらかの対策を行っているものと考えられる。

法的には努力義務とされる�0人未ຬ職場ではくなっている。しかし、いずれの۠分でも、ճ

ᶅʙᶇの合ׂܭ合は、68ˋ、3��3ˋ、41�7ˋと理ղ・पが不十分な職場が多いこととなっている。

また、各બの状況（２�2２）は、౷ׅ安全衛生管理者・安全管理者には業छと労働者数に

よりબ義務が発生するが、衛生管理者はৗ時�0人以上の事業ॴにはબ義務がある。ճで

は、71�4ˋ（�0人以上）、80�6�（100人以上）のબׂ合では法的義務を果たしていない事業ॴ

があることが推察される。また、職場の労働者の状況をѲすべき労働組合として未記ࡌ（不

໌）のճは理ղしがたいものである。

法的には「ৗ時10人以上�0未ຬの労働者を使用する事業場」にも、安全衛生推進者や衛生推進

者のબ義務を定めており、事業ॴの規にかかわらず労働安全に対する理ղ・पは労使とも

に高める努力が求められる。

委һ会の։࠵では、多くの場合使用者ଆのリードで進められており、事લの労働者ଆとしての

準උは重要である。（２�2̓）のճでは、事લのऔり組みを行っていると考えられるᶃ・ᶄ

のճは、�0人未ຬ（̐事業ॴ）16�0ˋ、�0ʙ100人未ຬ（̐事業ॴ）14�3ˋ、100人以上（12事

業ॴ）16�6ˋであった。労働安全衛生法の目的は、事後対ॲではなく事લの安全確保の対策であ

り、これらのճはいといえる。

健康問題の訴え（̏�2１）では、100人以上の職場で、「増えているように強く感じる」

23�6ˋと高いճであった。「Ѳされていない」24�0ˋ（�0人未ຬ）、28�6ˋ（�0ʙ100人未

ຬ）のճは、労働組合の活動を改めてূݕすべきであろう。

労災ೝ定の状況（̏�2２）では、�0人未ຬのᶄ「事業者の߅」24�0ˋの問題とともに、「

Ѳされていない」32�0ˋ、32�1ˋ、13��ˋは重要な問題とのೝ識が必要であろう。

組合һからの૬ஊ実（̐�2２�ᾜ）、૬ஊ૭口の状況（̐�2２�ᾝ）、具体的な要求の有ແ

（̐�2̏）では、૬反するճ状況となっている事業ॴが多く、（̏�2̏）でᶃ「全く問題な

く、必要な防ࢭ対策が行われている」とのճした事業ॴも存ࡏする。௰᧒の合わないճは、

問題のѲが不十分である状況をදすこととなっている。

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪͷߟ

ᶺ３　就労者数別の比較ू
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【１】　職場・労働組合の基本情報

Q1）運営区分

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

運営形態 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①民間企業 6 24.0% 11 39.3% 36 50.0%

②公務・公共団体 15 60.0% 15 53.6% 34 47.2%

③それ以外 4 16.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）業種　【複数回答】

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②製造 0 0.0% 3 8.6% 17 21.0%

③営業・販売 1 3.8% 3 8.6% 4 4.9%

④建設 0 0.0% 1 2.9% 3 3.7%

⑤電気・ガス・水等の供給 0 0.0% 3 8.6% 4 4.9%

⑥運輸・郵便 4 15.4% 3 8.6% 2 2.5%

⑦宿泊・飲食 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧交通サービス 1 3.8% 0 0.0% 3 3.7%

⑨ＩＴ・情報通信 0 0.0% 1 2.9% 3 3.7%

⑩金融・保険 0 0.0% 2 5.7% 2 2.5%

⑪教育 12 46.2% 8 22.9% 1 1.2%

⑫保育 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2%

⑬医療 0 0.0% 3 8.6% 8 9.9%

⑭介護・福祉関連 4 15.4% 2 5.7% 3 3.7%

⑮国・自治体行政 3 11.5% 3 8.6% 25 30.9%

⑯その他 1 3.8% 3 8.6% 5 6.2%

記載（業種）数 26 100.0% 35 100.0% 81 100.0%

回答職場数 25 96.2% 28 125.0% 72 112.5%

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪ
ʲᶺ̏�ब労者ผのൺֱूʳ
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

主な勤務状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①変則的な勤務 6 24.0% 5 17.9% 17 23.6%

②拘束時間の長い勤務 8 32.0% 7 25.0% 19 26.4%

③出張の多い勤務 5 20.0% 4 14.3% 6 8.3%

④交代制勤務・深夜勤務 2 8.0% 8 28.6% 35 48.6%

⑤危険物を扱う業務 1 4.0% 2 7.1% 14 19.4%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 4 16.0% 7 25.0% 19 26.4%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 12 48.0% 15 53.6% 36 50.0%

⑧その他 4 16.0% 3 10.7% 13 18.1%

記載（職場）数 23 92.0% 26 92.9% 67 93.1%

未記載（職場）数 2 8.0% 2 7.1% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4）職場の内外勤の状況

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

内勤と外勤の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①内勤： 0～20％  ＊外勤：80～100％ 2 8.0% 5 17.9% 7 9.7%

②内勤：21～40％  ＊外勤：60～79％ 1 4.0% 0 0.0% 2 2.8%

③内勤：41～60％  ＊外勤：40～59％ 1 4.0% 4 14.3% 4 5.6%

④内勤：61～80％  ＊外勤：20～39％ 3 12.0% 2 7.1% 11 15.3%

⑤内勤：81～100％ ＊外勤： 0～19％ 17 68.0% 17 60.7% 44 61.1%

未記載（職場）数 1 4.0% 0 0.0% 4 5.6%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

80％以上の職場 81％以上の職場 82％以上の職場

内勤 18 内勤 17 内勤 46

外勤 2 外勤 5 外勤 7

Q6）就労者の男女比率？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 3 12.0% 1 3.6% 5 6.9%

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 8 32.0% 4 14.3% 8 11.1%

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 2 8.0% 3 10.7% 19 26.4%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 5 20.0% 12 42.9% 12 16.7%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 6 24.0% 6 21.4% 23 31.9%

未記載（職場）数 1 4.0% 2 7.1% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

80％以上の職場 81％以上の職場 82％以上の職場

男性 7 男性 9 男性 27

女性 3 女性 1 女性 5
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【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 1 4.0% 2 7.1% 9 12.5%

②おおむね理解・承知されている 7 28.0% 15 53.6% 33 45.8%

③約半数の者は、理解・承知している 7 28.0% 5 17.9% 10 13.9%

④ ほとんどの者は、理解・承知してい
ない

10 40.0% 6 21.4% 20 27.8%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）貴職場での選任状況はいかがですか？　【複数回答】
      （選任されている全てをお答えください）

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

選任状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①統括安全衛生管理者 11 44.0% 9 32.1% 44 61.1%

②安全管理者 11 44.0% 18 64.3% 43 59.7%

③衛生管理者 12 48.0% 20 71.4% 58 80.6%

④安全衛生推進員 9 36.0% 8 28.6% 14 19.4%

記載（職場）数 20 80.0% 26 92.9% 70 97.2%

未記載（職場）数 5 20.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

選任状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全委員会
　（ 一定業種で常時100人以上、特定

業種は50人以上）
5 20.0% 14 50.0% 46 63.9%

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

12 48.0% 24 85.7% 62 86.1%

③わからない 1 4.0% 1 3.6% 2 2.8%

未記載（職場）数 11 44.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 8 32.0% 25 89.3% 60 83.3%

②不定期だが、開催されている 2 8.0% 1 3.6% 7 9.7%

③問題が起きたときに開催されている 2 8.0% 0 0.0% 1 1.4%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

4 16.0% 1 3.6% 1 1.4%

⑤わからない 0 0.0% 0 0.0% 2 2.8%

未記載（職場）数 9 36.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

　Ｑ4－2）開催回数／年

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１回 1 4.0% 0 0.0% 1 1.4%

２回 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4%

３回 1 4.0% 0 0.0% 3 4.2%

４回 0 0.0% 1 3.6% 6 8.3%

５回 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0%

６回 0 0.0% 0 0.0% 3 4.2%

７回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８回 0 0.0% 0 0.0% 2 2.8%

９回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１０回 1 4.0% 2 7.1% 0 0.0%

１１回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１２回 7 28.0% 21 75.0% 51 70.8%

１３回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 14 56.0% 3 10.7% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q5)貴職場における安全衛生委員会の性格･位置づけはどのようなものとお考えですか？
      【複数回答】

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

安全衛生委員会等の性格・位置づけ 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全衛生活動のチェック機能
　（ 日常的な職場環境の点検などを

行う）
16 64.0% 24 85.7% 63 87.5%

②審議調整機能
　（ 労使で出された課題についての

調整を行う）
4 16.0% 7 25.0% 33 45.8%

③労働者の意見聴取の場
　（ 労使双方による実態の意見聴取

などを行う）
8 32.0% 19 67.9% 34 47.2%

④調査機能
　（問題点や改善点などの調査を行う）

9 36.0% 15 53.6% 49 68.1%

⑤意思決定機能
　（ 事業者への意見や改善の決定を

行う）
4 16.0% 8 28.6% 29 40.3%

⑥実行機能
　（ 必要な改善の実施とその把握な

どを行う）
9 36.0% 11 39.3% 37 51.4%

⑦その他 1 4.0% 1 3.6% 1 1.4%

未記載（職場）数 5 20.0% 1 3.6% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

1 4.0% 1 3.6% 7 9.7%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

3 12.0% 3 10.7% 5 6.9%

③報告が中心で議論は少ない 4 16.0% 11 39.3% 30 41.7%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

9 36.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 8 32.0% 0 0.0% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

委員会開催に向けた職場の
意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 1 4.0% 1 3.6% 7 9.7%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

3 12.0% 3 10.7% 5 6.9%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

4 16.0% 11 39.3% 30 41.7%

④特に行っていない 9 36.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 8 32.0% 0 0.0% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

6 24.0% 18 64.3% 37 51.4%

②長時間勤務の問題 9 36.0% 15 53.6% 33 45.8%

③メンタルヘルス問題 5 20.0% 10 35.7% 43 59.7%

④「働き方改革」について 5 20.0% 2 7.1% 11 15.3%

⑤労働災害・事故への対処 6 24.0% 10 35.7% 39 54.2%

⑥女性労働者の保護や課題 1 4.0% 0 0.0% 7 9.7%

⑦その他 3 12.0% 0 0.0% 4 5.6%

記載（職場）数 19 76.0% 27 96.4% 68 94.4%

未記載（職場）数 6 24.0% 1 3.6% 4 5.6%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

4 16.0% 16 57.1% 49 68.1%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

10 40.0% 5 17.9% 14 19.4%

③ 産業医は選任されているが、同じ事
業所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 1 3.6% 5 6.9%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

3 12.0% 2 7.1% 3 4.2%

⑤産業医は選任されていない 4 16.0% 3 10.7% 0 0.0%

未記載（職場）数 4 16.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等
を行っている

2 8.0% 7 25.0% 32 44.4%

② 産業医は、要請があった場合のみ
出席することとなっている

4 16.0% 5 17.9% 18 25.0%

③産業医は、委員会に出席していない 7 28.0% 12 42.9% 19 26.4%

④その他 2 8.0% 0 0.0% 3 4.2%

未記載（職場）数 10 40.0% 4 14.3% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

4 16.0% 3 10.7% 17 23.6%

②以前とあまり変化はない 13 52.0% 17 60.7% 46 63.9%

③以前より減少している 1 4.0% 0 0.0% 4 5.6%

④把握されていない 6 24.0% 8 28.6% 5 6.9%

未記載（職場）数 10 40.0% 4 14.3% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申
請されている

7 28.0% 18 64.3% 53 73.6%

② 認定請求に際し、事業者からの抵
抗が感じられ難しいことがある

6 24.0% 0 0.0% 3 4.2%

③ わずらわしさなどから、本人が請求
しないケースがある

1 4.0% 0 0.0% 5 6.9%

④把握されていない 8 32.0% 9 32.1% 10 13.9%

未記載（職場）数 3 12.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 5 20.0% 1 3.6% 8 11.1%

②以前とあまり変化はない 2 8.0% 16 57.1% 41 56.9%

③以前より減少している 4 16.0% 1 3.6% 10 13.9%

④把握されていない 10 40.0% 9 32.1% 13 18.1%

未記載（職場）数 4 16.0% 1 3.6% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策
が行われている

7 28.0% 12 42.9% 40 55.6%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

5 20.0% 9 32.1% 15 20.8%

③事業者・管理者の協力が得づらい 2 8.0% 0 0.0% 3 4.2%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、
十分な成果があげられていない

8 32.0% 7 25.0% 11 15.3%

未記載（職場）数 3 12.0% 0 0.0% 3 4.2%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 17 68.0% 21 75.0% 53 73.6%

②長時間労働への対策 18 72.0% 20 71.4% 44 61.1%

③労働密度増大への対策 9 36.0% 12 42.9% 28 38.9%

④勤務･作業環境の改善 12 48.0% 17 60.7% 41 56.9%

⑤女性の就労環境の対策 2 8.0% 2 7.1% 13 18.1%

⑥高齢者の就労環境の対策 6 24.0% 5 17.9% 15 20.8%

⑦その他 2 8.0% 1 3.6% 3 4.2%

記載（職場）数 24 96.0% 28 100.0% 69 95.8%

未記載（職場）数 1 4.0% 0 0.0% 3 4.2%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1） 労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を全て選ん
でください。　【複数回答】 

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 労働安全に関わる学習会を行って
いる

6 24.0% 1 3.6% 8 11.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換
の場を設定している

4 16.0% 9 32.1% 25 34.7%

③ 産業医との意見交換を行い、助言
を得るようにしている

1 4.0% 4 14.3% 10 13.9%

④ 組合員に対し、相談の窓口を設置し
ている

7 28.0% 6 21.4% 21 29.2%

⑤ 安全衛生委員会の開催報告を行っ
ている

7 28.0% 7 25.0% 28 38.9%

⑥ 問題把握のため、アンケートなどの
調査を行っている

7 28.0% 1 3.6% 14 19.4%

⑦特に行っていない 4 16.0% 12 42.9% 16 22.2%

⑧その他 2 8.0% 2 7.1% 4 5.6%

記載（職場）数 23 92.0% 27 96.4% 72 100.0%

未記載（職場）数 2 8.0% 1 3.6% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 8 32.0% 13 46.4% 42 58.3%

②相談実績はない 16 64.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 1 4.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十
分に行われている

4 16.0% 4 14.3% 32 44.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

13 52.0% 16 57.1% 26 36.1%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があ
ることを知らない

6 24.0% 6 21.4% 6 8.3%

④全く周知されていない 1 4.0% 1 3.6% 3 4.2%

未記載（職場）数 1 4.0% 1 3.6% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 12 48.0% 11 39.3% 21 29.2%

②要求課題があり、要求している 12 48.0% 13 46.4% 42 58.3%

③要求課題はあるが、要求していない 1 4.0% 3 10.7% 7 9.7%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.6% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

50人ᮍ‶職場 50人䡚100人ᮍ‶職場 100人以上職場

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 1 4.0% 0 0.0% 19 26.4%

②診療施設の設置 1 4.0% 3 10.7% 7 9.7%

③運動施設（体育館等）の設置 3 12.0% 1 3.6% 6 8.3%

④休憩室の設置 19 76.0% 16 57.1% 49 68.1%

⑤残業制限 7 28.0% 5 17.9% 36 50.0%

⑥年休取得推奨 10 40.0% 12 42.9% 39 54.2%

⑦メンタルヘルス教育 8 32.0% 8 28.6% 40 55.6%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関
連冊子等の配布

5 20.0% 3 10.7% 24 33.3%

⑨喫煙対策 12 48.0% 9 32.1% 35 48.6%

⑩保健対策 4 16.0% 2 7.1% 15 20.8%

⑪職場巡視（安全パトロール） 13 52.0% 14 50.0% 52 72.2%

⑫職場清掃管理 8 32.0% 8 28.6% 29 40.3%

⑬その他 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 24 96.0% 24 85.7% 70 97.2%

未記載（職場）数 1 4.0% 4 14.3% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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り、県内事情をѲするに૬応しいサンϓルと考えられる。特に、国・自治体行政31、ڭҭ21、

造20は、県内の労働安全の対応では上位にϥンΫされる職場である。なお、業छによっては、

ෳ数のճがಘられない保ҭ１は、県内の૯体レϕルをධ価することはできないと考える。

労働安全衛生法の理ղ・प度（２�2１）では、「十分」「おおΉね」理ղ・ঝしている

を合わͤ、造80�0ˋ、Ӧ業・ൢച7��0ˋ、ిؾΨスਫಓの供87څ��ˋ、ަ௨サーϏス7��0ˋ、ۚ

༥・保険7��0�では高く、ڭҭ28�6ˋ、医療27�3�、国・自治体行政38�7�の業छではくなって

いる。また、「΄とんどの者は」「全く」理ղ・ঝしていないを合わͤ、ڭҭ47�6ˋ、հޢ・

ࢱ関連44�4�でप不の事業者が多い。特に学ߍの特घ性として、「職һ問題は後ճし」的

な感֮があると考えられる。

公務・公ڞ職場の理ղ・प度がいことがղるが、その要因としては危険度の少ない内勤職

場が多いことが考えられるとともに、पを果たさない姿やແ関心な労働者が多いことも

推ଌされる。

委һ会での意見反ө・課題ղ決（２�2̒）では、造業が�0�0�「実現している」とճして

いる。造業では、生産性に直接反өされるために、改善の実現性は高いものと推察される。

また、委һ会での課題・事Ҋ（２�2̔）では、現場作業が伴うݐઃ7��0�、運༌・༣ศ88��ˋ、

*5・情報௨৴7��0ˋが「労働災害・事ނへの対ॲ」が高く、「長時間勤務の問題」では、医療

72�7ˋ、ۚ༥・保険�0�0ˋ、հޢ・ࢱ関連44�4�、「メンタルヘルス問題」では、医療72�7ˋ、

国・自治体行政61�3ˋがಥग़している

産業医のબ（２�2̕）では、ᶍڭҭで̏件、全体では̓事業ॴで「બされていない」と

の法義務違反のճが見られた。

労災ೝ定の件数状況（̏�2̏）では、ۚ༥・保険、ڭҭ、保ҭ、医療、հޢ・ࢱ関連で

は、「以લより減少している」とのճは̌�であった。

労働組合としての具体的要求（̐�2̏）については、ݐઃ100�0�、運༌・༣ศ77�8ˋ、医療

72�7ˋ、国・自治体行政74�2�と高く、単産としても重要な運動と位置けられ、問題点を具体

的に要求する活動が行われていることがղる。
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【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

業　　種 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0%

②製造 20 14.1%

③営業・販売 8 5.6%

④建設 4 2.8%

⑤電気・ガス・水等の供給 7 4.9%

⑥運輸・郵便 9 6.3%

⑦宿泊・飲食 0 0.0%

⑧交通サービス 4 2.8%

⑨ＩＴ・情報通信 4 2.8%

⑩金融・保険 4 2.8%

⑪教育 21 14.8%

⑫保育 1 0.7%

⑬医療 11 7.7%

⑭介護・福祉関連 9 6.3%

⑮国・自治体行政 31 21.8%

⑯その他 9 6.3%

記載（業種）数 142 100.0%

回答職場数 125 113.6%

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪ
ʲᶺ̐�業छผのൺֱूʳ
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全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 12 9.6% 4 20.0% 4 50.0% 1 25.0%

②おおむね理解・承知されている 55 44.0% 12 60.0% 2 25.0% 3 75.0%

③約半数の者は、理解・承知している 22 17.6% 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 36 28.8% 1 5.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 0 0.0% 1 11.1% 1 25.0% 0 0.0%

②おおむね理解・承知されている 6 85.7% 5 55.6% 2 50.0% 2 50.0%

③約半数の者は、理解・承知している 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 2 50.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②おおむね理解・承知されている 1 25.0% 6 28.6% 0 0.0% 3 27.3%

③約半数の者は、理解・承知している 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 8 72.7%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 1 25.0% 10 47.6% 1 100.0% 0 0.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 0 0.0% 1 3.2% 2 22.2%

②おおむね理解・承知されている 4 44.4% 11 35.5% 6 66.7%

③約半数の者は、理解・承知している 1 11.1% 10 32.3% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 4 44.4% 9 29.0% 1 11.1%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？
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Q6) 委員会では意見や要望は出されていますか？
     また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

9 7.2% 18 90.0% 4 50.0% 2 50.0%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

11 8.8% 1 5.0% 2 25.0% 2 50.0%

③報告が中心で議論は少ない 45 36.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

50 40.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 9 7.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

4 57.1% 3 33.3% 2 50.0% 2 50.0%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 1 25.0%

③報告が中心で議論は少ない 2 28.6% 2 22.2% 0 0.0% 1 25.0%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

0 0.0% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 5 45.5%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

1 25.0% 2 9.5% 0 0.0% 1 9.1%

③報告が中心で議論は少ない 1 25.0% 4 19.0% 1 100.0% 4 36.4%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

1 11.1% 16 51.6% 3 33.3%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

2 22.2% 7 22.6% 2 22.2%

③報告が中心で議論は少ない 2 22.2% 7 22.6% 2 22.2%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

1 11.1% 1 3.2% 1 11.1%

未記載（職場）数 3 33.3% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q7)委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 9 7.2% 4 20.0% 3 37.5% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

11 8.8% 3 15.0% 1 12.5% 1 25.0%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

45 36.0% 11 55.0% 4 50.0% 3 75.0%

④特に行っていない 50 40.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 10 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 1 25.0%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

6 85.7% 5 55.6% 2 50.0% 3 75.0%

④特に行っていない 1 14.3% 1 11.1% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

1 25.0% 3 14.3% 0 0.0% 1 9.1%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

1 25.0% 3 14.3% 0 0.0% 2 18.2%

④特に行っていない 1 25.0% 11 52.4% 1 100.0% 8 72.7%

未記載（職場）数 0 0.0% 4 19.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

1 11.1% 8 25.8% 2 22.2%

④特に行っていない 5 55.6% 21 67.7% 3 33.3%

未記載（職場）数 3 33.3% 0 0.0% 2 22.2%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q8)現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

61 48.8% 10 50.0% 5 25.0% 1 25.0%

②長時間勤務の問題 57 45.6% 4 20.0% 6 30.0% 3 75.0%

③メンタルヘルス問題 58 46.4% 9 45.0% 2 10.0% 0 0.0%

④「働き方改革」について 18 14.4% 3 15.0% 2 10.0% 2 50.0%

⑤労働災害・事故への対処 55 44.0% 10 50.0% 3 15.0% 3 75.0%

⑥女性労働者の保護や課題 8 6.4% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%

⑦その他 7 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 114 91.2% 18 90.0% 6 30.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 11 8.8% 2 10.0% 14 70.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 57.1% 3 33.3% 2 50.0% 3 75.0%

②長時間勤務の問題 2 28.6% 3 33.3% 1 25.0% 4 100.0%

③メンタルヘルス問題 1 14.3% 1 11.1% 1 25.0% 1 25.0%

④「働き方改革」について 0 0.0% 2 22.2% 1 25.0% 1 25.0%

⑤労働災害・事故への対処 0 0.0% 8 88.9% 2 50.0% 3 75.0%

⑥女性労働者の保護や課題 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0%

⑦その他 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 100.0% 10 47.6% 0 0.0% 10 90.9%

②長時間勤務の問題 4 100.0% 8 38.1% 0 0.0% 5 45.5%

③メンタルヘルス問題 2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 8 72.7%

④「働き方改革」について 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 8 72.7%

⑤労働災害・事故への対処 2 50.0% 2 9.5% 0 0.0% 7 63.6%

⑥女性労働者の保護や課題 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 7 63.6%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 4 100.0% 16 76.2% 0 0.0% 11 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 5 23.8% 1 100.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 44.4% 27 87.1% 4 44.4%

②長時間勤務の問題 1 11.1% 11 35.5% 4 44.4%

③メンタルヘルス問題 4 44.4% 11 35.5% 3 33.3%

④「働き方改革」について 3 33.3% 19 61.3% 2 22.2%

⑤労働災害・事故への対処 1 11.1% 12 38.7% 5 55.6%

⑥女性労働者の保護や課題 3 33.3% 11 35.5% 1 11.1%

⑦その他 2 22.2% 1 3.2% 1 11.1%

記載（職場）数 7 77.8% 30 96.8% 8 88.9%

未記載（職場）数 2 22.2% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

− �0 −



Q9)産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

69 55.2% 14 70.0% 7 87.5% 4 100.0%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

29 23.2% 5 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

8 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 7 5.6% 1 5.0% 1 12.5% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

5 71.4% 5 55.6% 2 50.0% 3 75.0%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

1 14.3% 3 33.3% 1 25.0% 0 0.0%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 1 25.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

4 100.0% 6 28.6% 1 100.0% 5 45.5%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

0 0.0% 4 19.0% 0 0.0% 1 9.1%

⑤産業医は選任されていない 0 0.0% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 3 14.3% 0 0.0% 1 9.1%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

3 33.3% 18 58.1% 5 55.6%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

2 22.2% 10 32.3% 2 22.2%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

2 22.2% 1 3.2% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

− �1 −



全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

24 19.2% 2 10.0% 1 12.5% 1 25.0%

②以前とあまり変化はない 76 60.8% 14 70.0% 6 75.0% 3 75.0%

③以前より減少している 5 4.0% 2 10.0% 1 12.5% 0 0.0%

④把握されていない 19 15.2% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 14 11.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②以前とあまり変化はない 4 57.1% 6 66.7% 1 25.0% 4 100.0%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 3 33.3% 2 50.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

1 25.0% 4 19.0% 1 100.0% 3 27.3%

②以前とあまり変化はない 3 75.0% 11 52.4% 0 0.0% 7 63.6%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 6 28.6% 0 0.0% 1 9.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

4 44.4% 9 29.0% 1 11.1%

②以前とあまり変化はない 3 33.3% 18 58.1% 7 77.8%

③以前より減少している 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0%

④把握されていない 2 22.2% 3 9.7% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【３】　労働災害の状況

Q1)貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？
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Q3)労働災害認定の件数状況はいかがですか？

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 14 11.2% 1 5.0% 0 0.0% 1 25.0%

②以前とあまり変化はない 59 47.2% 15 75.0% 7 87.5% 2 50.0%

③以前より減少している 15 12.0% 4 20.0% 1 12.5% 1 25.0%

④把握されていない 32 25.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

②以前とあまり変化はない 4 57.1% 3 33.3% 1 25.0% 3 75.0%

③以前より減少している 1 14.3% 4 44.4% 1 25.0% 1 25.0%

④把握されていない 1 14.3% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 0 0.0% 6 28.6% 1 100.0% 1 9.1%

②以前とあまり変化はない 4 100.0% 3 14.3% 0 0.0% 5 45.5%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 10 47.6% 0 0.0% 5 45.5%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 1 11.1% 4 12.9% 1 11.1%

②以前とあまり変化はない 3 33.3% 16 51.6% 4 44.4%

③以前より減少している 0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

④把握されていない 5 55.6% 8 25.8% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q4)労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

59 47.2% 14 70.0% 4 50.0% 3 75.0%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

29 23.2% 4 20.0% 4 50.0% 1 25.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

26 20.8% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

4 57.1% 4 44.4% 2 50.0% 4 100.0%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 28.6% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

1 14.3% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 4 36.4%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 50.0% 4 19.0% 0 0.0% 2 18.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

0 0.0% 10 47.6% 1 100.0% 2 18.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

2 22.2% 14 45.2% 4 44.4%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 22.2% 8 25.8% 2 22.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 1 11.1% 2 6.5% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

4 44.4% 6 19.4% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 15 12.0% 2 10.0% 2 25.0% 1 25.0%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 38 30.4% 9 45.0% 6 75.0% 3 75.0%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 15 12.0% 2 10.0% 1 12.5% 1 25.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 34 27.2% 6 30.0% 5 62.5% 2 50.0%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 42 33.6% 9 45.0% 5 62.5% 3 75.0%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 22 17.6% 1 5.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑦特に行っていない 32 25.6% 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧その他 8 6.4% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 122 97.6% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 4 57.1% 4 44.4% 3 75.0% 2 50.0%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 3 42.9% 2 22.2% 2 50.0% 1 25.0%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 4 57.1% 4 44.4% 1 25.0% 2 50.0%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

⑦特に行っていない 1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

⑧その他 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 1 25.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 3 75.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 2 50.0% 6 28.6% 1 100.0% 4 36.4%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 2 50.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

⑦特に行っていない 0 0.0% 7 33.3% 0 0.0% 5 45.5%

⑧その他 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 4 100.0% 19 90.5% 1 100.0% 11 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 0 0.0% 3 9.7% 1 11.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 1 11.1% 7 22.6% 4 44.4%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 11.1% 6 19.4% 2 22.2%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 3 33.3% 4 12.9% 2 22.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 0 0.0% 13 41.9% 4 44.4%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 1 11.1% 11 35.5% 0 0.0%

⑦特に行っていない 4 44.4% 6 19.4% 3 33.3%

⑧その他 0 0.0% 3 9.7% 1 11.1%

記載（職場）数 9 100.0% 31 100.0% 8 88.9%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1)労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を
     全て選んでください。　【複数回答】 
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全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 63 50.4% 10 50.0% 7 87.5% 3 75.0%

②相談実績はない 57 45.6% 10 50.0% 1 12.5% 1 25.0%

未記載（職場）数 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 3 42.9% 6 66.7% 2 50.0% 2 50.0%

②相談実績はない 4 57.1% 2 22.2% 2 50.0% 2 50.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 3 75.0% 6 28.6% 1 100.0% 6 54.5%

②相談実績はない 1 25.0% 13 61.9% 0 0.0% 5 45.5%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 4 44.4% 17 54.8% 5 55.6%

②相談実績はない 5 55.6% 13 41.9% 3 33.3%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について
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全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

40 32.0% 10 50.0% 4 50.0% 3 75.0%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

55 44.0% 7 35.0% 4 50.0% 1 25.0%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

18 14.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 7 5.6% 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

5 71.4% 1 11.1% 1 25.0% 1 25.0%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

2 28.6% 4 44.4% 2 50.0% 3 75.0%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

0 0.0% 3 33.3% 1 25.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

1 25.0% 5 23.8% 1 100.0% 4 36.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

2 50.0% 9 42.9% 0 0.0% 6 54.5%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

1 25.0% 6 28.6% 0 0.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

1 11.1% 6 19.4% 4 44.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

5 55.6% 16 51.6% 2 22.2%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

1 11.1% 7 22.6% 0 0.0%

④全く周知されていない 2 22.2% 1 3.2% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について
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全　　体 䐠〇㐀 䐡営業・㈍ 䐢ᘓ設

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 44 35.2% 11 55.0% 3 37.5% 0 0.0%

②要求課題があり、要求している 67 53.6% 6 30.0% 3 37.5% 4 100.0%

③要求課題はあるが、要求していない 11 8.8% 3 15.0% 2 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

䐣㟁Ẽ䜺䝇Ỉ㐨の౪⤥ 䐤運㍺・㒑౽ 䐦交㏻䝃䞊䝡䝇 ⑨ＩＴ・情報通信

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 4 57.1% 2 22.2% 2 50.0% 2 50.0%

②要求課題があり、要求している 2 28.6% 7 77.8% 1 25.0% 2 50.0%

③要求課題はあるが、要求していない 1 14.3% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

䐨㔠⼥・保㝤 䐩ᩍ⫱ 䐪保⫱ 䐫医⒪

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 1 25.0% 10 47.6% 0 0.0% 3 27.3%

②要求課題があり、要求している 2 50.0% 9 42.9% 1 100.0% 8 72.7%

③要求課題はあるが、要求していない 1 25.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

䐬ㆤ・⚟♴関㐃 䐭ᅜ・⮬体行ᨻ 䐮その

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 4 44.4% 4 12.9% 4 44.4%

②要求課題があり、要求している 4 44.4% 23 74.2% 3 33.3%

③要求課題はあるが、要求していない 1 11.1% 2 6.5% 1 11.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？
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ճ職場の中で、内勤と֎勤がそれぞれ80�以上をめる職場のൺֱを行った。

勤務状況の特（１�2̏）では、「߆ଋ時間の長い勤務」内勤28�4�、֎勤3��7�、「ަ代制

勤務・ਂ勤務」内勤3��8�、֎勤3��7�、「時間֎勤務が߃ৗ化している業務」内勤���3�、֎

勤3��7�などは、΄ぼڞ௨している。֎勤の特としては、「危険物をѻう業務」21�4ˋ、「ػ

ց（自動ं）等をૢ作する業務」�7�1ˋがڍげられる。

また、就労者のஉঁൺ（１�2̒）では、ঁ性は内勤職場に働くׂ合が多い。

労働安全衛生法の理ղ・प度（２�2１）では、「十分」「おおΉね」理ղ・ঝしている

を合わͤ、内勤40�7ˋ、֎勤8��7ˋと大きな違いとなっている。֎勤職場では、危険度も高くな

ることから、日ৗ的にも労働安全が重要視されていることがղる。

委һ会の։࠵状況（２�2̐�ᾜ・ᾝ）でも、内勤はバϥπΩがあるが、֎勤では΄ぼ定ظ։࠵

が行われていると推察される。

委һ会での課題（２�2̔）も、֎勤では「労働災害・事ނへの対ॲ」64�3ˋ、内勤では「メン

タルヘルス問題」48�1ˋが特的である。

労働災害の申請やೝ定状況（̏�22�2̏）では、「Ѳされていない」とのճが内勤で

2����、2��6�とあるが、֎勤では事ނなどをڞ有することを௨して再発の防ࢭを行う必要がある

ため、従業һに公දする場合が多いこととなる。法律等の९कや協力の状況（̏�2̐）でも公

දにより対策が行われるճも֎勤64�3ˋと高くなっている。

今後の労働災害防ࢭにΉけての課題では、「メンタルヘルスの対策」内勤72�8ˋ、֎勤

71�4ˋ、「長時間労働への対策」内勤6��1ˋ、֎勤42��ˋが、いずれも重要とଊえられている。

組合һからの૬ஊ実（̐�2２�ᾜ）では、֎勤�7�1ˋと内勤4��7ˋを上ճっているが、૬ஊ૭

口の状況（̐�2２�ᾝ）では、「全くपされていない」が内勤1�2ˋ、֎勤14�3ˋと、֎勤者へ

の組合からのୡのしさがうかがえる。

労働安全衛生に関わる具体的な要求（̐�2̏）については、֎勤42��ˋ、内勤38�3ˋが「現時

点では、要求するものはない」とճしている。一ൠ的に、֎勤業務は事業ॴでの対応にݶ界が

ある場合があること、対応すべきことに緊ٸ性が高いものがあることから、֎勤業務では改善Մ

能な対応が進んでいると考えられる。

職場での安全ŋ保健の環境や対策（̐�2̐）では、実施している対策に大ࠩはないが、「保健

対策」については、内勤1��8ˋ、֎勤7�1ˋとࠩがみられた。֎勤業務では、֎෦との関係で時間

的制があることが多く、時間的な余༟の影響と考えられる。

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪͷߟ

ᶺ５　内勤・外勤者֤80ˋ以上職場の比較ू
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

主な勤務状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①変則的な勤務 18 22.2% 4 28.6㻑

②拘束時間の長い勤務 23 28.4㻑 5 35.7%

③出張の多い勤務 10 12.3% 0 0.0㻑

④交代制勤務・深夜勤務 29 35.8㻑 5 35.7%

⑤危険物を扱う業務 11 13.6㻑 3 21.4%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 12 14.8㻑 8 57.1%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 48 59.3% 5 35.7%

⑧その他 18 22.2% 1 7.1%

記載（職場）数 78 96.3㻑 11 78.6㻑

未記載（職場）数 3 3.7% 3 21.4%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

ʮۈ࿑ऀͱ৬ͷ҆શରࡦʯʹ͔͔ΘΔ࣮ଶௐࠪ
ʲᶺ̑�ۈɾ֎ۈ者֤ ��ˋҎ্৬のൺֱूʳ

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0㻑 0 0.0㻑

②製造 17 21.0㻑 0 0.0㻑

③営業・販売 2 2.5% 2 14.3%

④建設 0 0.0㻑 1 7.1%

⑤電気・ガス・水等の供給 1 1.2% 3 21.4%

⑥運輸・郵便 1 1.2% 4 28.6㻑

⑦宿泊・飲食 0 0.0㻑 0 0.0㻑

⑧交通サービス 0 0.0㻑 3 21.4%

⑨ＩＴ・情報通信 1 1.2% 1 7.1%

⑩金融・保険 0 0.0㻑 1 7.1%

⑪教育 21 25.9% 0 0.0㻑

⑫保育 1 1.2% 0 0.0㻑

⑬医療 11 13.6㻑 0 0.0㻑

⑭介護・福祉関連 6 7.4% 1 7.1%

⑮国・自治体行政 22 27.2% 0 0.0㻑

⑯その他 4 4.9% 4 28.6㻑

記載（職場）数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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Q6）就労者の男女比率？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 8 9.9% 0 0.0㻑

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 18 22.2% 0 0.0㻑

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 18 22.2% 1 7.1%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 17 21.0㻑 1 7.1%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 14 17.3% 12 85.7㻑

未記載（職場）数 6 7.4% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

80％以上の職場 80％以上の職場

男性 18 男性 13

女性 8 女性 0

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 3 3.7% 3 21.4%

②おおむね理解・承知されている 30 37.0㻑 9 64.3㻑

③約半数の者は、理解・承知している 17 21.0㻑 0 0.0㻑

④ほとんどの者は、理解・承知していない 31 38.3㻑 2 14.3%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0㻑 0 0.0㻑

未記載（職場）数 0 0.0㻑 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

各種委員会の設置状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全委員会
　（ 一定業種で常時100人以上、特定業種

は50人以上）
40 49.4% 9 64.3㻑

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

66 81.5㻑 9 64.3㻑

③わからない 2 2.5% 1 7.1%

未記載（職場）数 8 9.9% 3 21.4%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 59 72.8㻑 11 78.6㻑

②不定期だが、開催されている 6 7.4% 0 0.0㻑

③問題が起きたときに開催されている 2 2.5% 0 0.0㻑

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

6 7.4% 0 0.0㻑

⑤わからない 0 0.0㻑 1 7.1%

未記載（職場）数 8 9.9% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

　Ｑ4－2）開催回数／年

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

１回 1 1.2% 0 0.0㻑

２回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

３回 4 4.9% 0 0.0㻑

４回 3 3.7% 0 0.0㻑

５回 1 1.2% 0 0.0㻑

６回 2 2.5% 1 7.1%

７回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

８回 2 2.5% 0 0.0㻑

９回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

１０回 3 3.7% 0 0.0㻑

１１回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

１２回 48 59.3% 10 71.4%

１３回 0 0.0㻑 0 0.0㻑

未記載（職場）数 16 19.8㻑 3 21.4%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の検討
を行い実現している

3 3.7% 0 0.0㻑

② 意見や要望は出されるが、「検討する」
で終わることが多い

8 9.9% 2 14.3%

③報告が中心で議論は少ない 21 25.9% 9 64.3㻑

④ 問題意識が薄く、形式的な開催となって
いる

41 50.6㻑 2 14.3%

未記載（職場）数 8 9.9% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会開催に向けた職場の
意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 3 3.7% 0 0.0㻑

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く機会
を設けている

8 9.9% 2 14.3%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に申し
出る状況にある

21 25.9% 9 64.3㻑

④特に行っていない 41 50.6㻑 2 14.3%

未記載（職場）数 8 9.9% 1 7.1%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

37 45.7% 5 35.7%

②長時間勤務の問題 37 45.7% 6 42.9%

③メンタルヘルス問題 39 48.1㻑 4 28.6㻑

④「働き方改革」について 11 13.6㻑 2 14.3%

⑤労働災害・事故への対処 29 35.8㻑 9 64.3㻑

⑥女性労働者の保護や課題 5 6.2㻑 0 0.0㻑

⑦その他 5 6.2㻑 1 7.1%

記載（職場）数 71 87.7㻑 14 100.0㻑

未記載（職場）数 10 12.3% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

17 21.0㻑 0 0.0㻑

②以前とあまり変化はない 49 60.5㻑 11 78.6㻑

③以前より減少している 3 3.7% 1 7.1%

④把握されていない 11 13.6㻑 2 14.3%

未記載（職場）数 10 12.3% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申請さ
れている

45 55.6㻑 11 78.6㻑

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感
じられ難しいことがある

8 9.9% 1 7.1%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しな
いケースがある

3 3.7% 1 7.1%

④把握されていない 21 25.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っ
ている

28 34.6㻑 2 14.3%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席す
ることとなっている

17 21.0㻑 2 14.3%

③産業医は、委員会に出席していない 22 27.2% 7 50.0㻑

④その他 4 4.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 10 12.3% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が行わ
れている

35 43.2% 9 64.3㻑

② 防止対策を決めても、実施に問題を抱え
ることが多い

18 22.2% 3 21.4%

③事業者・管理者の協力が得づらい 3 3.7% 1 7.1%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な
成果があげられていない

21 25.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 59 72.8㻑 10 71.4%

②長時間労働への対策 56 69.1㻑 6 42.9%

③労働密度増大への対策 30 37.0㻑 4 28.6㻑

④勤務･作業環境の改善 49 60.5㻑 5 35.7%

⑤女性の就労環境の対策 15 18.5㻑 0 0.0㻑

⑥高齢者の就労環境の対策 13 16.0㻑 5 35.7%

⑦その他 4 4.9% 1 7.1%

記載（職場）数 78 96.3㻑 14 100.0㻑

未記載（職場）数 3 3.7% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 10 12.3% 2 14.3%

②以前とあまり変化はない 37 45.7% 7 50.0㻑

③以前より減少している 6 7.4% 4 28.6㻑

④把握されていない 24 29.6㻑 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 37 45.7% 8 57.1%

②相談実績はない 40 49.4% 6 42.9%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分に行
われている

25 30.9㻑 5 35.7%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分とは
いえない

37 45.7% 5 35.7%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があること
を知らない

12 14.8㻑 2 14.3%

④全く周知されていない 1 1.2% 2 14.3%

未記載（職場）数 6 7.4% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 31 38.3㻑 6 42.9%

②要求課題があり、要求している 42 51.9% 6 42.9%

③要求課題はあるが、要求していない 5 6.2㻑 2 14.3%

未記載（職場）数 3 3.7% 0 0.0㻑

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 12 14.8㻑 3 21.4%

②診療施設の設置 8 9.9% 1 7.1%

③運動施設（体育館等）の設置 10 12.3% 0 0.0㻑

④休憩室の設置 55 67.9㻑 8 57.1%

⑤残業制限 28 34.6㻑 5 35.7%

⑥年休取得推奨 39 48.1㻑 6 42.9%

⑦メンタルヘルス教育 36 44.4% 5 35.7%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊
子等の配布

17 21.0㻑 4 28.6㻑

⑨喫煙対策 40 49.4% 6 42.9%

⑩保健対策 16 19.8㻑 1 7.1%

⑪職場巡視（安全パトロール） 47 58.0㻑 10 71.4%

⑫職場清掃管理 30 37.0㻑 6 42.9%

⑬その他 0 0.0㻑 1 7.1%

記載（職場）数 75 92.6㻑 13 92.9%

未記載（職場）数 6 7.4% 1 7.1%

回答職場数 81 100.0㻑 14 100.0㻑
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はじめに

労働基準法 ୈ32

１ ɽ「使用者は、労働者に、ܜٳ時間を除

き一ि間について࢛十時間をえて、労

働さͤてはならない。」

２ ɽ「使用者は、一ि間の各日については、

労働者に、ܜٳ時間を除き一日について

ീ時間をえて、労働さͤてはならな

い。」

୭もがৗ識的なこととして、ೝ識している

労働のࠜ本的な法規制である。

しかし、現実はどうであろうかʁ

近年にݶらず、長時間労働はあらゆる業छ

の職場で問題となり、あるいは当然のことと

してこの規制をえた就労が行われ続けてい

る。

もとより、１日̔時間をえる労働はすべ

て違法ということではなく、̔時間をえる

労働に対しては、様々な法規制や制度が定め

られている。

ある意ຯでは、時間֎労働の必要性をೝめ

容ೝする中で、１日̔時間が労働のࠜ本法制

としてݎ持されているのである。

労働者の働き方や労働環境と健康や安全は

密接な関係にある。多くの事件・事ނによる

労働災害の歴史は、働き方や労働環境の不十

分さの歴史でもある。

近年は、「過労死」や「過労自殺」の言༿

が、国会でもٞされ、厚生労働省も調査研

究にऔり組みはじめている。

そのような中でも、長時間労働によるඃ害

者の報ಓが܁り返され、極めてҟৗな長時

間・過重労働が໌らかにされるたびに、খ生

は「この国では̔時間働くだけではμメなの

か」とٙ問を持つのである。

働き過͗によって、健康を害しあるいは໋

までもམとすことなど、あってはならないこ

とは、労働のݪ則である。

安ഒ政権は、「働き方改革」をܝげ、働き

方改革実現会ٞを発さͤた。日本経済の再

生を実現するために、加価値生産性と労働

生産性の向上を図る必要があるとして、ը一

的な労働制度や保ҭ・հޢとの྆立ࠔなど

働くことに立ͪはだかる様々なนをऔり除き、

「一ԯ૯活༂の国り」をすすめるというも

のである。

確かに「一ԯ૯活༂」は別として、日本の

「働き方」には多くの課題が存ࡏし、労働に

かかわる事件や事ނが܁り返されてきた。

「働き方改革」なるものが、その改善やղ

決に݁びつくものとなるのかʁ働く者にとっ

ては、໋と生活そして生き方にかかわる多く

の重要課題が提起されているのである。

ܭ年݄̏に決定した「働き方改革実行ࡢ

ը」では、長時間労働のੋ正などԿ点かの問

ؒ࣌労ಇ͔Βのղ์に͚ͯ
ʕ�ΘΕる「ಇ͖ํ」と労ಇ҆શӴੜの現ঢ়�ʕ

公益社団法人　新潟県自治研究センター
ৗ務理事・研究主װ　ຟ　ޱ　හ　ߦ
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題ೝ識と改善の視点がࣔされている。

では過重ߘը等の内容は後述するが、本ܭ

労働による多くの٘ਜ਼者や家族が訴え続けて

きた、「長時間労働問題」の改善にয点をあ

て述べることとする。

時間労働の࣮態と「ੋ正」のຊ࣭

長時間労働による過労死や過労自殺が報ಓ

に৮れるػ会が多くなっている。しかし、報

ಓは一෦であり、また労働災害ೝ定がೝめら

れるものはその中のごくۇかであろう。

現ࡏでも、日本の労働には、時間֎・長時

間労働が当たりલのように行われ、「日本の

企業จ化」とまで言われている。その理༝は

様々考えられるが、残業ख当というۚમ的な

誘因の存ࡏ、長時間労働が「ؤுっている」

との功労的ධ価など年功序列・終身雇用が

一ൠ的である日本企業の構造ѱとも言われて

いる。

確かに、日本の労働者は「働き๘」と言わ

れ、それが日本企業の成長をࢧえてきた仕組

みでもあったが、そこに問題がなかったとい

うことではない。

今日、「,BSPVTIJ」（過労死）は不໊༪

な国際ڞ௨ޠとなり、長時間・不ٳの日本の

労働者を൰下する言༿となっている。

そもそも、「働くこと」に対する意識の違

いがある。Ϥーロッύॾ国では、働くことの

目的は「自らの自༝の֫ಘ」にあると言わ

れ、ٳՋ制度等は全औಘが当然とされてい

る。有ٳڅՋ制度を持ͪながら、制度औಘす

らຬにऔれないことにあきらめている日本

の労働者意識にも問題があるであろう。今は、

ফえࣦͤた「ϓレϛΞムフϥイσー」がࢥい

起こされる。ຖ݄の༵ۚ日にはޕ後̏時に

仕事をり上げ、झຯや֎৯をָしもうʕ

ʕというऔり組みであった。しかし、多くの

労働者は「自分とは関係ない」「使うおۚの

余༟がない」、あるいは「ૣくり上げると、

ଞの日に残業がっている」といったফ極

的・൵観的な意見が実施当初からग़されてい

た。このػ会を活かそうとする職場も労働者

も、少数であったのではないだろうか。当

時、先してಋೖした企業も、有څの振ସな

どへの様変わりがみられる実態もある。

このような意識や状況はੈ界ڞ௨のものな

のだろうか。えは「ϊー」である。

Ԥถॾ国では、長時間労働は「ඒಙ」とさ

れておらず、Ήしろ上࢘のಜと本人の能力

のなさのূࠨであると考えられており、仕事

とࢲ生活を྆立さͤるためには家族との時間

をしっかりと確保しӳؾを養うことによって

ޮ的な仕事がՄ能になると考えられている

のである。安ଉ日・ٳ日に働くなど、फڭ的

に֎なのである。

*-0「*-045"5 %BUBCBTF」や૯務省「労

働力調査」、厚生労働省「ຖ݄勤労౷ܭ調

査」のσータ（いずれも2013年を基ૅにࢼ

労働時間（時間）はۉによると、年ฏ（ࢉ

ドイπ1388、フϥンス148�、イΪリス166�、

日本173�、ؖ国2163である。また、ि40時

間以上の労働を行う人のׂ合は、フϥンス

27��ˋ、イΪリス37�0ˋ、ドイπ4��1ˋ、日

本����ˋ、ؖ国7��0ˋであった。

日本型企業運Ӧが多いとされるؖ国、そし

て日本の長時間労働が目立っている。

また、日本ではि60時間をえる労働者の

ׂ合は、全体として下傾向にあるものの、

特に30ࡀ代のஉ性のׂ合が高くなっている。

国際労働ػ関（*-0）からは、「労働時間
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がि48時間を過すると健康や成果にѱ影響

を及ぼすことがある」との報告もग़されてい

る。それは、主要先進̓か国中で、時間当た

りの生産性が࠷下位となっていることにදれ

ている。

「働き方改革」の中で、「資やイϊϕー

シϣンのଅ進を௨じた加価値生産性の向

上」の必要性をڍげているが、そのこと自体

は正しい指ఠであると考える。

確かに、産業構造の変化によって高度成長

時代でのඪ準的な労働のもととなっていた

「長時間・大ྔかつ安価な生産」の分野では、

日本の競争力はٸに衰ୀしている。日本

は姿をফし、中国をはじめとした新ڵ国の

「おג」となったのである。

業生産中心の社会では、ը一的・ू団的

な労働が主となっていたが、多くの先進ॾ国

がそうであったように業からサーϏス業や

より加価値の高い生産へと移ったのである。

また、業生産ではΦートメーシϣン化がす

すみ、生産の合理化とシステム化が実現した。

こうした産業構造の転換は、ઐ性の高いٕ

ज़者や自立とྔࡋを持ったϗϫイトΧϥー労

働者を必要とすることとなったが、一方で労

働時間やظ間をݶ定する労働力、すなわͪ有

労働者がݣ間労働者やύートタイマー・ظ

増加することとなった。

その݁果、چ来のू団的・ը一的な労働を

લ提としていた労働法制は実態に合わないも

のとなり、新たな産業競争へ企業運Ӧの変化

にԊった対応が迫られるものとなった。その

ことが࠷もݦஶにදれている対応こそ、労働

時間のॊೈ化・個別化・多様化への対応なの

である。

労働時間の課題は、単に時の問題ではな

く、個別事情も含めෳࡶかつ多様化する事情

をはらんだ課題なのである。

企業・経Ӧଆと経済成長優先の政治のૂい

は競争力の強化であり、ॊೈな労働力による

生産性向上なのである。一方、労働ଆの目指

すところは、人間らしくଚݫを持った労働

（σィーセント・ϫーΫ）であり、安全かつ

安心できる労働の実現である。

それぞれが、一கできる課題と૬反する問

題が存ࡏし、これからも産業構造の変化に

よってৗに転換が求められていくものなので

ある。

「働きํ改ֵ࣮行計ը」と問題

政府は、一ࡢ年となるฏ成28年݄̒に、

一ԯ૯活༂社会を目指す「χッϙン一ԯ૯活

༂ϓϥン」をֳٞ決定し、その࠷大のνャレ

ンδとして「働き方改革」にऔり組Ήことと

した。

そして、ࡢ年݄̏28日に政府の働き方改革

実現会ٞにより、ݕ౼テーマとそれらへの対

応策をऔりまとめた「働き方改革実行ܭը」

が発දされた。

ఔද、別ఴ１ɿಉ一労働、ըは、本จܭ

ಉ一ۚΨイドϥインҊ、別ఴ２ɿ時間֎労

働の上ݶ規制等に関する労使合意、からなる

ものであった。ৄࡉは、ट૬ఛ)1をࢀর

されたい。

実行ܭըの本จ中で、「働き方改革」は日

本経済再生に向けての࠷大のνャレンδとし

ている。さらに、日本の企業จ化、日本人の

ϥイフスタイル、日本の働くということに対

する考え方そのものにखをけていく改革と

ᨳっている。

また、改善テーマとしてᶃඇ正規雇用のॲ
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۰改善、ᶄۚ引き上げと労働生産性向上、

ᶅ長時間労働のੋ正、ᶆॊೈな働き方がしや

すい環境整උ、ᶇঁ性・ए者が活༂しやすい

環境整උ、ᶈ病ؾの治療と仕事の྆立、ᶉ子

ҭて・հޢと仕事の྆立、障害者の就労、ᶊ

雇用ٵऩ力、加価値の高い産業への転職・

再就職、ᶋڭҭ環境の整උ、ᶌ高齢者の就職、

ᶍ֎国人のडけೖれ、をࣔし現状の問題ೝ識

とともに改善方向をࣔしている。

課題の視点やࣔされているೝ識は、働くଆ

にとっても理ղできるところとなっている。

これらの内容が「ਅの改革」となるのであれ

ば、労働者にとっても大きなظをͤدるも

のであろう。

しかし、改革の方向性はࣔされながらも、

จ中には、「ॿ成ા置」や「ࢧԉા置」など

の言༿も目立ͪ、具体的な施策がどのように

展։されるかは今後の課題である。

これらが、これまでも์ͪ続けられ的をࣹ

た実感のബい「安ഒ政治の」で終わるか൱

かは、労働者ଆの具体的提言や施策展։の

視と実ޮ性の確保への努力が極めて重要とな

るであろう。

さて、主テーマである「長時間労働」のੋ

正について述べる。

日本の一ൠ的労働者の年間૯労働時間は

2000時間で推移しているが、全体としては、

減少傾向にあるとされている。しかし、一ൠ

労働者やύートタイム労働者などを個別にみ

ると決して減少傾向とは言えない。減少傾向

の数値は、ύートタイム労働者の増加が背景

にあり、見ֻけ上の全体減少なのである（図

１）。

લ述したੈ界の各国とのൺֱでも、ドイπ

やフϥンスなどでは日本のύートタイム・

時間労働・ඇ正規的な働き方は極めて少なく、

労働時間の実態ൺֱではかなりの։きとなる

のである。

また、年次有ٳڅՋのऔಘは、依然とし

てׂ̑を下ճっている現状である。

長時間労働のੋ正や仕事と生活の調のと

れた労働のあり方は、労使ともに喫緊の課題

とೝ識されている。さらに、企業・経済界か

らは、લ߲で述べた多様な働き方の必要性が

求められているのである。

政府は、ฏ成27年の௨ৗ国会に、ᶃ年次有

、指定の使用者への義務けقՋに係る時ٳڅ

ᶄ企ը業務型ྔࡋ労働制の対象業務の追加、

図１：年間総࣮労働時間（一人平均）2016年
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ᶅ高度なઐ識等を要する業務に就き、か

つ、一定ֹ以上の年ऩ（107�ສԁ以上）を

有する労働者にద用される労働時間制度（高

度ϓロフΣッシϣφル制度）のઃなどを内

容とする「労働基準法等の一෦を改正する法

律Ҋ」を提ग़し、「働き方改革」が動き࢝め

た。

これら法Ҋの提ग़をडけ、野ౘ̐ౘはᶃ労

働時間のԆ長の上ݶ規制、ᶄٳଉ時間の規制

等を内容とする法Ҋを提ग़したが、その後、

違法な時間֎労働をさͤた場合のേ則の強化

等を追加した法Ҋを再提ग़した。

しかし、いずれの法ҊもऺٞӃのղࢄによ

り、審ٞ未ྃ・ഇҊとなっている。

ഇҊとなったが、関係法Ҋの֨ࠎは΄とん

ど変わることがないと予されるので、एׯ

のղઆと問題点を指ఠしておく。

まず、時間֎労働にേ則きの上ݶ規制を

໌ࣔし、法的強制力を伴い定めることである。

労使の時間֎労働に対しては、いわゆる36協

定によるものとされてきた。厚生労働大ਉの

則݄4�時間以内、年間ݪ、度基準告ࣔでݶ

360時間以内と定められているが、േ則によ

る強制力はない。36協定で特別߲という労

使合意とಧग़があれば上ݶなく時間֎労働が

Մ能になっていたのである。　　　　

法Ҋにある上ݶ規制は36協定でもえるこ

とができない上ݶを定めるものとなる。具体

的には、時間֎労働のݶ度を、ᶃݪ則「݄

4�時間、かつ、年360時間」、ᶄ特例として、

ྟ時的な特別の事情がある場合でも「年720

時間」とし、かつ、１か݄ではٳ日労働を含

んで100時間未ຬ、２ʙ̒か݄の݄ฏۉでは

日労働を含んで80時間以内、ᶅ特例のద用ٳ

は年̒ճを上ݶ、との内容であり、これまで

のݶ度告ࣔを踏ऻしている。

また、時間֎労働のݶ度基準のద用除֎業

務であったݐઃ事業や自動ंの運転業務も対

象となる方向がࣔされている。

しかし、「100時間の߈防」で報ಓされた

が、上記ᶄの上ݶは、厚生労働省が定めた

ʰ脳血管疾患及びڏ血性心疾患等のೝ定基

準ʱ（ฏ成13年12݄12日基発ୈ1063߸）「過

重負ՙの有ແの判断」に記ࡌされている時間

֎労働の時間（１か݄間におおΉね100時間

ຢは２か݄間ないし̒か݄間にわたって１か

݄当たりおおΉね80時間ʹ労災ೝ定基準のい

わゆる「過労死ϥイン」）そのものといえる

内容であり、極めて不దであるばかりか、

この上ݶを政府自らが容ೝすることとなるの

である。　

日本労働弁ޢ団は、この内容をडけこれま

での判決を引用し໌をग़している。

判ॴも、݄��時間分の時間֎労働を義ࡋ」

務ける定ֹ時間֎ख当の合意のޮ力が争わ

れた事件で、ʰこのような長時間の時間֎労

働を義務けることは、使用者の業務運Ӧに

慮しながらも労働者の生活と仕事を調さ

ͤようとする労基法36の規定をແ意ຯなも

のとするばかりでなく、安全慮義務に違反

し、公序ྑଏに反するおそれさえあるという

べきであるʱとしている（β・ィンβー・

ϗテルズインターφシϣφル事件ࡳຈ高ࡋฏ

24�10�1�判決・労判1064߸）。また、݄83時

間分のみなし残業ख当のޮ力が争われた別の

事件では、ʰ݄83時間の残業は、36協定で定

めることができる労働時間の上ݶの݄4�時間

の２ഒ近い長時間であり、ʜ૬当な長時間労

働を強いるࠜڌとなるものであって、公序ྑ

ଏに違反するといわ͟るをಘずʱとしている
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（ึ事件・ذෞࡋฏ27�10�22判決・労判

1127߸）ことにཹ意すべきである。

このように、判決では݄��時間や83時間の

時間֎労働でさえ、使用者の安全慮義務に

違反し、公序ྑଏに反するものであるからແ

ޮである（ຽ法�0違反）とされるのである

から、政府がݕ౼し使用者団体が求めてい

るとされる「݄100時間」「２か݄ฏ80ۉ時

間」の時間֎労働の容ೝは、ࡋ判ॴによって

公序ྑଏに違反しແޮとされるおそれの強

いものであることを指ఠしておきたい。」

（2017年２݄28日時間֎労働の上ݶ規制に関

する໌）。

労働者にとって、時間֎を含めた労働時間

は、まさに労働者の人間らしくଚݫを持った

労働（σィーセント・ϫーΫ）のݪ点である。

なかでも時間֎労働は、例֎のા置であるこ

とを労使ともに確ೝしなければならない。

　

また、企ը業務型ྔࡋ労働制の対象業務の

追加やいわゆる高度ϓロフΣッシϣφル制度

のઃは、報ಓでも「残業代θロ法Ҋ」ある

いは「過労死ଅ進法Ҋ」などとݺばれ、ブ

ϥッΫ企業にѱ用されるՄ能性がある制度と

して、労働ଆの反発をটいているものである。

政府の労働政策審ٞ会でも、これらの制度

の֦大やઃに対する反対意見とともに、લ

者については追加される対象業務のൣғが不

໌確であることや、後者については健康確保

ા置が不十分であることなどについてݒ念が

述べられている。政府は、連合などからの要

請を踏まえम正を行うとしている。

これらは、労働に対するධ価を「時間」か

ら「成果」に変えるもので、能力が高く成果

を時間で上げることできれば、労働時間の

ॖや生活との྆立がՄ能となるとのメリッ

トをڍげている。しかし、制度の運用次ୈで

は、成果主義（企業ଆのධ価）による不໌ྎ

なۚ体系やແ制ݶな労働時間を容ೝするこ

ととなる。

現状でも、「า合څ」や「成果څ」などച

り上げに連動してڅ与が決められる仕組みが

存ࡏしている。ചり上げがධ価に値しなけれ

ば、࠷ۚ法のൣғとなりಘる。

あるいは、労基法では、「管理ಜ者」に

は、「時間による管理は不ద」とされ、ਂ

残業以֎の残業代が不څࢧであってもྑと

されている。そのことをٯखに、管理職の֦

大による「໊ばかり管理職」が問題となって

いる。ࡢ年12݄にも、大खの野ଜ不動産がࡋ

ྔ労働制を違法ద用し、社һに残業代をࢧ

払っていないとして労働基準ಜॺからੋ正

告をडけたとの報ಓがあり、「定ֹの使いק

์題社һ」との൷判が高まった。労働ଆは、

極めて৻重に対ॲする必要がある課題である

が、ൣғ֦大を提Ҋするલ提として、政府は

と報ূݕ念される課題についてこれまでのݒ

告を当然に行うべきである。

これまで述べた以֎にも、長時間労働制

策として労働基準法等の改正が見込まれてい

る課題があるので記述しておく。

ᶃ 中খ企業における݄60時間の時間֎労

働に対するׂ増ۚの見直し。

　 　これまで中খ企業には、ׂ増ۚ

（�0ˋ以上）について༛予ા置がೝめら

れていたが、これをഇࢭするもの。

ᶄ ஶしい長時間労働に対するॿ言指ಋを強

化するための規定の新ઃ。

　 　時間֎労働に係るॿ言指ಋに当たり、

「労働者の健康が確保されるよう特に
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慮しなければならない」ࢫを໌確にする

もの。

ᶅ一定日数の年次有ٳڅՋの確実なऔಘ。

　 　使用者は、10日以上の年次有ٳڅՋが

与される労働者に対し、̑日について、

ຖ年、時قを指定して与えなければなら

ないこととするもの（労働者の時ق指定

やܭը的与によりऔಘされた年次有څ

Ջの日数分については指定の必要はなٳ

い）。

ᶆ 企業単位での労働時間等のઃ定改善に係

る労使のऔり組みଅ進（労働時間等のઃ

定の改善に関する特別ા置法の改正とし

て）。

　 　労使の改善に係るऔり組みをଅ進する

ため、企業全体を௨じて労働時間等ઃ定

改善企業委һ会の決ٞをもって、年次有

ը的与等に係る労使協定にܭՋのٳڅ

代えることをՄ能にするもの。

　

現政権下ではૣ々にこれらの法Ҋ௨過が見

௨ͤる中、労働者の໋と健康をकるために長

時間労働のੋ正に向けた実ޮ性の確保が課題

となるであろう。労働組合の姿と力ྔがࢼ

されることとなる。

「ジタϋϥ」に悩Ή労働者

「δタϋϥ」とは「時ϋϥスメント」の

ུで、残業時間減のための具体策がないま

ま、従業һに「時間ॖの強要」と「ݏがら

ͤ」を行う行ҝである。

「働き方改革」では、時間֎労働のॖ減が

課題となり、過労死や過労自殺の٬観的な要

因判断は「勤務時間」によることが多い。

本来、長時間労働のੋ正や見直しは、企業

ので行うことは当然であり、औり組Ήべ

き課題である。

しかし、就労時間に見合わない業務ྔをՊ

すことや時間ॖの合理的な方策をࣔしߨじ

ない中で、単に時だけを強要することは労

働密度を高めたり、サーϏス残業の要因とな

るなど、労働者に一方的な不ར益を及ぼすこ

ととなる。

書ళڮ年11݄、खாのൢചでられる高ࡢ

が20代から60代のஉঁ730人にインターネッ

トによるΞンέート調査を行い、そのू݁

果が発දされた。

現のϏδネスύーソンを対象に行った

「働き方改革」に関するΞンέート調査であ

る。この中で、「ׂ̐のϏδネスύーソン

が時ϋϥスメントにまされている」と

えた。全体ूの中では、�3�4ˋが「会社で

働き方改革が行われている」とえ、そのう

ͪ41��ˋが「働く時間がくなったのに、業

務ྔが以લのままのため、仕事が終わらな

い」という「時ϋϥスメント」のみを訴

えている。また、「働く時間が制ݶされたこ

とにより、仕事へのやりがいが減った」「仕

事を家に持ͪ帰っている」とのճがあった。

（日経新ฉ）

このような事例は、ి௨での過労自殺事件

以降、増えつつあると報ಓされている。

「就労時間のॖ」というض಄をܝげ、ୀ

社を強要し、人件費の制を図りながらも労

働者への不ར益をԡしけるブϥッΫ企業が

増加し、労働法のઐ弁࢜ޢ事務ॴへの૬ஊ

が行われる事例が、インターネットでも多く

հされている。

このような「法のൈけಓ」を୳る事象が起

こり、ブϥッΫ企業が存ࡏすることや長時間
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を費やす労働争ٞが起こることは、日本の特

ҟなものといえよう。

なͥならば、Ԥभ（&6）では、残業時間

を含めि48時間や勤務間の労働։์時間11時

間など直接規制が֨ݫであるとともにേ則も

しい。ΞメリΧでは、ि40時間をえる残ݫ

業には�0ˋのׂ増ۚが規定されているだけ

であるが、過重な労働が強いられる会社にい

つまでも勤める感֮はない。よりྑい件の

会社に転職することは、当然とされているの

である。

日本では、ドϥマνッΫな転職は考えにく

く、۪ஒを言いながら務め続ける労働者が多

いのであろう。

しかし、このことを܁り返さないためには、

法規制も重要であるが、Կよりؽ然とした労

働者意識と識を具えた上での対応と行動が

求められるのである。

労働法を活かす

我が国の労働法は、労働基準法や労働組合

法をはじめ、࠷ۚ法、உঁ雇用ػ会ۉ等

法など様々な法律が定められている。

そのڞ௨する理念は、資本主義社会におけ

る労働・生活する労働者の生存権あるいは人

間のଚݫの具体的保障である。つまり、労働

者のための法律なのである。時には、労働問

題のղ決のため、使用者ଆとの調整的なׂ

を果たすが、あくまでも労働者の心身と人間

性を保ޢする法律である。だから、法規に不

十分さはあっても、自分自身のための一連の

法律であることを自֮したい。違法行ҝは、

使用者によって行われ、ඃ害者は労働者にな

る。法規があっても、違法な状態や行ҝを

ೝしたりఘめたりすることは、労働者として

の義務を果たしていないことであり、そのこ

と自体も違法行ҝにඖఢするものと考えるべ

きであろう。

企業にとっても、違法な行ҝや状態が発֮

した時やそのことが要因で事件・事ނにつな

がった時には、極めて大きな企業μメーδと

なり社会的制ࡋをडけることにつながるので

ある。

企業ଆの違法行ҝで労働者の実害がग़る問

題の多くは、労働基準法違反であり、36協定

の未క݁や協定をえた残業໋ྩ、そして残

業代の未払いである。厚生労働省では、2017

年݄̑から労働基準法などの労働基準関係法

ྩに違反して書ྨૹݕが行われた企業໊をಉ

省の)1にࡌܝし、ຖ݄ߋ新が続いている。

その企業໊には、ి௨、)�*�4、ࡾඛిػ、

ύφソχッΫなどの有໊企業も໊を連ねてい

る（公දされているので、ࡌܝした）。

本ߘをࣥච中にも、「労基法違反5#4にੋ

正ק告 36協定える時間֎労働」のχϡー

スがೖった。

り返される違法行ҝには、企業にいേ܁

則規定があると言われている。例えば、ి௨

事件では「社һに違法残業をさͤた」として、

「േۚ�0ສԁ」の判決を౦ژ؆қࡋ判ॴが言

いした。「過労自殺もग़たのに、たった�0

ສԁかʁ」と୭もがࢥうであろう。

36協定の労基法違反に対しては、「̒か݄

以下のຢは30ສԁ以下のേۚ」がേ則

として定められている（労基法11�１߸）。

起訴内容は、過労自殺の事件ではなく、̐人

の従業һに対する違法な残業໋ྩであり、ซ

合ࡑとして30ສԁʷ̐人ʹ120ສԁがേۚの

上ݶとなる。ࡋ判は、ి௨が社会的制ࡋを

डけたこと、再発防ࢭのを行ったこと、
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過去のಉछのߧۉを考慮したことなどで、�0

ສԁとし、管理職については、「ѱ質性はな

かった」としてࣥ行༛予となったことが報ಓ

された。Ԥभでは考えられず、このఔ度かと

โれる方も多いであろう。法律は、േ則以લ

にकり・कらͤて価値があるのである。　

さて、今次報告書でΞンέート調査を行っ

た労働安全衛生法について、述べることとす

る。

労働法制の目的は、労働者の健康と安全の

確保にあるが、Կよりもけがや病ؾの発生を

未然に防ぐことが重要である。労働災害のೝ

定や補償は、あくまでもٹ済ા置なのである。

まずは、予防ા置をਚくすことが重要として、

労働安全衛生法が存ࡏする。

具体的には、ᶃ職場における労働安全衛

生体制の整උ、ᶄ危険・健康障害の防ࢭા

置、ᶅػց・有害物などの規則、ᶆ安全衛生

ҭ・健康断等の実施、を事業者と関係者ڭ

に義務けている。これら規則等の実ޮ性を

確保するために、േ則ととも

に労働基準ಜॺによるಜ

やऔりకまりが行われている。

長時間労働についても、過多

な残業やٳ日ग़勤の݁果、

うつ傾向が強まり、心理的ス

トレスを感じている従業һが

増えていることをडけて、厚

生労働省はࢭに向けฏ成28

年度から全国の労働基準ಜ

ॺによる重点ಜの対象を݄

残業100時間から80時間

へ֦大さͤた。そして、過重

労働໓൝を大ࢢだけでは

なく全国展։している。企業

への視の目が強まってきているのである。

そのことは、従業һからの労働ࡋ判の件数

がこのところ増加傾向にあることでも問題が

多発していることがղる。また、ฏ成18年度

݄̐から労働審判法がಋೖされ、訴訟より؆

қであることから、労働者は申し立てをしや

すくなりٸに増加しているのである（図

２）。

こうしたྲྀれに߅して、企業としても労務

管理の見直しを余儀なくされるέースが増加

している。それは、ある意ຯでは訴訟や審判

にえಘる対ॲともいえる。あいまいな労務

管理では、実をࣔされれば反ূがしいと

されているのである。

このような状況から、事業者ಠ自の労働安

全衛生マネδメントシステムをऔりೖれる企

業も増えつつある。

しかし、まずは職場内からの自主的な管

理・視が࠷も有ޮなऔり組みであろう。

図２：労働関係ຽ事௨ৗૌু事݅と労働審事݅
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労働災害は、ඃ災した労働者や家族にとっ

てはਏいことであるが、ಉじ職場でともに働

く者にとってもਏいことであろう。事件や事

り返される反省やなど܁、の発生後にނ

にどれ΄どの価値やޮ果があるのだろうか。

今ճのΞンέートは、県内では໊の௨った

企業や自治体・学ߍなどが対象であった。

݁果は、考えていた以上に労働安全衛生法

のपや理ղ、さらに९कがなされていない

ことがղった。そのことは、職場によって֨

ࠩがあるものであった。

例えば、産業医はすべての職場でのબ義

務があるが、全国のॱ法状況よりい。医ࢣ

不にみ続けている本県の特かもしれな

いが、委һ会について「ࣜܗ的」とのճも

多く、医ࢣがそのような委һ会に時間をׂく

価値を感じることはできないであろう。委һ

会は、労使が現場状況を踏まえٞし必要な

ા置をߨずる重要な場である。委һ会が֚ܗ

化していることは、職場の安全衛生体制がܗ

֚化しているとೝ識すべきである。労働組合

として、職場改善等の要求がありながら、委

һ会を「ࣜܗ的」状態にしていることは、労

使ともにを果たしていないといえる。当

然、組合һも労働安全に対する意識がബれる

こととなるであろう。そこから、事件や事ނ

が起こるՄ能性が高まることとなる。

また、ׂ合としては少なかったが、労働災

害の状況や組合һの健康について、「Ѳし

ていない」とのճや産業医について「୭か

わからない」、あるいは委һ会の։࠵状況や

労災のೝ定について「わからない・Ѳして

いない」のճは、ҟৗな状況といえる。本

報告書を௨して、改めてそれぞれの職場にお

ける労働安全衛生法の実ޮ性のূݕと必要な

改善が図られることを願いたい。

今は、死ޠになりつつあってཉしいが「ण

ୀ社」という言༿があった。考えれば、日本

のঁ性労働者に対する企業จ化の象的な言

༿であった。݁ࠗ、ग़産、ҭࣇ、հޢによっ

て家ఉのൺ重が大きくなると、性別を問わず

職や転職、あるいは労働件が不རになる

ことをঝさͤられる。そこには、日本の労

働者の必ਢ件として、長時間労働があるの

ではないだろうか。

政府は、「働き方改革」を࠷重要課題とし

ている。しかし、安ഒ૯理は、「ੈ界で一൪

企業が活動しやすい国」を目指しているので

ある。

まさに、労働組合は正念場を迎えているこ

とを再ೝ識しなければならない。
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はじめに

労働安全衛生法が国会において全会一கで

Մ決成立してから4�年以上が経過し、その後

ಉ法は時代の変化に合わͤ改正を重ねている。

近年ではメンタルヘルスへの対応という新た

な重要課題も加わり、「働き方改革」の動き

ともあわͤ、労働安全衛生についての注目度

は大きくなってしかるべきところである。

しかしながら、新潟県自治研究センターに

よるΞンέート調査の݁果をみると、労働安

全衛生法に基づくऔり組みや制度の活用が、

労働組合にとって重要視されているというҹ

象は強くない。別ߘにおいて指ఠされるよう

な様々な課題の存ࡏとともに、与野ౘ、保革、

労使それぞれの立場からٞを積み上げて成

立さͤた法律の「ݪ点」がれられている点

は൱めない。ി中৴ࢯは、2003年当時のߨ

ԋで、「31年લの安衛法の制定当時も問題

として存ࡏしɼ現ࡏも૬変わらず課題として

存ࡏし続けている事߲」に、「ʰ分かりやす

さʱの問題」、「খྵࡉ企業における法の実

ޮ確保の問題」、「請負作業に係る労働災害

の防ࢭの問題」「マンネリ化の問題」などを

げているが（注１）、そうであれば、制定当ڍ

時の社会的な状況や制定過ఔでのٞをあら

ためて振り返りながら、点を再確ೝする必

要がある。

そこで、本ߘでは、労働安全衛生法Ҋが審

ٞされた1�72年の௨ৗ国会（ୈ68ճ国会）に

おけるٞ事を中心に、どのようなٞが行

われたのかいくつか整理していく。

また、制定当時のٞも踏まえながら、今

ൠのΞンέート調査の݁果とのかかわりでࣔ

される今日的課題として、労働安全衛生法そ

のもののप不や֚ܗ化の問題についても

考えてみたい。

労働安全衛生法の歴史的なධ価については、

ಉ法の制定により、労働災害の減少がみられ

ることから、「安衛法による規制やこれに基

づく行政の指ಋಜ、また事業者による自主

的なऔ組が一定の成果をあげたものと考えら

れる」ʢ̎ʣとするのが一ൠ的である。そし

て、1�11年の場法制定以来の労働安全衛生

全ൠの歴史については、別ߘとの重ෳを避け

るためৄࡉは省ུするが、この分野での基本

จݙである、ʰ安全衛生運動史ʕ労働保ޢか

らշద職場への70年ʕʱでは、ઓ後のຽ主化

政策においてग़発した労働基準行政のなかで

制度的なऔり組みが行われるとともに、మ߯、

造ધ、セメント等々産業別の安全衛生運動が

企業ଆからも࢝まったとのझࢫでઆ໌されて

いるʢ̏ʣ。労働安全衛生の発展の歴史の一

つのըظとして、労働安全衛生法が位置け

られることは間違いではないものの、主とし

て労働安全衛生（運動）の推進者としてඳか

れるのは、行政や企業というଆ໘が強いので

労ಇ҆શӴੜ๏੍ఆաఔに͓͚るとࠓతͳ՝に͍ͭͯ
ʕ�ಛにୈ��ճࠃձの૪をத৺にͯ͠�ʕ

公益社団法人　新潟県自治研究センター
研究主װ　ᜊ　౻　ت　和
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ある。労働運動史研究においても労働安全衛

生が中心的にऔり上げられることはあまりみ

られない。

しかし、高度成長࿏ઢの「ޫと影」をଊえ

るときに、たとえば公害問題や、ࢱを正໘

からऔり上げた革新自治体のొ場などが、労

働・政治運動史として、あるいは現代政治史

としてऔり上げられるように、労働安全衛生

法の問題においてもそれらの視点が重要なは

ずである。本ߘでは、労働安全衛生法制定ٞ

に労働ଆの視点が大きな意ຯを持った点も

また、国会審ٞの点を整理するなかであら

ためて確ೝをしていくものである。

１．労働安全衛生法Ҋఏ出にࢸる過ఔ

（１）ઓ後労働ӡ動と労働安全衛生

労働ଆにとって労働安全衛生運動のひとつ

のըظとされているのは、1�66年の日本労働

者安全センター（૯ධ系）と産業災害防ࢭ対

策委һ会（ಉໍ系）の発である。いずれも

その直接的なػܖとなったのは、1�63年の11

݄̕日に起こった、国మの見事ނ（ԣࢢ

見۠での౦ւಓઢ二重িಥ事ނ）とࡾ

という２つの大規な事ނ߭のര発事ࡾ߭

。であるނ

લ記ʰ安全衛生運動史ʱにおいては、「こ

れらの大災害は、労働組合が安全衛生にਅ

にऔり組Ήػܖともなった」とし、1�64年の

૯ධ、中立労連主࠵の災害対策全国活動者会

ٞで「߅なくして、安全なし」というス

ローΨンをܝげたことをもって、「ઓ後二十

年にしてようやく労働災害が、労働組合のಆ

争目ඪにのぼった」としている。

しかし、これは労働安全衛生のみを単ಠで

ଊえた場合の見方であり、ઓ後労働運動が労

働災害をଊえなかったこととは違うはずであ

る。初ظの૯ධの職場ಆ争や「ぐるみಆ争」

が単に上げを求めたものではなく、職場の

多様な労働件整උを求めていたことも一

例であろう。࠾には至らなかったものの、

1��8年૯ධ大会に提ग़された「૯ධ組৫ྖߝ

Ҋ」においても職場ಆ争は職場要求に࢝ま

るとされた。「職場要求は一口に職場のॾ要

求といわれる΄どその中ຯは多छྨにわたる。

ۚ協定の実施、ۚの職場別個人別展։に

関するものもあれば、ར要求、施ઃ改善の

要求もあり、人よこͤの要求もあれば職制の

態度改善を求める要求もある」と、労働件

の一環としての安全衛生は追求されていたの

である。

また、高度成長ظの政治的な重大問題で

あった公害については、労働安全衛生法Ҋを

審ٞした1�72年の国会においても社会ౘٞһ

が述べているように、労働災害のԆ長ઢ上に

公害があるという立場に立っていた。この立

場は、政府や資本ଆよりはるかにૣく確立し、

労働組合や労働者政ౘが持ͪ続けたものであ

る。もともと労働ଆの求めてきたものが、労

働基準法の充実・強化による、より本質的な

労働件整උであり、労働安全衛生分野だけ

を労働基準法からൈきग़してଊえるという運

動をしていなかったからこそ໌らかにできた

立場なのである。

労働ଆが義の労働件と݁びついた安全

衛生にऔり組んでいたことはれてはならな

い。

（２） 労働基४法ڀݚ会のใࠂと労働安全衛

生法Ҋに対する総ධ・ಉໍの見解

産業活動のٸな変化に対応できるదな
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労働災害防ࢭ対策として、労働基準法から労

働安全衛生分野をൈきग़し、労働安全衛生対

策の૯合的立法を行うよう提言したのは労働

基準法研究会である。ಉ研究会は、労働省か

らの依པにより1�6�年にઃ立されたもので、

報告書が提ग़されたのは1�71年݄̓である。

労働省はこの報告書などを基にして、1�71年

11݄、中ԝ労働基準審ٞ会に対して労働安全

衛生法Ҋの構をࢾ問し、ཌ1�72年２݄、労

働省提Ҋがଥ当であるとの申がग़された。

法Ҋのग़発点となった労働基準法研究会の࠷

終報告「安全衛生関係報告・Ήすび」におけ

る、現状ೝ識と今後の基本方向について、そ

の要ࢫをまとめると以下のようになるʢ̐ʣ。

ᶃ 現行の労働基準法に基づく労災防ࢭ対策

では不十分かつ時代の変化に対応できな

い。積極的、Պ学的対策が必要。

ᶄ ࠷基準確保を中心とする安全衛生対策

はݶ界にきている。労災防ࢭの実ޮ性確

保、行政指ಋ分野の充実、強化と研究෦

֦充。それらの施策を௨じた企業内で

の自主的活動の展։をはかる。

ᶅ 安全衛生を担当するٕज़者の不。ຽ

間・政府を問わずٕज़者のҭ成・確保を。

ᶆ 中খ企業、構内下請企業に対する対策が

不十分。

以上のことから、労働安全衛生対策の新た

な立法の必要性を主ுしたのである。

これに対する、労働ଆの見ղは以下のとお

りである。૯ධ、ಉໍともに労働基準法の強

化による労働安全衛生の施策の充実を求めて

きた経過があり、単ಠの立法化についてはఔ

度のࠩはあるもののݒ念がද໌されている。

まず、ݫしい姿でྟんだのは૯ධである。

おもな主ுは以下のとおりであるʢ̑ʣ。

ᶃ 労働者の生໋、健康、権རがすべてに優

先することがݪ則的に保障されていない。

ᶄ 安全・衛生について労働者や労働組合の

立場が法律的に不໌確。

ᶅ経Ӧ者のが不໌確。

ᶆ 労基法から安全衛生߲が引きൈかれる

ことによる、なしくずし的な労基法弱体

化、֚ܗ化へのݒ念。

これに対してಉໍは、「今ճの構は（中

ུ）われわれが主ுしてきたൈ本改正とझࢫ

をಉじくするものであり、基本的にはࢍ成の

方向で本Ҋ成立のため努力をつづけている」

とし、おおΉね迎する姿をද໌した。た

だし、「今さらෟ言するまでもなく、新法制

定によって、労働基準法のなしくずし的改ѱ

が行われてならないことはもとより（中ུ）、

より厚みのある行政展։をظする」として、

労基法からの単ಠ法化に伴うݒ念をࣔし、ఝ

をしたʢ̒ʣ。

政・労・使の立場がग़そろったなかで、国

会ではどのような経過をたどり、全会一கの

म正Մ決・成立となったのか。次に国会ઓ

の֓要をまとめていく。

２．労働安全衛生法Ҋをめぐる国会ઓ

（１）政ఏҊ理由とࣾ会ౘの立場

労働安全衛生法Ҋをめぐる具体的な審ٞの

は社会労働委һ会であるが、1�72年２݄

2�日、ಉ委һ会において௩ݪ労૬から法Ҋの

झࢫઆ໌が行われている。௩ݪは、「これま

での高度成長の過ఔを経て、経済成長の成果

を国ຽ生活の向上に݁実さͤ、高度ࢱ国家

を実現する必要性がいっそう高まっていま

す」とのೝ識をࣔし、そのうえで、「ࢲは、

この際、人間ଚ重、ࢱ優先をࠜ本方とし
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て、次の事߲に重点を置いて労働行政を展։

する考えであります」と述べている。労働安

全衛生法Ҋは、まさにそのझࢫを実現するも

のとして、「勤労者の安全と健康をकるため

の૯合的な施策を推進する」ための法制度と

してઆ໌されている。

法Ҋの要ࢫは以下の௨りである。

ᶃ労働災害防ࢭは事業者の務である。

ᶄ 下請関係のある場合はݩ請企業が、ڞಉ

事業ॴの場合には代ද事業者がを負

う。

ᶅ 事業ॴ内に૯ׅ安全衛生管理者を置くな

ど、安全衛生管理体制をઃける。

ᶆ安全・衛生ίンサルタントを置く。

ᶇേ則を強化する。

そして、労働安全衛生法Ҋに含まれる内容

として以下の̓つの߲目をڍげている。

ᶃ 安全衛生ڭҭの充実。そのための安全衛

生ڭҭセンターのઃ置。

ᶄ有害物質දࣔ制度のઃ置。

ᶅ 健康管理खா制度のઃと特घ健康断

等の強化。

ᶆ産業医学૯合研究ػ関のݐઃ。

ᶇ労働災害防ࢭ団体へのॿ成強化。

ᶈ安全衛生༥資制度のઃ。

ᶉ 危険有害な施ઃઃ置にあたっての事લ審

査制度。

それに対して、野ౘୈ一ౘの社会ౘは、法

Ҋには以下のような問題があるとして、国会

で追及を重ねたʢ̓ʣ。

ᶃ 法Ҋが労働基準法から安全、衛生෦分を

ൈきग़したもので、労基法の૯合性がࣦ

われ安全問題が労働件とりされる

。れがあるڪ

ᶄ 安全問題が労使の対立点となってきた問

題ೝ識がなく、権ར関係が不໌確。

ᶅ 安全衛生委һ会、ίンサルタントのઃ置

は基準行政のݞ代わりの要ૉが強い。

ᶆ 安全、衛生の規制基準がط存の労基法の

安全規則とかわらない点。

これらの問題は、次に見ていくように、理

ղがڞ有される෦分も多く、࠷終的な与野ౘ

ಉでのम正Ҋ提ग़へとつながることとなっڞ

た。म正Ҋ࠾決લの社会労働委һ会での૯ׅ

的な質ٙを行った社会ౘのాᬑは、各ౘか

らग़された問題点を12߲目にわたって述べて

いる。ࢴ໘の関係上すべて৮れることはでき

ないため、点の໌確な上記̐点の問題につ

いてみていくこととする。　　

なお、国会でのٞについては、いずれも

ऺٞӃ会ٞをࢀরにしている。以下（２）

から（̓）の各અで引用した委һ等の発言の

ग़యは、それぞれの日の会ٞである。

　

（２）おもなᶃ

　　　ʕ労基法からの「独立」ʕ

労働組合ଆからもݒ念がද໌されていた、

労働基準法から当֘෦分をൈきग़して単ಠで

法律化することによる、労働基準法のなしく

ずし的ۭಎ化については、野ౘ委һから質問

が૬次いだ。与ౘからもなͥ単ಠの法律とし

て制定するのかが問われ（ऺٞӃ社会労働委

һ会1�72年݄̏28日、自ຽౘ向ࢁ一人の質

問）、「基準法が時代にద合しなくなったた

めか、それとも産業の変化に対ॲするためか

という;うなことで御質問がご͟いましたが、

因が今ճの労働安全衛生立ݪども、二つのࢲ

法の制定の必要をೝめたࠜڌである」との

弁がされている。
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国会࠷終൫における૯ׅ的な質ٙのなかで、

ాᬑは次のような質問を行い、௩ݪ労૬か

ら次のような弁を引きग़している。

˓ాᬑ委員

まずୈ一は、労働災害の発生というものは、

やはり長時間労働やあるいはۚ等のྼѱ

な労働件に起因しているということがいわ

れておりますけれども、こういった点から見

て、労働基準法から今ճの法Ҋを分いたし

まして、その݁果というものが十分な災害防

にいわば立たなくなるのではないか、こࢭ

ういう実は心をしておる向きがあります。

したがって、この際やはり労働件の向上、

改善を௨じて、労働災害の防ࢭ、そして健康

でจ化的な職場環境づくりをするようにしな

ければならない。そういう意ຯ合いで、やは

り従લの、いわば労働者のݑ法といわれる労

働基準法とこの労働安全衛生法Ҋというもの

が、一体的に運用されることがどうしても必

要だということがいわれてまいりましたが、

これに対する大ਉのお考え方をひとつ໌らか

にしていただきたいとࢥいます。

˓௩原国務大ਉ

（લུ）こうした二つの法律の関係を法律

上も໌らかにするために、ୈ一に、労働安全

衛生法の（目的）の中に、労働基準法と૬

まって労働者の安全と健康を確保するもので

あることを໌確にいたし、ୈ二൪目には、労

働基準法に「ୈޒষ　安全及び衛生」のষ໊

を残し、ಉষ中に「労働者の安全及び衛生に

関しては、労働安全衛生法の定めるところに

よる。」ということを規定いたしております。

ୈࡾ൪目には、労働基準法関係の事߲を調査

審ٞする労働基準審ٞ会において「労働安全

衛生法の施行及び改正に関する事߲」この審

ٞをお願いすることといたしております。

さらに、今後とも、労働安全を含Ή労働基

準行政を進めるにあたりましては、それを担

当する労働基準ಜػ関において、労働基準

法と労働安全衛生法との一体的、૯合的な運

用に十分慮し、労働件全体の改善を௨じ

て安全衛生問題を進めていく考えであります。

（３）おもなᶄ

　　　ʕ労災問題ٴとηットのઓʕ

労働安全衛生法Ҋの審ٞのなかで、社会労

働委һ会でもっともٞがたたかわされたの

は、労災問題であった。

たとえば、ऺٞӃのಉ委һ会では、݄̏14

日にԖ中毒の労災ೝ定問題をࢁ本政߂（社

会）、ࣉલ（ڞ産）、݄̐18日には国మの

新װઢݐઃ事の労災問題についてࣉݹ

（公໌）、ಉ2�日にはࣉݹがઐച公社のคじ

ん問題をऔり上げている。後述のように、ి

産業における1$#の問題など、有害物質にػ

ついても労災問題とのかかわりで追及が行わ

れた（ࢁ本政߂、ౡ本ࡾދなど）。

また、権ར関係が不໌確との問題について

は、これに関連さͤる質問として、݄̏14日

に༣政での労使問題をాᬑ（社会）、݄̏

28日に自治体ट長の労働組合に対する不当労

働行ҝ問題をࢁ本政߂と後౻ढ़உ（社会）、

өը関係の下請労働者の問題についてࣉલ

が具体的な産業別の事例をڍげて質問を行っ

ている。݄̐18日には、「事業者」のに

ついて後౻ढ़உが質問をし、「下ڃ管理者に

のしわͤدはない」との確ೝがされてい

る。
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さらに、ࢁ本政߂は、勤務労働時間֎の安

全ڭҭをめぐる労使ฆ争として、θネϥルੴ

༉でのռղ雇を事例として質問を行ってい

る。安全ڭҭを勤務時間内で行うかどうかに

ついては、労使間の問題であることをࣔしな

がら、安全問題は労働件そのものであると

いうٞを行っている。これは、労基法から

労働安全衛生෦をಠ立さͤる問題とともに、

法Ҋにࣔされた「労働者の協力」とはどのൣ

ғなのかについて問題提起したものである。

後述のように、労働者の協力については、

Ҋで「事業者そのଞの関係者が実施する労ݪ

働災害の防ࢭに関するા置に協力するように

しなければならない」という義務規定になっ

ており、この෦分についてもम正Ҋにつなが

るٞとなっていくのである。

（４）おもなᶅ

　　　ʕ安全衛生委員会ʕ

安全衛生委һ会と産業医に関してू中した

質問を行ったのはాാۚޫ（ຽ社）である。

ాാは、「労働者と使用者が一体となって

औり組Ήという姿、それがやっͺりࢲは労

働災害の防ࢭのલ提件であるし、それがま

た一൪大事な問題だ」とし、安全衛生委һ会

が労働者のࢀ加という点では「一าલ進」で

あるとした。そのうえで、「安全衛生に関す

る事߲についての点ݕ、調査、予防ા置、こ

ういうような点等についてもこの委һ会にそ

のような権ݶをಠ自に与すべき」との主ு

をしている。ͪなみに、安全衛生委һ会の։

について、政府が正ࣜに「݄１ճ」につい࠵

て言及したのは、ాാ質問に対する弁が࠷

初である。

また、このような安全衛生委һ会の権ݶの

強化と運Ӧのあり方についての質問をするな

かで、産業医等の課題にも言及している。特

にݪҊの��の衛生指ಋ医がඇৗ勤である点

を実ޮ性の観点からऔり上げ、産業医や衛生

指ಋ医の人ࡐ確保を求めている。「医ࢣ確保

がࠔなときに、大ਉ、労働関係の必要とす

るお医者さんを、産業上のお医者さんをどう

確保するかということがࢲは一൪大きな問題

じΌないか」との指ఠは、今日の産業医のあ

り方の課題を考えるうえでも重要である。

このように、ాാは労働安全衛生法へ一定

のධ価をしているものの、「この法律はඇৗ

にจばかり多くて内容はたいしたこともな

い、またಡみにくい、理ղしにくい、ޮ果も

あまりظできない、この法律全体からࢲは

そんな感じをडけるわけです」というݫしい

見方もಉ時に行っており、その指ఠもまた今

日に一෦௨じるところがあるとࢥわれる。

（５）おもなᶆ

　　　ʕ安全、衛生の規制基४ʕ

݄̏28日のڮ本ཾଠ（自ຽ）の質問は、

その後この問題が大きくऔり上げられる口Ր

をるものとなった。ڮ本は、健康管理खா

制度（職後の労働者が、業務に起因して発

生する疾病を予防しૣظ発見するための制度

である）に関連して、څࢧ対象を֦大するよ

う再ࡾ求めた。このٞは、造ࢭېの有害

物質のൣғを֦大すべきというٞにつなが

るものとなった。

、が続き（産ڞ）લࣉ、本質問の直後にڮ

ౡ本ࡾދ（社会）もڮ本質問を基に点をਂ

めた。݄̐18日にはࣉݹ（公໌）がࠤլ関

࿉ॴのώૉ中毒について質問を行っている。

݄̐2�日のకめくくりの質ٙではాᬑが
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重ねてऔり上げ、௩ݪ労૬は「先ൠの審ٞに

おいて、ڮ本先生などの御質ٙにおいて御指

ఠをडけたところであります。おっしΌると

おりであります。その際の政府委һの弁が

必ずしも໌確でなかったことは、まことにҨ

であります」としたうえで、「当໘खாަ״

対象としては、ϕンδδン、ϕータφフν

ルΞϛン等、労働安全衛生法により造ࢭې

をするものを中心にऔり上げ、この制度を発

さͤたいと考えておりまするが、今後は有

害物質等についてくݕ౼を重ね、次対象

を֦大し、この制度の充実につとめるॴ存で

あります」と弁している。与野ౘの「連

携」のようなܗとなった質問が、その後の健

康管理खா制度の֦充へとつながっていくの

である。

なお、݄̐2�日の委һ会でౡ本ࡾދが、

造ࢭې物質の対象にΞスϕストを含めるべき

と追及しているのは重要である。このౡ本の

質問と、「規制の९कで労働者に有害な障害

を生ずることを防͗ಘる」として反対した政

府弁については、歴史的事実として重くड

けࢭめたい。

そのଞ、「安全にٙ義のある場合の一時的

な就労ڋ൱権」の要求（後౻ढ़உ）、څ৯、

ਗ਼等の労働に関わる安全衛生の質問（ాᬑ

）なども行われている。

（̒） ５ౘڞಉఏҊでのम正Ҋと全会一கで

のՄܾ・成立

これまで̐点にߜって法Ҋ審査の過ఔを述

べてきた。܁り返しになるが、この法Ҋはݪ

Ҋについて与野ౘがさま͟まな視点で問題点

を໌らかにし、࠷終的には自ຽ、社会、ڞ産、

公໌、ຽ社̑ౘによるڞಉ提Ҋで法Ҋはम正

され、全会一கによる成立となった。

म正Ҋの要ࢫは以下の̒点である。

ᶃ 労働災害の定義について、そのൣғを໌

確にすること。

ᶄ 事業者のշదな作業環境の実現と労働

件の改善を௨じて安全衛生を確保するこ

との務を໌らかにすること。

ᶅ 労働者は労働災害の防ࢭに関するા置に

協力するようつとめなければならないこ

ととすること。

ᶆ 労働者ଆから安全衛生委һ会委һの推ન

がない場合のા置について整උを行なう

こと。

ᶇ 労働災害の発生がٸ迫している場合の事

業者の労働者をୀ避さͤる義務について

規定すること。

ᶈ 法ྩ違反に関する労働者の申告のझࢫを

໌らかにすること。

ͪなみに、国会ٞを主ಋした社会ౘから

は、以下の̓点のम正が提ࣔされていた。

ᶃ 業務に関するすべての災害を労災とする

こと。

ᶄ 職場の安全は労働件そのものであるこ

とを໌記すること。

ᶅ 事業者の行う安全ા置に対し労働者の協

力義務けは労働者のࡾ権をୣうڪれが

あるので除すること。

ᶆ 安全衛生委һ会の労働者委һは労組の推

નとすること。

ᶇ 健康断の時間内実施、医ࢣબの自༝

を໌記すること。

ᶈ緊ٸ避権を確立すること。

ᶉ 労働者の申告権とಉ時に改善要求権を保

障すること。
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　つまり、社会ౘのम正要求は健康断関連

以֎のすべての߲目で、一定の反өがなされ

ていることがわかる。

なお、म正Ҋとಉ様に、「本法の施行に当

たっては、労働件を確保することを目的と

する労働基準法の૯合性がそこなわれること

のないよう、これと一体的に運用すること」

をはじめとする߲̓目のଳ決ٞも̑ౘڞಉ

により提Ҋされ、全会一கでՄ決されている。

３ ．アンケʔト調査の݁Ռとのかかわり

でٻめられるもの

ʕ労働安全衛生法の理解度不は

　　　　　　　　なににى因するのかʕ

労働安全衛生法Ҋの提ग़から成立過ఔを振

り返り、当初問題として指ఠされた、いくつ

かの点をここまで໌らかにしてきた。

それでは、当時指ఠされた問題点は、今日

につながるものとしてどのようなことがある

のだろうか。的にいえば、与野ౘで激しい

ٞを௨じて作り上げたにもかかわらず、労

働安全衛生法そのものの理ղがなͥ進まない

のかという点である。

今ൠのΞンέート調査では、「労働安全衛

生法に基づく体制۠分や内容を就労者全体で、

理ղ・ঝされていますかʁ」との質問に、

「΄とんどの者は、理ղ・ঝしていない」

とのճがׂ̏あった。この数ࣈだけをみ

ると、ൺֱ的理ղされているとの見方もでき

なくはないが、たとえば委һ会の։࠵状況に

しても、法定の݄１ճ以上（年12ճ以上）と

のճはׂ̒をえるఔ度である。委һ会で

のٞや産業医との関係においても、積極的

であるとのճが大とはいいがたい状況で

ある。

本ߘの಄でもհしたように、法律の理

ղ度の問題は、ി中৴ࢯも制定当時からの

課題として指ఠされている。また、લ述のよ

うに「ಡみにくい、理ղしにくい」（ాാۚ

ޫ）との指ఠも国会ٞで実際にあったとこ

ろである。

それでは、理ղしにくい法律を学ڭߍҭで

学んでいるかといえば、それもないのである。

今ճのテーマとの関連だけでいえば、や

はり労働基準法からಠ立した法律であるこ

とが影響している。学ڭߍҭで労働者の権

རを学Ϳػ会は΄とんどなく、学んだとし

ても中心となるのはまず労働ࡾ権と労働ࡾ

法であるʢ̔ʣ。

しかも、近年さかんに行われているΩャリ

Ξڭҭでは、労働者の権རや労働件・環境

整උについて学Ϳことは΄とんどない。　

2014年11݄に連合が発දした「学ڭߍҭに

おけるʰ労働ڭҭʱに関する調査」で、「こ

れまでに学ߍで学んだこと」のうͪトッϓが

「働くことの意義」（70��ˋ）、次が「社会

の仕組みと雇用関係」（6��6ˋ）である。職

場体験・インターンシッϓも൱定すべきでは

ないが、そこで学んだことは「仕事内容」

「大変さ」「マφー」「働くことの意義」が

上位であり、労働件を学Ϳػ会とは΄とん

どなっていない。　

その一方で、「働く上での権ར・義務を理

ղすれば、今よりももっと安心して働ける」

との質問に、ׂ̓ものߠ定的なճがあるこ

とからも、労働ڭҭの必要性は໌らかである。

なお、ච者は公務һड験予උߍでの࠲ߨを

担当しているが、その立場からいえば、公務

һࢼ験で「労働法」が主要Պ目となっている

のは、労働基準ಜくらいである。方公
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務һ上ڃ（大ଔレϕル）では全40問中２問、

国家一ൠ職（大ଔ）では労働法のग़題はθロ

である。方公務һ初ڃ（高ଔ）では、労働

分野のग़題はあっても、労働基準法をはじめ

とする主要な法制のग़題であり、労働安全衛

生法については過去一度もग़題されていない。

ຽ間の就職ࢼ験においてはもはやをたな

いであろう。

今ճのΞンέート݁果からも、また連合の

労働ڭҭの調査をはじめとする各छ調査など

からも、労働組合自身がまずは労働安全衛生

を学Ϳػ会を確保することと、ڭҭ分野での

政策要望として労働ڭҭ（ΩャリΞڭҭでは

ない権རڭҭ）の必要性をおおいに訴えてい

くべきことをච者からは提言しておきたい。

また、労働安全衛生法の成立に際し、「労

働者の協力」について義務規定を努力規定に

म正したことは、労働ଆの大きな成果であっ

たといえるが、ಉ時に、たとえば安全衛生委

һ会をどのように労働組合が活用するのかと

いう大きな課題も続いているともいえよう。

委һ会が「ަবの場ではない」とすれば、な

おさら組合が安全衛生の状況を日ৗ的にѲ

し、ަবの場で具体的な要求をしていくこと

が求められるはずである。それは、野ౘଆの

म正要求の中で、事業者のが໌確にされ

た経過や「労働件を確保することを目的と

する労働基準法の૯合性がそこなわれること

のないよう、これと一体的に運用する」とい

う、ෟଳ決ٞの内容と合わͤて考えてみると

わかりやすい。今一度ݪ点に立ͪ返って労働

安全衛生法をଊえる重要性を述べておきたい。

おわりに

労働安全衛生法の審ٞがおこなわれていた

1�72年はୈ一次ੴ༉シϣッΫのલ年であり、

あとから振り返れば、高度経済成長がいよい

よ終わるというஈ֊であった。また、ୈࡾ次

労働災害防ࢭ基本ܭը（̑ϱ年ܭը）の࠷終

年度にあたっていたが、1�68年度からの労災

死者数減の目ඪにはԕく及ばず、6000

人をえる٘ਜ਼者をग़し続けていた時代で

あった。

こうした情を背景に、労働ଆの߈は当

然激しいものがあり、高度経済成長の「影」

の෦分である公害問題も含めて、運動の力が

法制度の整උをすすめたというଆ໘がある。

法Ҋ審ٞ中の݄̐2�日にいたっては、公労協

のストϥイΩのਅっただ中であり、国会内֎

で政府に対するたたかいがすすめられていた

状況にあった。

今日の政府主ಋの「働き方改革」とは状況

がҟなるからこそ、こうした歴史的な経験を

持った事実を振り返ることは重要である。

与野ౘをえて成立した労働安全衛生法を、

高度成長࠷ظ終൫、「労働߈」の時代がউ

ͪऔった「ๅ」としてଊえ直すことで、労働

者のଆから新時代の労働安全衛生を充実化さ

ͤていく動きがつくられることをظしたい。

ʢ̍ʣി中৴「労働安全衛生法の30年と今後

の課題」ʰ安全衛生ίンサルタントʱ（日本労

働安全衛生ίンサルタント会ॴऩ）、2004年、

11ϖーδ。

　 I U U Q � � � X X X � K B T I D P O � P S � K Q � Q V C M J T I �

QEG�6��6�LJOFOLPVFO�QEG

ʢ̎ʣऺٞӃ調査ہ厚生労働調査ࣨ「労働安全

衛生法の一෦を改正する法律Ҋ（内ֳ提ग़ୈ64

、考資ྉ」、2014年݄̑ࢀ（Ӄૹٞࢀ）（߸

１ϖーδ。
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ʢ̏ʣ労働安全衛生の歴史については、ʰ安全

衛生運動史ʕ労働保ޢからշద職場への70年

ʕʱ（中ԝ労働災害防ࢭ協会、1�86年）ࢀর。

なお、産業医にয点を置きながら、労働安全衛

生法の歴史的経過を述べたものとしては、ງߐ

正「産業医と労働安全衛生法の歴史」（産業

医Պ大学ࢽࡶୈ3ר�特ू߸、ʰ産業医と労働安

全衛生法࢛十年ʱ、2013年）がৄしい。

ʢ̐ʣʰ日本労働運動資ྉू成ʱୈ̓ר、法政

大学大ݪ社会問題研究ॴ編（०報社、2006年）、

18�ʙ186ϖーδॴऩ。

ʢ̑ʣಉ上、18�ʙ186ϖーδॴऩ。

ʢ̒ʣಉ上、18�ʙ186ϖーδॴऩ。

ʢ̓ʣ日本社会ౘ政策審ٞ会編ʰ݄刊社会ౘ߸

֎ୈ68国会報告ʱ（日本社会ౘػ関1�72、ہࢴ

年）83ϖーδ。

ʢ̔ʣ学習指ಋ要ྖにおける労働ڭҭの位置づ

けを໌らかにし、労働組合として労働ڭҭの重

要性を述べたものに、്ສཬಸ「労働ڭҭの必

要性と新たな提言ʕখ学ߍにおける「労働ڭ

ҭ」の実現に向けてʕ」がある。

　IUUQT���XXX�SFOHP�JMFD�PS�KQ�FWFOU�SPOCVO�

OP0��01�IUNM

˞上記以外のߟࢀ文献

ʓി中৴ʰ労働安全衛生法のはなしʱ（中災防

新書、2016年）。

ʓ大ࣨ正ࢤʰ産業医が見る過労自殺企業の内ଆʱ

（ूӳ社新書、2017年）。

ʓࡔ本ल行ʰ労務管理と職場ࢧʱ（労大新書、

1�82年）。

ʓҴ健ࢤଞʰ過労死とのたたかいʱ（新日本新

書、1�8�年）。

ʓ全日本自治団体労働組合ʰ職場点ݕ活動のてび

きʱ2017年度൛。

ʲ ᶚɽ࿑ಇ߹͔Βのධ ʳ



ʲ ᶚɽ࿑ಇ߹͔Βのධ ʳ
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はじめに

この実態調査は、公益社団法人　新潟県自

治研究センターにおいて実施されたもので、

新潟県内の労働者ࢱ協ٞ会加ໍ労働組合か

らநग़した12�組合からճをಘている。

働く者にとって、健康で安全に働くことは

単७なようで重要なことである。今ճの実態

調査は、新潟県内の現状をѲするものであ

る。とかく「全国的に」とか「一ൠ的に」と

のද現があるが、自らの職場やҬ状況を

Ѳすることは、対策をとることや運動にとっ

ても極めて有ޮなことと考える。

以下、実態調査の内容に৮れながら、労働

と健康そして安全の確保について述べること

とする。

１．労働安全衛生法による体制

安全衛生体制、安全（衛生）管理者等のબ

、安全（衛生）委һ会等のઃ置義務につい

ては、業छや事業ॴごとの従業һ数によりҟ

なる。どのような体制を法が求めているのか、

まず整理と理ղをਂめることとする。

１ɽ૯ׅ҆શӴੜཧ者のબ

૯ׅ安全衛生管理者をબしなければなら

ない事業場は、次のとおりである。

ྛ業、߭業、ݐઃ業、運ૹ業、ਗ਼業100

人以上（事業ॴごとৗ時使用する労働者数以

下ಉじ）。

造業（物の加業を含Ή）、ిؾ業、Ψ

ス業、供څ業、ਫಓ業、௨৴業、各छ

Էച業、家具・ݐ具・じΎうث等Էച業、各

छখച業、家具・ݐ具・じΎうث等খച

業、೩ྉখച業、ཱྀؗ業、ΰルフ場業、自動

ं整උ業及びػցम理業300人以上。

そのଞの業छ1000人以上。

２ɽ҆શཧ者のબ

安全管理者をબしなければならない事業

場は、次のとおりです。

ྛ業、߭業、ݐઃ業、運ૹ業、ਗ਼業、

造業（物の加業を含Ή）、ిؾ業、Ψス業、

供څ業、ਫಓ業、௨৴業、各छԷച業、

家具・ݐ具・じΎうث等Էച業、各छখ

ച業、家具・ݐ具・じΎうث等খച業、೩ྉ

খച業、ཱྀؗ業、ΰルフ場業、自動ं整උ業

及びػցम理業�0人以上。

̏ɽӴੜཧ者のબ

ৗ時�0人以上の労働者を使用するすべての

事業場。

̐ɽ҆શ（Ӵੜ）Ӵੜਪਐ者

10人以上�0人未ຬの事業場に「安全衛生推

進者」ຢは 「衛生推進者」をબし、その

者に安全衛生業務を担当さͤることとなって

いる。

̑ɽۀ࢈医のબ

ৗ時�0人以上の労働者を使用するすべての

事業場。

「勤労者と৬の҆શରࡦ」に͔͔Θる実ଶ調査͔Β
ʕ�ճ͔Βݟえる৬と՝�ʕ

全日本自治団体労働組合　中ԝ本෦
૯合労働ہ長　　ຊ　ਖ਼　



− 134 −

̒ɽ҆શҕһձ

一定の規及び業छに応じ「安全委һ会」

をઃけることとなっている。

ྛ業、߭業、ݐઃ業、造業のうͪࡐ・

造業、化学業、మ߯業、ۚଐ

造業、༌ૹ用ػցث具造業、運ૹ業のう

ͪಓ࿏՟物運ૹ業、ߓ運ૹ業、自動ं整උ

業、ػցम理業、ਗ਼業�0人以上。

造業（上記を除く）、ిؾ業、Ψス業、

ਫಓ業、供څ業、運ૹ業（上記を除く）、

௨৴業、各छԷച業、 家具・ݐ具・

じΎうث等Էച業、各छখച業、家具・ 

ཱྀؗ、等খച業、೩ྉখച業ث具・じΎうݐ

業、ΰルフ場業、自動ं整උ業及びػցम理

業100人以上。

７ɽӴੜҕһձのઃஔ

�0人以上のすべての事業場。

˞ 安全・衛生それぞれの委һ会のઃ置に代

えて、安全衛生委һ会をઃ置することも

できる。なお、それぞれのׂを含めৄ

しくは以下の)1等ࢀরいただきたい。

　 厚生労働省「職場の安全サイト」　

IUUQ���BO[FOJOGP�NIMX�HP�KQ�JOEFY�IUNM

　 新潟労働ہ「安全衛生体制のあらまし」

　 IUUQ���OJJHBUB�SPVEPVLZPLV�KTJUF�NIMX�

HP�KQ�IPVSFJ@TFJEP@UFUTV[VLJ�BO[FO@

FJTFJ�SPVEPVBO[FOLBOLFJ�LBOSJUBJTFJ�

IUNM

２ ．࣮態調査から見える健康と安全対策

の現状

この߲では、ઃ問ຖにճの特点につい

てখ生なりの分ੳを述べることとする。

（ᶗ）労働安全衛生体制の状況について

̦１�ɹ労ಇ҆શӴੜ๏（ମ੍）のप۩߹

に͍ͭͯ

全体のूܭでは、十分またはおおΉね理

ղ・ঝされているとしたճが過数を

える一方で、全く理ղ・ঝされていないと

するճはないものの、΄とんど理ղ・ঝ

されていないとճした組合がׂ̏弱に上

る。特に、公務職場3���ˋや�0人未ຬの事業

ॴ40�0�でそのׂ合が高い。

安全（衛生）委һ会等のઃ置・બ義務が

ないことや、多くの公務職場については、労

働基準ಜػ関が人事委һ会またはट長（使

用者とಜ者がಉ一）とされていることから、

ୈࡾ者ػ関によるݗ制ػ能が働かないことな

ども一つの要因と考えられる。

̦２�・̦̏ɹ労ಇ҆શӴੜମ੍に͓͚るબ

・ઃஔঢ়گに͍ͭͯ

業छ・事業ॴ規によりબ・ઃ置の義務

化状況はҟなるため、ूܭදからの分ੳはࠔ

であるものの、おおΉね法ྩに基づき、બ

・ઃ置が行われている。

しかし、྆ઃ問とも未記ࡌが１ׂఔ度、ま

た委һ会のઃ置状況について「わからない」

というճもຽ間・公務および各事業ॴ規

いずれにもճがあるなど、બ・ઃ置はさ

れているものの、現場ではその活動が十分に

理ղされていない。労働組合として労働安全

衛生のऔり組みが、重要視されていないなど

の状況もࢄ見される。

̦̐ɹҕһձの։࠵ঢ়گに͍ͭͯ

労働安全衛生法に基づく安全衛生規則ୈ23

には、委һ会は「ຖ݄一ճ以上։࠵するよ
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うにしなければならない」と定められており、

定ظ的に։࠵されている（74�4�）、։࠵数

は年12ճ（63�2�）が多数をめた。

未記ࡌ等の職場は、おおΉねઃ置義務のな

い�0人未ຬの事業ॴと考えられるが、։࠵

ճ数が̒ճ以下にとどまっている事業ॴも

13�2ˋと一定数存ࡏしている。

̦̑�ʙ̦８ɹ҆શ（Ӵੜ）ҕһձのҐஔ͚ͮ

とٞঢ়گに͍ͭͯ

2̒の委һ会のٞ状況では、「報告が中

心」「ࣜܗ的な։࠵」とのճが大多数を

めている。職場での安全（衛生）が一定担保

され、重大な労働災害が発生していないこと

のཪ返しともとれる。一方、メンタル不調や

各छϋϥスメント、長時間労働などの問題も

職場にࢁ積していることが2̔委һ会での課

題やଞの౷ܭからも指ఠされている。例えば、

職場८視や時間֎勤務の多い職場では、一定

以上の時間֎勤務についてはݪ因と改善策を

ຖ݄確ೝする。また、ٳ職者の状況や健康

断、疾病の状況、ϋϥスメントに関する研म

企ըなど協ٞ時ظ（݄）を定めてٞするな

ど、委һ会における活動の活性化が必要と考

えられる。

また、2̓職場での意見ަ換についても、

΄とんどの職場が職һの自発的な意見申しग़

などにゆだねているといった状況にあり、日

ৗの労働の中で見過ごされている。職場にજ

的に学ظ化する危険個ॴなどについて、定ࡏ

習会などを։࠵し「ؾづき」「見える化」の

会づくりと職場意見のूを行うなどのػ

が必要であると考える。

̦̕及び̦��のۀ࢈医に関するઃに͍ͭͯ

産業医のબは�0人以上の職場において義

務けされているが、産業医の労働安全衛生

委һ会へのग़੮自体は義務けられていない。

ճ݁果では、બが義務けられる職場

においてはおおΉねબが行われており、い

つでも連བྷがऔれるなど連携がऔれているこ

とがࣔされている。

安全（衛生）委һ会へのग़੮に関しては、

ग़੮は義務けられていないものの産業医と

の連携したऔり組みは安全衛生活動を進める

うえでは不Մܽといえる。

ٞ題にもよるが、関連するٞ題や少なくと

も委һଆが要請した場合はग़੮するなどの

ルール化をߋに進める必要がある。

産業医のׂとしては、少なくとも職場८

視を݄１ճ（一定の件をຬたす場合２か݄

に１ճ）以上行うことが求められている。産

業医の職場८視の状況や݁果報告についても、

委һ会でのٞ題としてऔり上げる必要がある。

また、健康断における有ॴ見は�0ˋを

える（厚生労働省ɿ定ظ健康断報告より

別ද）状況にあり、過重労働対策も含め健康

断の実施とその݁果に基づくા置等がద

に行われることが必要である。そのためにも

医ࢣに対する就業上のા置に関する意見ௌऔ

などもదに進める必要がある。

なお、産業医はもとより産業医のબ義務

のない�0人未ຬのখ規事業場においても健

康断݁果に基づき医ࢣ等からの意見ௌऔを

行う上で必要となる情報の提供なども2017年

からあらたに義務けられている。

さらに2017年の安全衛生規則の改正により、

産業医には長時間労働に関する情報の提供が

事業者に義務けられている。
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今後、働き方改革に関する見直しにおいて

も、産業医との連携強化などの改正が予定さ

れているところである。

（ᶘ）労働災害の状況について

2１　健康問題の職場での訴えの状況につ

いては、以લとあまり変わらないというճ

が多いものの、ճ者別に見ると公務や内勤、

従業һ数、ঁ性ׂ合の多い職場において、訴

えが増えているように感じているとのճが

ଞの職場にൺべて多い。また、2̏の労働災

害のೝ定状況もಉ様の傾向をࣔしており、2

̑のճとも合わͤ、ڞ௨する課題として、

メンタルヘルスや長時間労働の課題などに関

する対策への強化が求められているものと

定される。

2２　労働災害ೝ定の申請状況及び2̐協

力の状況については、特に問題はないとする

ճが多数をめるものの、理ղが不し十

分な成果があげられていないとするճが２

ׂに上っている。

労働災害の発生状況は長ظ的には減少傾向

にあるものの、死ই者数は近年では必ずしも

減少傾向とは言えない（別ද）。あらためて

災害θロを目指したऔり組みの活性化が必要

であろう。

長時間労働や過重労働ϋϥスメントや職場

などに起因する労働災害（心疾患や脳血管障

害、ストレス性疾患など）は、֎ই性の災害

とൺべ、業務との関連性のূ໌がෳࡶであり、

労働災害ೝ定の基準に関する理ղや協力体制

づくりを一進める必要がある。

また、災害防ࢭ（予防）の観点からも、長

時間労働対策に関しては、時間֎労働の上ݶ

規制のಋೖの動きも踏まえ、2017年１݄に厚

生労働省が策定した「労働時間のద正なѲ

のために使用者がߨずべきા置に関するΨイ

ドϥイン」等を活用し、勤務時間管理のపఈ

と、時間֎労働の実態Ѳや改善策について

の委һ会や労使での協ٞ、さらにはదな36

協定のక݁（見直し）や人һ置などに積極

的にऔり組Ή必要がある。

メンタルヘルス対策としては、各छϋϥス

メントの定義からしっかりと理ղを進めると

ともに、メンタル不調に対応する識習ಘの

ܭ会のଞ、ίϛϡχέーシϣン研मなどもػ

ը・定ظ的に実施することが有ޮと考えられ

る。

（ᶙ） 労働組合としての取り組みと職場の状

況について

2１　労働組合としてのऔり組みは、安全

衛生委һ会の։࠵報告や૬ஊ૭口のઃ置など

があげられているものの、特に行っていない

とのճが2��6ˋに上っている。

2２　૬ஊ実と૬ஊ૭口のपについて

は、૬ஊ実があるとした組合が�0ˋをえ

る一方、૬ஊ૭口のपは充分でないから全

くपされていないまでのճが62ˋをえ

ている。

特別な૭口のઃ置を行っていなくとも、労

働組合の௨ৗのऔり組みとして、組合һの૬

ஊ૭口としてのׂは担われているものと推

ଌされるものの、労働安全衛生に関するऔり

組みに関心のい職場も多く存ࡏすることが

うかがわれる。

2̏　労働組合としての具体的要求につい

ては、要求課題があり要求しているという組

合が�3�6�をめているものの、現時点では

要求するものがないとする組合が3��2�に上
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り、ຽ間、খ規、֎勤・உ性ׂ合の高い組

合では、その傾向が強くදれている。

この傾向は（Ⅱ）労働災害の状況とはҟな

る（ٯの）事業ॴにおいてׂ合が増えている

ところである。

このことからは、長ظ的には安全（衛生）

活動のऔり組みにより、職場環境は改善して

きており、֎ই性の災害に対する安全対策が

一定はかられてきたというೝ識と、一方で長

時間労働などの過重労働、ϋϥスメントや職

場の人間関係などの課題に職場の関心が高い

ことをࣔしているものと考えられる。

2̐　職場での安全・保険の環境や対策で

実施されている߲目では、ࣨܜٳのઃ置や職

場८視の߲目がׂ̒をえ、年ٳऔಘଅ進や

メンタルヘルスڭҭ、喫Ԏ対策などが数近

い組合の事業ॴで行われている状況であった。

３．まとめ

今ճऔり組まれたΞンέートは、新潟県内

における労働安全衛生体制の状況や労働組合

の安全衛生活動に関する意識など、今後の活

動に向けてو重な資ྉになるものと考えてい

るところである。

安全衛生体制に関しては、法ྩに則して委

һ会や各छ管理者等のબが行われてはいる

ものの、安全（衛生）委һ会の։࠵状況や委

һ会でのٞ状況を見ると、労働安全衛生活

動が必ずしも活性化しているとは言えない状

況をදしている。

作業環境等の改善は長ظ的には改善傾向に

あることがうかがえるものの、現ࡏでも年間

�00件をえる死事ނが発生するなど、依

然として労働災害は一定数発生している状況

で推移している。

未ख़࿅労働者への安全ڭҭなども必要と考

えるが、危険個ॴのજࡏ化に対する「ؾづ

き」や「見える化」に向けたऔり組みを組合

һとともに実行していかなければならない。

また、活動の点ݕと並行し、職場の改善意見

のूを行うなどのऔり組みも今後も引き続

き重要であろう。

さらに、労災ೝ定に労働組合がかかわるこ

とは、ඃ災者ٹԉという立場だけでなく、ಉ

様の労働災害を発生されないための「ؾづ

き」と「改善」につながるものです。

現ࡏ、長時間労働のੋ正など過重労働対策

やϋϥスメント対策は多くの職場で喫緊の課

題としてडけࢭめられている。

実態調査のઃ問にはなかったが、ストレス

νΣッΫの実施状況やू団分ੳの活用状況な

どもあらためて点ݕしてみることが必要であ

ろう。

さらに、化学物質による健康ඃ害も新たに

基準の見直しが行われるなどしており、これ

らをऔりѻう事業ॴにおいてもリスΫΞセス

メントの実施の΄か、必要なڭҭ・学習を行

う必要がある。

安全（衛生）活動の活性化に向けて、まず

は必要な委һのબや委һ会の։࠵状況をあ

らためて点ݕするとともに、義務化されてい

ない職場においてもબやઃ置を要求するな

ど、体制の構築にऔり組Ήことである。さら

に安全（衛生）委һ会では、職場からの意見

ूの΄かに時間֎労働の実態や対応策、健

康断、産業医による職場८視などの状況、

ϋϥスメント対策や職場८ճ・研म会の企ը

など、ࢁ積する課題を、定ظ的かつܭը的に

औり組みを進めることが؊要である。

上述の内容は、いずれもݪ則であり基本的
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な活動である。法が制定されただけで、健康

や安全の確保が保障されるものではない。そ

れぞれの職場で、多くの間と法の実ޮ性を

高める意識と維持する努力なしに、健康も安

全もಘられないのである。

2016における労働災害発生状況について

１　֓況　 死ই者数117�10人

　　　（લ年ಉظൺʴ1���人、1�4�増加）

　　死者数�28人（ಉ˚44人、4���減少）

２　 死ই災害の発生状況

　　　（死災害及びٳ業̐日以上の死ই災害）

　ᾇ業छ別発生状況

　　　 造業 264�4人

　　　（લ年ಉظൺʴ63人、0�2�増加）

0�8�ઃ業 1ݐ　　　人

　　　（ಉ˚�26人、3�4�減少）

　　　 上՟物運ૹ事業 13�77人

　　　（ಉʴ�2人、0�7�増加）

　　　ୈࡾ次産業 �4280人

　　　（ಉʴ1�72人、3�8�増加）

　ᾈ事ނの型別発生状況 

　　　転 271�2人

　　　（લ年ಉظൺʴ1203人、4�6�増加）

　　　མ・転མ 200�4人

　　　（ಉʴ188人、0���増加）

　　　動作の反動ŋແ理な動作 1�081人

　　　（ಉʴ661人、4�6�増加）

　　˞ 以下Ŋňはさまれ・רき込まれŉŊňަ௨

事ނ（ಓ࿏）ŉŊňれŋこすれŉのॱ 

̏　死災害の発生状況 

　ᾇ業छ別発生状況

　　　造業 177人

　　　（લ年ಉظൺʴ17人、10�6�増加）

ઃ業 2�4人ݐ　　　

　　　（ಉ˚33人、10�1�減少）

　　　上՟物運ૹ事業 ��人

　　　（ಉ˚26人、20�8�減少）

　ᾈ事ނの型別発生状況

　　　མ・転མ 232人

　　　（લ年ಉظൺ˚16人、6���減少）

　　　ަ௨事ނ（ಓ࿏） 218人

　　　（ಉʴ2�人、1��3�増加） 

　　　はさまれ・רき込まれ 132人

　　　（ಉʴ̐人、3�1�増加）

　　˞ 以下、「激ಥされ」、「崩壊ŋ壊ŉ、

ňඈ来・མ下ŉのॱ

　　　　　　　　（ग़యɿ厚生労働省̝̥）
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